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次期とっとり環境イニシアティブプランについて 

環境立県推進課 
１ 策定の経緯 

○本県の環境の保全及び創造に関する施策の基本計画である『第２次鳥取県環境基本計画（計

画期間：H23～H32 の 10 年間）』の実行計画として、『とっとり環境イニシアティブプラン』

を策定している。 
○本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律で規定される「地方公共団体実行計画（区域

施策編）」及び鳥取県地球温暖化対策条例に規定される「対策計画」としても位置付け。 
○第１期実行計画の期間満了（H26 年度末）に伴い、「次期実行計画」並びに「次期温暖化対策

計画」を鳥取県環境審議会に諮問した。（平成 26 年 10 月） 
 
２ 第１期プランの実施状況 

（１）成果と課題 

○現行計画の４年間で再生可能エネルギーが目標を超えて導入が進むなど、各種施策の取組み

を通じて、県民の環境実践の意識は高まりつつある。 

○一方、温室効果ガスの排出量や一般ごみ等の排出量は減っておらず、電力事情の変化等の要

因はあるものの、まだまだ取組みが十分ではない分野もある。 

 
（２）有識者からの意見聴取 

○第１期プランの成果と課題について、各分野で実践活動等に関わる方々より意見聴取を実施 
（主な意見） 
・『鳥取らしさ』の出せる「小水力」、「熱利用」は規模が小さくても取組むことが大事。 
・「地域の中でお金がまわる仕組み」が重要 
・「見える化」は理解してもらうために重要だがそのための「手だて」が必要 
・「習慣化すること」が重要であり、今の取組みを「継続していくこと」が大切 
・「ごみの減量化」には事業者・市町村・住民の 3 者がうまくつながることが重要 
・工事等の計画時に生物多様性を損ねないことを確認できる体制づくりができればよい。 
・生物多様性戦略のキーワードは「協働」、県民への意識付けとなればよい。 

 
（３）今後の取組みの方向性 

○環境実践の取組みを更に推進し、国の新たな温室効果ガスの削減目標の達成に向けて各分野

での取組みを継続する。 

○次期プランでは現行プランの成果と課題を踏まえ、現行の施策体系を活かしつつ、直近の環

境を巡る状況や社会経済情勢の変化に対応した内容とする。 

特に、「新しい技術の導入促進」や「地域に賦存する資源の有効活用」、「バランスのとれたエ

ネルギー供給」、「地域内での経済循環」等の様々な施策を講じて、県民の意識や生活スタイ

ルそのものを変え、全国をリードする「低炭素化」の実現を目指す。 

 
３ 次期プランの検討状況 

（１）審議会第１回企画政策部会（H27.12.7） 
○第１期プランの実績と課題、今後の方向性について報告、各委員からの意見を伺った。 
（主な意見） 
・「地域エネルギー社会構築」の考えは賛同できる。多様化も含めて推進すべき。 
・「習慣付け」は大切、環境配慮が当たり前になると無理なく広がる。 
・リサイクルは、入口（導入）だけでなく、出口（運用）の支援も必要 等 

（２）第２回企画政策部会（H28.1.22） 
 ○第１回目の部会意見等を踏まえて作成した次期プラン（案）のアウトライン（概要版）を検
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討。併せて、温室効果ガスの削減目標設定の考え方について意見を伺った。 
（主な意見） 

  ・新たな取組の記載だけでなく、これまでの成果や必要性などが分かる見せ方の工夫も必要 
・エネルギーの地産地消に加え、それを担う人材の育成も必要 
・鳥取らしい取組み（例えば地熱など）を使えるとよい 
・新たなエネルギーの整備でいえば技術者の養成が大切 

  ・モーダルシフトを有効活用できる手立てが必要 
  ・「県産材使用の推進」はぜひ進めるべき、バイオマス発電にも繋がる 

・空き家の利用を含め、空き家対策はこれからが大切 
 
（３）パブリックコメントの実施 
 ○企画政策部会での意見、議会等での意見を踏まえ、具体的な内容と数値目標を設定した次期

プラン（案）を作成し、パブリックコメントを実施（併せて環境審議会各委員にも送付） 
 
（４）第３回企画政策部会（H28.3.15） 
 ○パブリックコメントの実施状況等を報告、プラン（案）について検討 
 
４ 次期プランの概要 

（１）計画期間：平成２７年度～平成３０年度（４年間） 
（２）内  容：基本計画で示した目指すべき将来の姿を実現するため、具体的に推進する施策

や数値目標を記載した実行計画（地球温暖化対策を含む） 
（３）施策体系：基本計画で示した６項目の基本的方向性のもと、各種施策を展開 

①「ｴﾈﾙｷﾞｰｼﾌﾄの率先的な取組み」、②「環境実践の展開」、③「循環社会の実現」 
④「自然共生」、⑤「安全・安心な生活環境」、⑥「景観・快適さ」 

        このうち、①~④を重点的に取組む 
（４）温室効果ガスの削減目標： 

 ２０１８年（平成３０年度）に２０１３年（平成２５年度）比１０％削減 
長期目標として、２０３０年（平成４２年度）に２０１３年比２７％削減を目指す 

 
（５）具体的な施策 

ア エネルギーシフト 
 ◎再生可能エネルギーの継続した導入推進 
  ・低炭素社会の実現に向けて一層の再生可能エネルギーの導入促進 
 ◎地域エネルギー社会の構築 
  ・バイオマス、温泉熱などのエネルギーを活用する取組みの支援 
  ・地域新電力事業者の立上げを支援 

●主な目標指標（計画当初数値⇒H30 年度数値） 
■再生可能エネルギー設備導入          ８００ＭＷ ⇒ ９２０ＭＷ 
■電力自給率                    ３１％ ⇒  ３５％ 
■再エネによる発電量の家庭消費電力のカバー率    ８３％ ⇒  ９７％ 

 
イ 環境実践 

 ◎環境教育・学習の推進 
◎個人・家庭における省エネの推進 
・市町村と連携したエネファームやＶ２Ｈなど幅広い省エネ機器の導入を促進 

 ◎社会システムの転換 
・EV・PHV 等の普及啓発、通勤手段・業務目的での低炭素交通化の推進 
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＊充電インフラ設備の支援を勤務地等に拡大 
＊ｼﾞｵﾊﾟｰｸにおける観光ガイド対応型の超小型電動車両等による新たな観光モデルの構築 

・「水素社会」の日本海側のトップランナーを目指す 
＊FCV 導入、再エネ由来の水素 ST、ｽﾏｰﾄﾊｳｽを整備し、三位一体の実証（環境教育）拠点整備 
＊家庭用燃料電池等の導入支援による水素利用を促進  

●主な目標指標（計画当初数値⇒H30 年度数値） 
■県内エネルギー使用量         ６，３７１百万ＧＪ ⇒ ６，０３２百万ＧＪ 
■EV・PHV 普及台数               ６３７台 ⇒ ３，３００台 
■ＥＶ充電設備設置数               １５２基 ⇒   ５２７基 
■水素 ST 整備基数                  ０基 ⇒     ３基 

 
ウ 循環社会 

 ◎４Ｒ社会の実現 
・食品ロスの削減など実効性のあるごみ減量・リサイクルの推進 
・焼却灰の再資源化、生ごみ・紙ごみのリサイクル製品化 

 ◎廃棄物の適正処理体制の確立 
・不適切な使用済物品回収に対する監視指導の強化や災害に備えた廃棄物処理体制の確立 

 ◎リサイクル産業の振興 
・生ごみ堆肥化技術など、本県の特色あるﾘｻｲｸﾙﾋﾞｼﾞﾈｽの推進と県外・海外への事業展開を支援 
●主な目標指標（計画当初数値⇒H30 年度数値） 
 ■一般廃棄物の排出量（総数）          ２１０千トン ⇒ １９３千トン 

  ■一般廃棄物のリサイクル率            ２６．１％ ⇒ ３１．０％ 
■一般廃棄物の最終処分量             １８千トン ⇒ １０千トン 
■産業廃棄物の排出量              ５８１千トン ⇒ ５８１千トン 

  ■産業廃棄物のリサイクル率            ７６．２％ ⇒ ７７％ 
  ■産業廃棄物の最終処分量             ２１千トン ⇒ ２０千トン 

■リサイクル産業における新規事業化数    ＋３４件／４年間 ⇒ ＋４０件／４年間 
■グリーン商品の認定数                   ＋２０件／年 

 
エ 自然共生 
◎人と自然のふれあいの確保 
・自然環境の保全と自然文化資源の観光利用の両立 
・環境資源を活用した魅力ある地域づくりを推進 
◎生物多様性・健全な自然生態系の保全 
・生物多様性の回復と適切な動植物の保護・管理を推進 
◎三大湖沼の浄化と利活用の推進 
・三大湖沼の水質改善を進めるなど、保全・再生とその利活用を推進 
◎農地、森林等が持つ環境保全機能の回復 
・環境負荷の少ない農業の推進、森林の整備・保全 
●主な目標指標（計画当初数値⇒H30 年度数値） 

  ■県立拠点施設における自然体験プログラム利用者数    8,725 人  ⇒ 17,000 人 
  ■若手狩猟免許保有者数                 １５５人  ⇒   ３００人 

■三大湖沼の水質（中海、湖山池、東郷池の COD(mg/L)）5.0、7.0、6.0  ⇒ 5.0、5.5、4.5 
  ■有機農産物・特別栽培農産物の認定面積        1,358 ﾍｸﾀｰﾙ  ⇒  1,500 ﾍｸﾀｰﾙ 
  ■とっとり共生の森参画企業数                １７社  ⇒    ２３社 

■間伐面積（年間）                  3,050 ﾍｸﾀｰﾙ  ⇒  4,200 ﾍｸﾀｰﾙ 
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第２期とっとり環境イニシアティブプラン（案）に対するパブリックコメントの意見と対応 

 
１ 意見募集の方法 

（１）募集期間：平成２８年２月２４日（水）から３月７日（月）まで（１３日間実施） 
（２）応募方法：各総合事務所、東部生活環境事務所、県立図書館、市町村役場でのチラシ配架 
        新聞広告の掲載（2/28 付日本海新聞）、県ホームページへの掲載（とりネット） 
        鳥取県地球温暖化防止活動推進センターの Facebook、メーリングリストによる拡散 
 
２ 応募結果 

（１）意見総数：３９件（ ７人） 
（２）手段別応募状況： 

郵便 メール 電話・ﾌｧｸｼﾐﾘ 県民課・ 
県民局へ 

その他の 
方法 合 計 

０人 
０件 

６人 
１９件 

０人 
０件 

１人 
２０件 

０人 
０件 

７人 
３９件 

 
３ 応募意見の政策案等への対応状況 

対応状況 件数 主な意見 

意見を受け反映 
（一部反映を含む） １件 

○自然共生 

・自然保護ボランティア登録者の目標数値が低く、ＰＲなっていない。

もっと増やすべき 

 ⇒ 目標数値を見直し（150 人→180 人） 

既に盛込済み １９件 
・地熱・バイオマスを増やしていくべき 

・教育での実践的な環境活動の推進すべき 

・県民との協働を実践し、４Ｒ社会を広げていくべき          他 

今後の事業実施

の中で検討 ４件 

○エネルギーシフト 

 ・「地域活性化は電化の自立から」を柱に市町村等とエネルギーの自

立を推進してはどうか 

○環境実践 

 ・公募した鳥取の未来像の紙芝居等にして環境教育のﾂｰﾙにしては？ 

 ・自動車の効率的な使用促進と公共交通の更なる利用促進を図るべき 

○循環社会 

 ・紙おむつペレットの原料確保と効率的な回収策を検討すべき 

対応困難 １件 

○自前の LNG 発電所（25 万 kW～50 万 kW）新設による自給率向上を

図るべき 

  ⇒自給率は向上するが温室効果ガスの削減に繋がらず、計画期間中 

の実施も困難 

その他・参考意

見 
１４件 

・メタンハイドレートによる発電を視野に入れた活用の受皿作りをすべき 

・公民館講座等の科目に「地球温暖化防止」を必須化すべき 

・小学校から高校の間にごみを拾うなどボランティア参加を徹底すべき 

・CO2 排出量ゼロに向け、2050 年までに 2010 年比半減を目標に設定し

てはどうか                                  他 

合 計 ３９件  
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Ｎｏ 区分 概要 分類 対応状況

1

目標を「一般住宅等で使用する電気に対する再生可能エネルギー自給率９７％を
目指します。」としているが、この表現では、いかにも家庭の電気は再生可能エネル
ギーでほぼ賄われている。あと３％頑張れば家庭の電気は完全に賄えて、これで、
再生可能エネルギー導入は完了、万々歳という誤解を与えかねない。
実情は、鳥取県内の電力需要量のうち、再エネで賄っているのは、微々たるもの
で、表現するにしては貧弱な数字になるので、大きく見せて、いかにも頑張っていま
すよ、という魂胆が見え隠れしているようにも診える。その努力は認めるにしても空
しい気持ちにならないか？
平成２８年４月からの電力自由化を契機に、鳥取県のエネルギー事情を赤裸々に
見て、各地域でエネルギー自立を推進する県及び各市町村行政と地域の企業、自
治会・NPOなどがタッグを組み電力供給公社（組合）を創り、小水力、耕作放棄地
等々整備し太陽光発電などで地域エネルギーを賄う指針を出し、これにより、発
電、配電、電力保全などの雇用が生まれ、「地域活性化は電力自立から」を柱にし
て、各市町村単位のエネルギー自立化の進捗度合いを目標にしたらいかがか。

パブコメ（２）

（３）今後の事業実施の中で検討
（県は地域でエネルギーの自給率を
高めた地域エネルギー社会の構築を
目指しており、そのために市町村や
市民団体によるエネルギーに関する
取組の支援や電力の地産地消を進
める地域電力会社の支援を盛り込ん
でいます。）

2

自前発電所小規模～中規模LNG発電所を新設（25万KW～50万KW程度）し、エネ
ルギーの自給率を高め、エネルギーの流動化を促進しコストを抑える。

パブコメ（３）

（４）対応困難
（御意見のありましたＬＮＧ発電所の
導入によりエネルギー自給率は高ま
りますが、温室効果ガスの排出量は
増加することとなります。県では再エ
ネ導入の促進を図り、低炭素社会の
構築を実現する「緩やかなエネル
ギー革命」を目指しています。）

3

県内のエネルギー自給自足を図るとともに、発電と熱利用をする。これにより熱利
用（低コスト）企業の誘致を行ってはどうか。

パブコメ（３）

（５）その他・参考意見
（県はまずエネルギーの生産県を目
指し、条件不利な再エネ事業者の参
入機会を支援するための各種補助金
等を設けて導入を進めています。）

4

将来のエネルギーと期待されているメタンハイドレートを燃料に発電することも視野
にメタンハイドレートの活用の受け皿づくりをしておく。

パブコメ（３）

（５）その他・参考意見
（県は海洋資源の調査や採掘技術の
開発を担う人材育成について取組ん
でいるところです。
御意見は中長期的な課題として今後
の参考とさせていただきます。

5

県内のエネルギー起業者が少ないためその担い手を育成するための機関を県内
に設置する。具体的には県内の大学、高専にエネルギーに関する総合学科を新設
すべき。

パブコメ（３）

（５）その他・参考意見
担い手の育成は、重要と考えており、
様々な環境教育や技術者養成を盛り
込んでいます。新たな機関の設置に
ついては、様々な角度での検討が必
要と考えています。

6

原発ゼロを明確にし、代替エネルギーを総合的に研究開発して、持続可能な社会
実現を基本とするよう全国知事会に働きかけていただきたい。

パブコメ（４）

（５）その他・参考意見
（直接プランには関係しませんが、再
生可能エネルギーの促進等について
は全国知事会を通じて国に提言して
います。）

7

再生可能エネルギー重視、そしてエネルギーの地産地消は県内の経済を回す、そ
して気候変動の緩和策としても重要かつ必要項目です。水素エネルギーは全国的
なブームになっていますが、莫大なコストがかかる上、製造過程で二酸化炭素の排
出を問題視しています。
積極的に取り組むのはいかがなことかと。
県としては、メタンハイドレードに集中した方が良いのではないか。

パブコメ（６）

（５）その他・参考意見
（再生可能エネルギーの導入促進や
地域ｴﾈﾙｷﾞｰ社会の構築を進めるた
めにも水素やメタンハイドレートなど
の新しいエネルギーについて、将来
に向けた環境の整備が必要と考えて
います。）

8
太陽光パネルでの電気の自給自足を図るべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

9
地熱・バイオマスを増やしていく

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

10
風車や太陽光発電を市町村にさせていき、地域エネルギー社会を組織していくべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

第2期とっとり環境イニシアティブプラン（案）に対するパブリックコメント等の意見及び対応状況

１．エネル
ギーシフト
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11
協働で環境教育・学習を推進し、自主的に環境活動ができる学生を行政・地域・学
校で育成すべき パブコメ（７）

（２）既に盛込み済み

12

該当各地区の園児・学童にこうなって欲しいと思う未来の鳥取像を”紙芝居や絵本”
を取入れ、ツールとして創作したら面白いのでは？

パブコメ（１）

（３）今後の事業実施の中で検討
（県内の小学生を対象に実施してい
るエコアイディアコンテストにおいて、
提案のあった内容について実施でき
ないか検討していきたいと思いま
す。）

13
地球温暖化対策に関する内容を幼児・学校教育にも取り入れてはどうか？（紙芝居
や絵本に仕立てるとわかり易いかと思う） パブコメ（１）

（２）既に盛込み済み

14

本県は人口当りの自動車保有率が高く、CO2の排出量増加の一因となっているた
め、自動車の効率的な使用促進と保有率を抑制が必要
例えば、
・県あげて毎月ﾉｰｶｰﾃﾞｰを設ける…全県運動とし、公共交通機関も拡充（便利にす
る）
・JR（鳥取・米子間）の複線化…中長期的視野で少しずつでも
・主要駅周辺の足確保…ﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰ、民間ﾏｲｸﾛﾊﾞｽ、乗用車活用
　　　　　　　　　　　　　　　　（既存のﾊﾞｽ、ﾀｸｼｰのみでは機能しない）
・自転車活用（放置自転車活用）
・乗用車の効率活用…一人1台はもったいないし、将来燃料コストが上がる時には
持てなくなる

パブコメ（３）

（３）今後の事業実施の中で検討
（運輸部門の二酸化炭素排出削減は
重要と考えており、環境負荷が少な
い交通手段への転換の様々な施策を
盛り込んでいます。
具体的な施策については検討を行
い、可能なものについて取組んでい
きます。）

15

二酸化炭素排出削減目標を達成するためには県民個々の理解から意識変容、行
動変容が必要である。地球環境を学び、自ら考え行動できる人は育っているが、全
体からするとごく一部であり、県民への理解、行動変容がまだまだ不足している。
家庭まるごとは個別性が大きく難しいがここにできることがあるはず。企業での環境
教育徹底と実践、地域の公民館活動の中での教育をもっと厳しくすべきである。た
とえば、公民館講座で実施しなければならない分野の中に「地球温暖化防止」の環
境教育を必須とすべき。

パブコメ（６）

（５）その他・参考意見
　（各公民館が自主的に開催されてい
る講座について環境教育を必須とす
ることはできませんが、「とっとり環境
教育・学習アドバイザー」の派遣や
「地球温暖化防止活動推進員」の支
援等の施策を通じて、地域や企業に
おける環境学習の充実に努めていき
たいと考えています。）

16
教育での実践的な環境活動をしていくべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

17
ＮＰＯや地域が一体となり、公共交通機関・自転車の利用促進を図るべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

18
自動車のアイドリングストップを推進していくべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

19
ハイブリッド、電気自動車の普及をしていくべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

20
蛍光灯をＬＥＤ電球にしていくべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

21

まだまだリサイクル、リユースできるものが廃棄物となる現状がまだまだ多く見受け
られる。
私が病院に勤務していた時、日常的に多く出る消耗品や薬剤などの段ボールや化
粧箱が回収される部署の方が少なく多くはゴミになっていた。（薬剤部では回収、看
護部門ではゴミ。）製薬会社等から紙系の宣伝物はほとんどの医師がゴミにしてい
た。
事務部門で廃棄物減量の目標があり、会議にデータが出されるが、部門別ではな
いので廃棄している部門は我が事ではないのが問題だった。
２月に米子で開催された健康・省エネシンポジウムでの学びを活かし、環境・医療・
建築などの多分野がつながる必要がある。

パブコメ（６）

（５）その他・参考意見
(事業所から排出される廃棄物の減
量・リサイクルについては、排出事業
者向けの研修会や各種広報を実施
することとしています。ご意見を踏ま
えて、広く県民の皆さんに意識してい
ただけるような啓発に努めていきたい
と考えています。)

22

紙おむつペレットは　燃やすペレットが不足しているとか・・。
おむつ回収先の確保で、効率の良い利用ができるような策を求めます。

パブコメ（６）

（３）今後の事業実施の中で検討
（紙おむつの資源化は、伯耆町での
実施事例があり、そうした取組等につ
いて情報発信し、利用の拡大を図る
こととしています。回収先の確保やよ
り効率的な利用については引続き検
討していきます。）

23
県民との協働を実践し、４Ｒ社会の実行を広げていくべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

24
不法投棄の撲滅、県民への注意喚起をすべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

25
適正な資源リサイクルの推進を図るべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

26

小学校から高校までの間にごみを拾うなどボランティアを徹底し、行動を起こすべ
き。
親と地域の両方ができないと子供は真似しない。
物を大切にしないが増えていき、ごみを道路、河川に捨てている所も見る。 パブコメ（７）

（５）その他・参考意見
（環境教育・学習の促進では、子ども
達だけでなく保護者等への環境意識
の向上及び実践活動の促進を図るこ
ととしています。）

27
小学校から４Ｒを教えていくべき。不法投棄の処理費用を誰が払っているのかやこ
の様な事をしていたら将来がどうなるのか考えさせるべき。 パブコメ（７）

（２）既に盛込み済み

３．循環社
会

２．環境実
践
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28
日南町などの森林再生の施策に対して、全面的な支援をお願いしたい。
王子製紙の輸入しているチップが国内産広葉樹林から賄えないかをご研究いただ
きたい。

パブコメ（４）
（５）その他・参考意見

29

中海によく行ったり、見たりする中で非常に感じることがあります。特に意見を求め
られている「自然共生」の中海の浄化と利活用の推進については、鳥取県中海湖
沼環境モニターの方々が一生懸命調査やモニターをされていますので、鳥取県中
海湖沼環境モニターの方々全員に対して鳥取県として表彰したり、さらに鳥取県中
海湖沼環境モニターの方々を大きく取り上げるべきであると強く思います。どうかよ
ろしくお願い致します。 パブコメ（５）

（５）その他・参考意見
（鳥取県中海湖沼環境モニターの
方々には、年１２回の調査に協力をい
ただいており県としての感謝の意を込
めて全員の方に図書カードをお渡しし
ています。また、モニターの方々の活
動結果を県のホームページに掲載し
ているところですが、より一層活動状
況が県民の方に伝わるよう内容を拡
充するよう検討していきます。）

30
自然公園の利活用と保護の両面で考えていくべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

31
自然環境の保全と環境資源を活用した地域づくりの推進をはかるべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

32
野生生物の保護と適正な数量にして、多種多様な動植物の生息育成していくべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

33
環境に負荷の少ない農業を進め、森林・竹林の整備保全を図るべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

34
県産材を使用し、森林の間伐、竹林の排除（切断）をしていくべき

パブコメ（７）
（２）既に盛込み済み

35

自然保護ボランティア登録数が１４６人→１５０人では何もＰＲにならない。もっと増
やすべき パブコメ（７）

（１）反映
自然保護ボランティア登録数の目標：
150人を180人に見直します。

36
７．温対計
画

COP21に先立ち、日本が約束した温室効果ガス削減目標（2030年に2013年比26.％
削減）を上回る26.9％を設定したことは、国の目標を上回り良しと評価すべき事かも
しれませんが、その一歩先を見たとき、パリ協定の長期目標は産業革命以降の平
均気温上昇２℃未満にするために、2010年比で2050年では半減、2100年にはｾﾞﾛ
かﾏｲﾅｽ目標があります。
今年の4月22日から各国が批准し、協定の効力が発効する時期がやがて来るで
しょう。この動きに対して、鳥取県は環境立県日本一を目指してきたことから、一歩
先んじて、2100年CO2排出量ｾﾞﾛかﾏｲﾅｽの一里塚を創れとまでは言いませんが、
少なくとも2050年まで2010年比半減の一里塚を創り、今回の目標として定めてはい
かがでしょうか？

パブコメ（２）

（５）その他・参考意見
（本プランは、県環境基本計画の実行
計画かつ県地球温暖化対策条例の
対策計画として、今後達成すべき４年
後の目標を定めるとともに、それを実
現するための具体的な施策を示して
おり、長期の目標は設定していませ
ん。
我が国の目標である「2050年までに
80％削減」を踏まえ、本県において
も、低炭素社会実現のための施策を
進めていきます。）

37

『共生・循環・再生』を三本柱に具体的案に繋げるのはどうか？
（共生は、地域共生、循環は循環型社会の樹立、そして再生は再生エネルギーの
取入れを示す。）

パブコメ（１）

（５）その他・参考意見
（本プランでは環境分野の幅広い
ニーズに対応するため、御意見のあ
りました３つの柱に加え、「自然共生」
や「安全・安心な生活環境」、「景観・
快適さ」を盛り込んだ６項目で構成し
ています。）

38

中・長期的なビジョンの設定を地方イノベーションとして発生させてはどうか？
（イノベーションサイクルを起こす）
官民協働でのコンソーシアムの結成を創り、新しい仕組みで取り組んでは？

パブコメ（１）

（５）その他・参考意見
（プランの基本的な方向として「ＮＰＯ
や地域・企業などと連携・協働して全
国をリードする環境実践に取組む」こ
ととしており、御意見の内容は参考に
させていただきます。

39

県内の地域組織を取りまとめる、機動部門の存在が必要ではないか？

パブコメ（１）

（５）その他・参考意見
（県内各地で環境配慮活動を実践し
ている団体に対しては、県地球温暖
化防止活動推進センターが中心と
なって温暖化防止に関する情報提供
やアドバイザー派遣等の支援を行っ
ています。）

その他

４．自然共
生
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「次期とっとり環境イニシアティブプラン（案）」における事務局修正案 

 
パブリックコメント並びに各委員からのコメントを踏まえて、「次期とっとり環境イニシアティブプラ

ン（案）」を修正しました。  
 
○目標数値、文章表現を修正 

ページ 修正内容 

Ｐ３１ 

Ⅱ－２－２省エネ診断の普及促進 
① 省エネ診断」に基づく実効性の高い省エネ対策の推進 本文を修正 
…行い、その効果を検証するモデル事業を実施します。 

⇒ …行うなど、実効性の高い省エネ対策を推進します。 

Ｐ３４ 

Ⅱ－２－５ 省エネ・省資源活動の徹底 ④グリーン購入の普及促進 本文を修正 
…、グリーン購入とっとりネットと連携して普及促進を進めます。 

  ⇒ …、推進を図ります。 

Ｐ５２ 

Ⅲ－２－２ 不法投棄の撲滅 ③多様な主体による監視体制の強化 
 本文記載の民間４団体の内訳を注釈で追記 
  民間４団体：鳥取県ﾊｲﾔｰﾀｸｼｰ協会、（一社）鳥取県ﾄﾗｯｸ協会、郵便事業（株）鳥取支店、（一

社）鳥取県警備業協会） 

Ｐ６０ 
Ⅳ－１ 人と自然とのふれあいの確保 ア 目標 
 自然保護ボランティア登録者数の目標数値を見直し   １５０人 ⇒ １８０人 

 
○誤記載の修正 

ページ 修正内容 

Ｐ ８ 

＜取組例＞○事前調査の推進 
 写真キャプションの誤記載 

北条町風力発電所付近での検討⇒北条砂丘風力発電所付近での検討 

Ｐ２２ 

Ⅱ－１ 環境教育・学習の推進 ア 目標 
TEAS 認定数の内訳箇所の現状（平成 26 年度）の数値 
Ⅲ種の企業等               ３６３件⇒３５９件 
Ⅲ種の家庭（わが家のエコ録登録者を含む） ８１７件⇒８３１件 

Ｐ２９ 

Ⅱ－２ 企業・家庭における環境配慮活動の推進 ア 目標 
注釈の文章中の誤記載 
…中間目標として平成２７年度の目標指標を算出しました。 

⇒ …中間目標として平成３０年度の目標指標を算出しました。 

Ｐ３１ 

Ⅱ－２ 企業・家庭における環境配慮活動の推進 エ 施策 
平成 27 年 12 月現在の地球温暖化防止活動推進員の登録数 
１０１名 ⇒ １０２名 

Ｐ４６ 

Ⅲ―１―１ 実効性のあるごみ減量・リサイクルの推進 エ 施策 
項目の誤記載 
① ごみの発生抑制につながる３Ｒの取組強化 

⇒ ① ごみの発生抑制につながる４Ｒの取組強化 

Ｐ７３ 

Ⅳ－４ 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復 ア 目標 
間伐面積（森林吸吸収量）の数値 
4,200 ﾍｸﾀｰﾙ（701 千ｔCO2） ⇒ 4,200 ﾍｸﾀｰﾙ（678 千ｔCO2） 

Ｐ８７ 

Ⅵ－１ 美しい景観の保全と創造 ウ 各主体に期待される役割 
本文中の御記載 

  景観形成団体 ⇒ 景観行政団体 

Ｐ９４ 
参考２：主な目標数値の一覧表 
Ｐ２２、Ｐ６０と同じ 

資料２－４ 



○フォント間違いの修正 

Ｐ１０ 
Ⅰ－２－２ 地域エネルギー事業の確立 ②地域エネルギー事業者への支援 
表題のフォントがゴシック体のところ、明朝体であったため修正 

Ｐ１３ 
Ⅰ－２－２ 地域エネルギー事業の確立 ③再生可能エネルギー熱利用設備導入促進 
 表題のフォントがゴシック体のところ、明朝体であったため修正 

Ｐ１７ 
Ⅰ－４ 新たなエネルギー環境の整備 イ 現状と課題（課題） 
本文中に太字フォントが残っていたため修正 

Ｐ２０ 

Ⅰ－４－４ メタンハイドレート調査開発を担う高度技術者の育成 ①人材の育成 
表題のフォントがゴシック体のところ、明朝体であったため修正 

Ⅰ－４－４ メタンハイドレート調査開発を担う高度技術者の育成 ＜取組例＞ 
表題のフォントがゴシック体のところ、明朝体であったため修正 

Ｐ２１ 
Ⅰ－４－４ メタンハイドレート調査開発を担う高度技術者の育成 ＜取組例＞ 
表題のフォントがゴシック体のところ、明朝体であったため修正 

Ｐ３２ 
Ⅱ－２－３ ＴＥＡＳの普及促進 ①ＴＥＡＳの普及促進 
表題のフォントがゴシック体のところ、明朝体であったため修正 

Ｐ５３ 
Ⅲ－２－３ 災害廃棄物等の適正な処理体制の確保 ①災害廃棄物の処理体制の確保 
 表題のフォントがゴシック体のところ、明朝体であったため修正 

Ｐ５８ 
Ⅲ－４－１ 温室効果ガスの発生抑制 ②市町村焼却施設の二酸化炭素の発生抑制 
 表題のフォントがゴシック体のところ、明朝体であったため修正 

Ｐ６２ 

Ⅳ－１－１ 自然公園の利用促進と地域で進める鳥取の緑づくり ③地域で進める鳥取の緑

づくりの推進 
表題のフォントがゴシック体のところ、明朝体であったため修正 

Ｐ６３ 

Ⅳ－１－２ 環境資源を活用した魅力ある地域づくり ⑤企業等と地域が連携したボランテ

ィア活動による森 林整備の推進 
表題のフォントがゴシック体のところ、明朝体であったため修正 

Ｐ７３ 
Ⅳ－４ 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復 ア 目標 
 注釈の箇所に太字フォントが残っていたため修正 

Ｐ７８ 
Ⅴ－１ 大気・水・土壌環境の保全と地下水の適正管理 イ 現状と課題 
 注釈の箇所に太字フォントが残っていたため修正 

Ｐ９１ 
Ⅵ－２－１ 歴史的、文化的街なみの保存と整備 ⑤古民家再生促進支援 
注釈の箇所に太字フォントが残っていたため修正 

 
○行ズレの修正 

Ｐ２０ 
Ⅰ－４－３ 次世代エネルギーパークを活用した環境教育や保全活動の推進 ②水素を利用

した新技術の導入や実証拠点の整備 
Ｐ３９ Ⅱ－３－１ モーダルシフトの推進 ②公共交通機関の整備と利用促進  
Ｐ４０ Ⅱ－３－２ ＥＶ・ＰＨＶタウンの推進 ＜取組例＞ 
Ｐ４２ Ⅱ－３－４ 気候変動の影響に関する適応策 ①気候変動の影響に対する適応策の検討 
Ｐ５４ Ⅲ－３ リサイクル産業の振興 イ 現状と課題  
Ｐ６３ Ⅳ－１－２ 環境資源を活用した魅力ある地域づくり ④全ての県民で森林を守り育てる意

識の共有・実践の推進 
Ｐ７１ Ⅳ－３－１ 県内三湖沼（中海、湖山池、東郷池）の浄化対策の推進 ③東郷池の水質浄化対策 
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第１章 計画の策定にあたって

１ 計画改定の趣旨・背景

本県では「鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例」の規定に基づき、県の

環境政策における「基本的方向」や「目指すべき環境像」を「鳥取県環境基本計画

（以下、基本計画という。）」として示し、環境施策を進めてきました。

近年の地球温暖化や生物多様性などの環境問題の進行に対応するため、平成２３

年度にこれまでの基本計画を改定し、『NPOや地域・企業などと連携・協働して、全

国をリードする環境実践「とっとり環境イニシアティブ」に取り組む』ことを基本

的方向に据え、「エネルギーシフト」、「環境実践」、「循環社会」などの６つの目標を

定めて、目標実現のための具体的な施策をまとめた実行計画「とっとり環境イニシ

アティブプラン（以下、実行計画という。）」を実施してきたところです。

これまでの４年間の取組みの成果として、太陽光発電などの再生可能エネルギー

の導入は大きく進み、県内一般家庭の消費電力分をほとんど賄えるほどに導入が進

みました。

また、省エネルギーの分野では、企業や家庭において環境配慮を推進するＴＥＡ

Ｓ（鳥取県版環境管理システム）制度が徐々に浸透し、県内全体のエネルギー使用

量を抑えるとした目標を達成できました。

廃棄物リサイクルの分野でも鳥取県は一般廃棄物、産業廃棄物のいずれも全国的

に高いレベルで進んでいます。

【第１期に実施した重点項目の実績と成果】

施策体系 主な目標指標 目標値と実績 主な成果

ｴﾈﾙｷﾞｰｼﾌﾄ 県内の再生可能ｴﾈ H26目標 759,050kW ・ 国内有数のﾒｶﾞｿｰﾗｰ（ 42.9MW）を始め、

ﾙｷﾞｰ導入量 H26実績 800,470kW 58か所で大規模太陽光発電所が稼働

・ 住宅・非住宅用太陽光発電施設は大幅

電力自給率 H26目標 28.8％ に推進（H22末からの3年間で約8倍）

H26実績 31.0％ （再エネ導入量を県内一般家庭の消費電力

で比較すると83.0％をカバー）

環境実践 TEASの認定数 H26目標 1,064件 ・ 県版エコポイント制度に983店舗が参加

H26実績 1,300件 ・ 夏の省エネ・節電ｷｬﾝﾍﾟｰﾝにはのべ593

県内全体のｴﾈﾙｷﾞｰ H26目標 6,682万GJ 件が応募、合計で50,204kWhの電気使用

消費量 H26実績 6,369万GJ 量を削減

急速充電器設置台 H26目標 30基 ・ EV充電器の総数は150基を超える。

数 H26実績 68基 （県全体のｴﾈﾙｷﾞｰ消費量はH22比で10％

近く削減）

循環社会 廃棄物の排出量 H26目標 880ｇ/人日 ・ 全国初の紙おむつﾍﾟﾚｯﾄ燃料利用ｼｽﾃﾑ

（一般廃棄物） H26実績
＊
980ｇ/人日 など市町村による新たな減量ﾘｻｲｸﾙの取

廃棄物の排出量 H26目標 576千ﾄﾝ 組等が拡大

（産業廃棄物） H26実績
＊

581千ﾄﾝ ・ 民間団体による４R実践活動にのべ5,600

廃棄物のﾘｻｲｸﾙ率 H26目標 30％ 人が参加

（一般廃棄物） H26実績
＊

26.1％ ・ 認定グリーン商品として４年間で358商品

廃棄物のﾘｻｲｸﾙ率 H26目標 76％ を認定

（産業廃棄物） H26実績
＊

76.2％

ｸﾞﾘｰ ﾝ商品の認定 H26目標 421件 （廃棄物のﾘｻｲｸﾙ率は一廃・産廃ともに全国

件数 H26実績 653件 上位の水準）

＊：H25年度実績の数値
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また、実行計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第２０条の３第３項に規

定されている地方公共団体実行計画（区域施策編）及び鳥取県地球温暖化対策条例第

５条に規定されている対策計画としても位置付けています。

計画策定時の国の温室効果ガス削減目標（2020年に1990年比で25％削減）を達成

するため、温室効果ガスの総排出量及び森林吸収量の目標達成を目指しましたが、

エネルギー起源CO 2の削減や森林吸収量の拡大など取組みの成果はあったものの、東

日本大震災以降の電力事情の変化もあり、温室効果ガス排出量は目標を大きく下回

りました。

[単位：千ﾄﾝCO2]

2010年度 2011年度 2012年度 2013年度 2014年度 計画期間中

区 分 （H22年度） （H23年度） （H24年度） （H25年度） （H26年度） の増減量

計画当初 計画１年目 計画２年目 計画３年目 計画終期 （削減率）

ｴﾈﾙｷﾞｰ起源 CO2 4,265 4,035 3,896 3,963 3,856 ▲410

（前年対比） ‐ （▲5.4％） （▲3.4％） （1.7％） （▲2.7％） （▲2.4％/年）

ｴﾈﾙｷﾞｰ起源 CO2 以 659 669 533 620* 620* ▲39

外の温室効果ガス

再生可能ｴﾈ導入 ▲76 ▲78 ▲86 ▲122 ▲130 ▲54

電気排出係数との差 ▲244 ▲191 425 579 530 774

森林吸収量 ▲517 ▲550 ▲561 ▲572 ▲585 ▲68

合 計 4,087 3,885 4,207 4,468 4,291 204

1990年度比 ▲6.7％ ▲11.3％ ▲4.0％ 2.09％ ▲2.0％ -
（第1期の目標値） （▲15.1％）

＊はH27年11月時点の暫定値を記載

そうした中、2015年11月にパリでＣＯＰ２１（気候変動枠組条約第21回締約国会

議）が開催され、2020年以降の温室効果ガス削減の新たな枠組みとして、「産業革命

からの気温上昇を２℃未満に抑える」とする新たな国際目標や、途上国を含む全て

の国が自主的な削減目標を作成し、対策を進めるとした「パリ協定」が採択され閉

幕しました。

日本は2030年に温室効果ガスを2013年比で26％削減する約束草案を提出し、今後

はこの目標の実現に向けて努力することとなっています。

本県においても、環境実践の取組をより推進し、全国をリードする「低炭素化」
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の実現に向け、新たな温室効果ガス削減目標や社会経済情勢の変化を見据えた施策

を展開しつつ、各分野での取組みを一層進化させていく必要があります。

そこで、これまでの成果と課題を踏まえ、第1期の計画を基本にしながら、昨今の

環境を取巻く社会経済情勢の変化に対応するため、第２期の実行計画を策定するこ

ととしました。

【基本的方向】

ＮＰＯや地域・企業などと連携・協働して、全国をリードする環境実践

「とっとり環境イニシアティブ」に取り組む

【目標】

Ⅰ エネルギーシフトの率先的な取組み

Ⅱ ＮＰＯや地域・企業などと連携・協働した環境実践の展開

Ⅲ 環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する社会経済システムの実現

Ⅳ 安全で安心してくらせる生活環境の実現

Ⅴ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保

Ⅵ 美しい景観の保全ととっとりらしさを活かした街なみづくりの推進

本計画では、基本計画において具体的に推進する施策について、当面、重点的に取

り組むべき項目を抽出し、４年後の目標と目標を達成するための施策を掲げます。

また、温室効果ガスの総排出量及び森林吸収量の目標については、実行計画の目標

年度に加え、国の長期目標年である2030年（平成４２年）時の数値も示すこととしま

す。

２ 計画の目標年度

実行計画の期間は、環境を巡る状況や社会経済情勢の変化が早い中で計画の実効性

を確保するために、平成２７年度から平成３０年度までの４年間とします。

３ 進行管理

実行計画の目標と施策は、県の工程表と連動させ、ＰＤＣＡサイクル（企画立案

→ 実施 → 評価 → 改善）により進行管理を行います。

その取組み状況は、県のホームページ（とりネット）や毎年度発行する「鳥取県環

境白書」にて公表し、広く県民の声を計画の推進に反映させます。
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第２章 目標と目標を達成するための施策

施策体系

1-1 温室効果ガス削減に向けた再生可能エネルギーの導入加速
【１ エネルギーシフト】
エネルギーシフトの率 1-2 地域エネルギー社会の構築
先的な取組み

1-3 エネルギー資源多様化の促進

1-4 新たなエネルギー環境の整備

2-1 環境教育・学習の推進
【２ 環境実践の展開】
ＮＰＯや地域・企業な 2-2 企業・家庭における環境配慮活動の推進
どと連携・協働した環
境実践の展開 2-3 社会システムの転換

3-1 ４Ｒ社会の実現
【３ 循環社会】
環境負荷低減の取組み 3-2 廃棄物の適正処理体制の確立
が経済活動として成立
する社会経済システム 3-3 リサイクル産業の振興
の実現

3-4 低炭素社会との調和

4-1 人と自然とのふれあいの確保
【４ 自然共生】
自然がもたらす恩恵を 4-2 生物多様性・健全な自然生態系の保全
持続的に享受できる健
全な自然生態系の確保 4-3 三大湖沼の浄化と利活用の推進

4-4 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

5-1 大気・水・土壌環境の保全と地下水の適正管理
【５ 安全・安心】
安全で安心してくらせ 5-2 環境汚染化学物質の適正管理
る生活環境の実現

5-3 環境影響評価の推進

5-4 北東アジア地域と連携した環境保全の推進

6-1 美しい景観の保全と創造
【６ 景観・快適さ】
美しい景観の保全とと 6-2 歴史的、文化的街なみの保存と整備
っとりらしさを活かし
た街なみづくりの推進
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Ⅰ【エネルギーシフト】

エネルギーシフトの率先的な取組み

目指す将来の姿

○ 住宅や事業所等において、再生可能エネルギーの導入や革新的な技術によって、二

酸化炭素排出量が比較的少ないエネルギー利用への転換が進んでいます。

○ バイオマスや水力、地熱などの地域に賦存する多様な再生可能エネルギーの導入が

進み、地域新電力等による地域内エネルギー供給とそのネットワークが構築され、大

規模集中型電源とのエネルギー供給が連系されることで、安定したエネルギー需給構

造が構築されています。

○ 再生可能エネルギー等の導入を加速的に進めて、原子力発電への依存をできる限り

減らしていく「緩やかなエネルギー革命」は着実に進んでおり、県内での再生可能エ

ネルギー等による発電や熱利用を増やす「創エネ」、水素やＩＣＴ（情報通信技術）な

どの技術を活用した「蓄エネ」によって、県外の大規模集中型電源（火力・原子力発

電等）への依存度が下がり、地域におけるエネルギーの地産地消が図られています。

【風力】

【陸上風力】

【洋上風力】【住宅】

＜導入拡大＞

目指すべき方向「緩やかなエネルギー革命」

【現状】 【中期目標】

①再生可能エネルギーの増産

【長期目標】

②地域におけるエネルギー供給の安定化・地産地消

【火力】
【水力】

【原子力】
【火力】

【水力】
【メガソーラー】 【風力】

【住宅】

【非住宅】 【非住宅】

【小水力発電】

＜自給率向上＞

【メガソーラー】

＜地域内連系＞

【配電線】

【メガソーラー】

【小水力発電】

【風力】

【住宅】

【非住宅】

大規模集中型電源
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Ⅰ－１ 温室効果ガス削減に向けた再生可能エネルギーの導入加速

ア 目 標
・持続可能なエネルギーへの転換や地球温暖化防止対策に向けて、景観や生態

系への影響に配慮しつつ身近にある再生可能エネルギーを利活用する設備の導

入を加速することで、県内設置の再生可能エネルギー設備を平成３０年度末ま

でに９２万ｋＷへ導入を図ります

単位[ｋＷ]

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

県 太陽光 事業用（10kW以上） ９１，６１７ １５１,０００

内 発電 家庭用（10kW未満） ３９，９３７ ５０,０００

設 小 計 １３１，５５４ ２０１,０００

備 風力発電（大型） ５９,１００ ５９,２００

容 バイオマス（熱利用・発電） ４９２,０６８ ５４１,５００

量 水力発電 １１７,７４８ １１８,３００

計 ８００,４７０ ９２０,０００

【参考】発電電力量 １，３１７百万kWh １，４７２百万kWh

イ 現状と課題
（現状）

・ 事業用太陽光発電は、米子市崎津地区に国内有数のメガソーラー発電所＊が導

入されるなど、平成２６年度末現在で５８ヶ所、９１，６１７ｋＷが導入されて

います。

・ 小規模な家庭用（10kW未満）の太陽光発電設備は、平成２６年度末で３９，９

３７ｋＷが導入されています。これらの設備は平成２２年度末からの３年間で約８

倍に増加しました。

・ 大型風力発電は、平成２６年度末現在４１基、５９，１００ｋＷが設置されて

います。現在設置されている施設は全て陸地に設置され、いずれも平成１９年以

前に導入されたものです。

・ バイオマス（再生可能な生物由来の有機性資源のうち、化石資源を除いたもの）

は、専焼の発電所や製紙会社等によるバイオマス発電・熱利用が行われています。

また、公共施設や木材産業の事業所等では熱利用中心の取組が行なわれています。

・ 小水力発電は、古くより県内の山間地で導入されており、老朽化した複数の施

設で更新が進んでいます。

・ 地熱（温泉熱）は、中四国地方で初のバイナリー発電所が稼働（１ヶ所）して

おり、発電後の余剰温泉熱の多段階利用について検討されています。

＊メガソーラー発電所：１メガワット（１千ｋＷ）以上の発電能力を持つ大規模な太陽光発電所

（課題）

・ 再生可能エネルギーの導入には、地域住民や企業など関係団体の理解や希少動

植物などへの環境影響や景観に配慮することが重要です。
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・ 県内にある未利用資産の有効活用や未開拓な資源を活用した再生可能エネルギ

ーの開発が必要です。

・ 再生可能エネルギーによる安定供給のためには、燃料の品質と量の確保のほか、

保守メンテナンス体制などの環境づくりが重要です。

・ 再生可能エネルギー導入拡大のための各種規制緩和が必要です。

「建設用地確保等のための農地法等の手続き緩和」

「水利権手続きの簡素化」

「補助事業で取得した財産の有効活用に係る手続き等の簡素化」

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・住宅や民間主導の生活や地域に根ざした太陽光発電・風力発電・

小水力発電等の導入

事業者 ・バイオマス・太陽光発電・風力発電・小水力発電等の導入

市町村 ・住民・ＮＰＯ等への支援や普及啓発活動の実施

・公共施設への再生可能エネルギー設備導入

・県民・ＮＰＯ・事業者等への支援や普及啓発活動の実施

県 ・県有施設への再生可能エネルギー設備導入や新規発電事業の実施

・地域新電力や地域主導の再生可能エネルギーの導入支援

エ 施 策

Ⅰ-１-１【重点】発電事業者に対する支援

① 再生可能エネルギー電気発電事業者への支援

・ 太陽光、風力、小水力発電等の立地候補地を公開して、民間事業者からの事業提

案を募るとともに事業支援策を推進します。

・ 再生可能エネルギーを利用した発電設備から、発電した電気を送電網へ接続す

る場合に、国の固定価格買取制度を踏まえた上で、立地条件による不利益を解消

し導入が促進する施策を検討します。

・ 再生可能エネルギーを利用する事業を実施するためには、事業開始前に多額の資

金が必要となるため、負担を軽減する支援等を、国の動向を踏まえながら推進しま

す。

・ 県民が主体的に取組む発電事業について、必要な支援等を検討します。

② 風力・水力等発電事業事業者等への事前調査支援

・ 分散型である再生可能エネルギーは、その数を増やすことが重要です。我が県の

自然の特徴を生かした風力や水力発電等を計画する事業者にとって、地域に賦存

する再生可能エネルギーを活用するためには、その適地を知り事業の実施可能性

を調査することが必要です。そのため事業化の判断に有益な情報を広く提供する

ことやその調査等に必要な費用等を支援することで事業者を本県へ呼び込み、再

生可能エネルギーの増産へ繋げていきます。
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＜取組例＞

○事前調査の推進

風況調査や環境影響評価の基礎調査等を推進し、事業に有益な情報を発電事業者

に提供することで事業実施可能な箇所を発掘します。

【北条砂丘風力発電所付近での検討】

③ 既設小水力発電リニューアル支援

・ 県内では古くから小水力発電が盛んで多数の施設が稼働していますが、老朽化

により設備の更新が必要な施設も少なくありません。

・ 今後も発電事業を継続していくため、リニューアルに必要な各種調査等の支援

を推進します。

＜取組例＞

○既設小水力発電水量調査業務費等の助成

県内に多数設置されている老朽化した小水力発電の設備をリニューアルし、長期

安定した持続可能な発電事業となるように支援します。また、出力アップするため

に必要な水利権設定等のための調査費用の一部を助成することで、小水力発電能力

のアップを促進し、再生可能エネルギーの増産を図ります。

【富沢電化農業協同組合発電所】（智頭町）
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④ 小水力発電増産

・ 既存施設のリプレース時にあわせた出力増強、未開発地点の水源や農業用施設等

を有効に利用することにより導入を推進します。

⑤ マイクロ水力発電モデルの実現

・ 県内でも開発されているマイクロ水力発電について、農業用水路、溜池などを

活用する地域モデルを構築することで普及促進を図ります。

【マイクロ水力発電機（発電機出力２ｋＷ）】

Ⅰ-１-２ バイオマス・地熱の熱利用促進

① 事業所や地域等での熱利用促進

・ 間伐材、果樹剪定枝及び竹材等の地域に賦存する多様なバイオマスを利用した

再生可能エネルギー施設の普及を検討します。

② 温泉熱等での熱利用促進

・ 温泉熱等を事業所や地域等における熱源として利用し、エネルギーの効率化や

事業化を検討します。

【湯梨浜地熱発電所】
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Ⅰ-１-３ 家庭等への導入促進

① 家庭用（10kW未満）太陽光発電等導入促進

・ 太陽光発電システムの導入促進により家庭部門からの二酸化炭素排出量の削減と

電力自給率向上のために、太陽光発電システムや蓄電池を導入する事業に対して、

市町村と連携し支援します。（市町村経由の間接補助金）

・ 太陽光発電システム取扱事業者が組織する協議会の普及啓発の取組を支援しま

す。

・ 二酸化炭素の排出削減に取り組む中小企業、農家、地域の自治会、市民共同発

電グループなど事業者や団体が小規模な太陽光発電システムや蓄電池を導入する

ことを支援します。

② 燃料電池等家庭用コージェネレーションシステムの導入促進

・ 地域エネルギー社会の最小単位となる家庭におけるエネルギーの効率化や自立

化を推進するために燃料電池等コージェネレーションシステムの導入を支援しま

す。

③ 再生可能エネルギー熱利用設備導入促進

・ 木質バイオマスや太陽熱など地域に賦存する再生可能エネルギーのうち熱を利

用する設備を、家庭に導入することを支援します。

Ⅰ-１-４ 率先導入と各種規制緩和の実現

① 公共施設への再生可能エネルギー導入

・ 県有施設等へ再生可能エネルギーを導入し、二酸化炭素削減や使用電力のピーク

カットなどを行うことを推進します。さらに市町村等へ公共施設への導入を働きか

け、民間施設への導入啓発を行います。

【鳥取県庁太陽光発電システム】

② 再生可能エネルギー導入拡大のための各種規制緩和の実現

・ 一定条件のもとで風力発電等の「環境影響評価の簡略化や迅速化」を進め、「建

設用地確保のための農地法の手続き緩和」や「水利権手続きの簡素化」による小

水力発電の設置等の実現のために、関係各所と連携して国へ要望し実現に向けて

努力します。
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Ⅰ－２ 地域エネルギー社会の構築

ア 目 標
・再生可能エネルギーの導入拡大やエネルギー資源の多様化により地域のエネ

ルギー自給率を高めたうえで、地域に導入した設備を効率的に活用し、安定的

にエネルギーが供給される地域エネルギー社会を構築することで、エネルギー

の地産地消による地域内経済循環を進めます

・また、地域単位で行われる市町村や市民団体によるエネルギーに関する取組

を支援し、県全体で低炭素かつ安定的なエネルギー需給構造への転換を図りま

す

・こうした取組を通じ、県内の電力自給率を平成２６年度末３１％から平成３

０年度末までに３５％へアップを図ります

・また、この自給率の算定基礎となる再生可能エネルギーの電力量と、一般家

庭や中小事業者等が消費している電灯等低圧受電で消費する電力量との比較に

ついて、平成３０年度末に９７％とすることを目指します。

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

電力自給率 ３１％ ３５％

再生可能エネルギーの一般家庭等で ８３％ ９７％

消費する電力量に対するカバー率

※電力自給率：県内で発電した全電力を県内で消費された全電力で除した割合

イ 現状と課題
（現状）

・ 鳥取県は他県で発電した電気に頼らなければ、県内で必要な電気を賄えない状

況です。

・ 電気は、広域的な電力網で供給される体制にあるため、設備に異常が生じた時

には広範囲で停電する脆弱性があります。また、地域内で融通しあう仕組みがな

いため送電ロスも大きくなっています。

・ 県内で発電される電気の多くは県外の電力会社に販売され、県内で使われる電

気も県外の電力会社から購入することで賄われ、エネルギーに関する富が県外に

流出しています。

（課題）

・ 地域に賦存する自然を活用し、地域の特性にあったエネルギーシフトによるエ

ネルギーの県内での自給率を高める必要があります。

・ エネルギーを高度に活用し、災害に強い強靱な地域づくりを行い、低炭素で安

定的なエネルギー需給構造である地域エネルギー社会の構築を目指す必要があり

ます。
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ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・地域エネルギー社会構築の取組への理解を深める

・再生可能エネルギーの導入やコージェネレーションシステムや蓄

電池、ＨＥＭＳ＊等エネルギーの高度利用を促進した地域エネルギ

ーの導入

事業者 ・地域エネルギー社会構築の取組への理解を深める

・再生可能エネルギーやＢＥＭＳ＊等を活用した地域と一体となった

効率的なエネルギーの利活用

市町村 ・住民同士がエネルギーを融通しあえる地域コミュニティの構築を目

指す

・自ら地域の特性を活かした地域エネルギー社会の取組に参加する

県 ・地域の特性を活かした地域エネルギー社会構築を支援する

・必要な規制緩和や特例措置を国へ求め、財政面での支援等による

推進を図る

＊ ＨＥＭＳ ：ホームエネルギーマネージメントシステム 家庭におけるＩＴを活用したエネル

ギー管理システム

＊ ＢＥＭＳ ：ビルエネルギーマネージメントシステム オフィスビル等におけるＩＴを活用し

たエネルギー管理システム

エ 施 策

Ⅰ-２-１ マイクログリッドモデルの構築

①自立型エネルギー供給システムの導入促進

・ 再生可能エネルギーの導入やコージェネレーションシステムや蓄電池、ＢＥＭ

Ｓ等エネルギーの高度利用を促進して自立型エネルギー供給システムやＺＥＨ＊の

導入を推進します。

・ 再生可能エネルギーを利用した自立型エネルギー供給システムを備えた住宅や施

設の普及とエネルギーを相互融通しあえるシステム(マイクログリッド）を構築し

ます。

・ 県内における市街地や中山間地等の地域特性に合わせた将来のスマートコミュニ

ティ＊のあるべき姿を検討します。

＊ ＺＥＨ ：ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス 高断熱外皮、高性能設備と制御機構を組み

合わせ、住宅の年間の一次エネルギー消費量が正味（ネット）でゼロとなる住宅

＊ スマートコミュニティ ： 再生可能エネルギーを、住宅やビル、交通、ライフスタイル転換な

ど一連の社会システムとして、効率的に活用する社会

＜取組例＞

○スマートグリッド＊の実証実験支援

先進的な取組を行う市町村の取組を県が支援します。

[取組事例]

・よなごスマートライフプロジェクト
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・鳥取市若葉台地区スマート・グリッド・タウン実証事業

・鳥取市中心市街地・河原地区スマート・グリッド・タウン計画調査事業

＊ スマートグリッド ：ＩＴを活用した電力系統の最適制御により、効率的なエネルギー利用を図る次世

代電力系統

Ⅰ-２-２ 地域エネルギー事業の確立

① 地域新電力への支援

・ 電力システム改革等のエネルギーシステムの改革によって、地域に根ざした新

しい事業が期待されます。このことから地産地消を進め、地域の富が経済循環す

る仕組みを目指した新電力会社等のエネルギー供給事業に対する支援を検討しま

す。

② 地域エネルギー事業者への支援

・ 地域の特徴を活かした新たなエネルギー需給システムを構築する地域エネルギ

ー事業に参画する企業等事業者への支援を検討します。

・ 木質バイオマスなど豊富な燃料資源を持つ供給地とエネルギー消費の多い需要

地との間を結んだ円滑な「燃料の生産」－「エネルギーの供給」－「エネルギー

の消費」の一貫したシステムを検討します。

Ⅰ-２-３ 地域エネルギー社会構築の担い手育成と活動支援

① 市民共同発電所など地域主導型活動への支援

・ 市民共同発電など地域エネルギーを利活用する取組の担い手を育成し、その活

動に対する支援を検討します。
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Ⅰ－３ エネルギー資源多様化の促進

ア 目 標
・未利用エネルギーや二酸化炭素排出量が少ないエネルギー等の導入促進を図

ります

・エネルギー資源の多様化を促進することで、特定の資源への依存度を下げ、

リスクの分散による安定的なエネルギー供給体制を促進します

イ 現状と課題
（現状）

・ 産業、運輸、民生各部門での二酸化炭素排出量は、近年徐々に減少していますが、

依然として石油などの化石燃料に頼っている状況です。

・ 再生可能エネルギーの導入促進により、電気の自給率は以前に比べ向上してきま

したが、利用可能な自然エネルギーやリサイクルエネルギーなどがまだ多く残って

おり、それらの有効活用が十分ではありません。

（課題）

・ 石油依存のエネルギー構造を、多種多様なエネルギーによる構造へ転換する必要

があります。

・ 再生可能エネルギーは、休日など需要の少ない時期に余剰電力が発生したり、

天候などの影響で出力が大きく変動するなど不安定な電力です。再生可能エネル

ギーの増産を行っても安定な電力供給が行えるように、蓄電地の導入推進など効

率的なエネルギー利用が必要です。

・ 地域の特性や賦存する自然エネルギーを活用するエネルギー自給構造を目指し、

施設の設置場所や利用形態に応じた、最適なエネルギー利用の推進を図る必要があ

ります。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・民生用燃料電池等の導入により、多様で効率的なエネルギー利用

事業者 ・二酸化炭素排出量がより少ない設備への転換により、地球温暖化防

止への貢献

市町村 ・地域の特色に合わせた再生可能エネルギーの導入実践

県 ・多様なエネルギー資源活用への率先的実践及び啓発

エ 施 策

Ⅰ-３-１ 既存設備の高度化と転換
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① 蓄電池の導入推進

・ 再生可能エネルギーを有効に活用しエネルギーの自給構造を確立していくため、

蓄電池の導入に向けた取組を検討します。

・ 再生可能エネルギーと蓄電池やＶ２Ｈ＊などを組み合わせた高度な利用形態で効

率的なエネルギー使用やゼロエネルギー住宅などを目指す取組について支援を検討

します。

＊ Ｖ２Ｈ：ビークルツーホーム、電気自動車などの２次電池（バッテリー）に蓄積した電気エ

ネルギーを家庭で消費すること。

② コージェネレーションシステム導入支援

・ 家庭用コージェネレーションシステム＊は、総合的なエネルギー効率が非常に高

く、二酸化炭素削減に貢献することから、普及方策を検討します。

・ 次世代エネルギーとして期待される水素エネルギー社会の到来を見据え、再生可

能エネルギーによる水素製造と連携したスマートハウスの普及に向けた研究を進め

ます。

＊ 家庭用コージェネレーションシステム：燃料電池やガスエンジン発電から得られた電気と、

発電時に発生する排熱を給湯などで利用するシステム

＜取組例＞

○温室効果ガス削減に向けた再生可能エネルギーの導入を加速する事業への補助

家庭用燃料電池等の家庭用コージェネレーションシステム導入者に対する補助等

の先進的取組を行う市町村を支援します。

③ 廃棄物由来のエネルギー利用拡大

・ 化石燃料の代替エネルギーとして、固形燃料（ＲＰＦ＊）や紙オムツペレット等

の有効活用を図ります。

＊ ＲＰＦ：主にマテリアルリサイクル（材料リサイクル）が困難な古紙及び廃プラスチック類

を主原料とした高品位の固形燃料

Ⅰ-３-２ 新たなエネルギー源の導入検討

① 新たなエネルギー源によるエネルギー供給施設建設可能性検討

・ 県内には再生可能エネルギーによる大小様々な発電所は多数存在していますが、

大規模火力発電所が無く、県内の電力需要は県外からの送電に頼っています。鳥取

県の発展のために安定的なエネルギー供給が必要なため、新たなエネルギー源によ

る発電の可能性を検討します。

・ 地域の特性や地域に賦存する自然を活用し、自然環境と調和しつつ、地域活性化

に寄与するエネルギーの新たな活用の取組を検討します。

＜取組例＞

○バイオマスを利用したエネルギー供給施設の建設可能性検討

木くず、糞尿などの有機性廃棄物を再度見直し、発電や熱利用の可能性を模索し

ます。
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② 再生可能エネルギーを活用した熱利用施設の導入促進

・ エネルギー効率の高い熱利用施設の導入を進めるため、木質バイオマスや地中熱

の利用施設の導入及び温泉熱の多段階利用等の取組を推進します。

・ 工場等やごみ焼却施設における未利用排熱の有効利用を図ります。

＜取組例＞

○熱利用施設等の導入促進

県内に豊富にある森林資源等を熱エネルギーとしての利用の可能性を模索しま

す。

【智頭町プールの薪ボイラー】

③ 木質バイオマス利用促進

・ 従来から利用が進められている木質チップ（間伐材等木質チップ、薪等）に加え、

バークや竹、果樹剪定枝等の未利用となっている木質バイオマス資源の利用に向け、

資源化に向けた取組を検討します。

・ 間伐材や林地残材等を燃料（エタノール・薪等）や高付加価値有機材料として利

用する取組を検討します。
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Ⅰ－４ 新たなエネルギー環境の整備

ア 目 標
・ 再生可能エネルギー導入促進に必要な新たな技術開発や施工・維持管理技

術向上による産業・雇用の創出を図ります

・ エネルギーの多様化や効率的な高度利用、地域での富の循環などを実現する

ために必要な人材を育成し、地域エネルギー社会の普及啓発に努めます

・ 電気や熱に加えて水素エネルギーなど新しい二次エネルギーの利用が日常

生活や産業活動で推進されるように普及啓発を行います

・ メタンハイドレートなど海洋資源開発に向けた新技術の調査・開発の担い

手になる高度技術者の育成を支援します

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

メタンハイドレート高度技術者の育成 ０人 １０人

イ 現状と課題
（現状）

・ 本県に多様な自然を利用した再生可能エネルギー施設が数多くあることから、

県域全体を「とっとり次世代エネルギーパーク」としてエネルギーを通して環境

教育や環境保全活動を推進しています。

・ 将来の国産エネルギーとして注目されているメタンハイドレートが鳥取県沖に

賦存することが確認されていますが、採掘技術が確立していないなど、実用化ま

でには多くの課題があり、資源として有効性はまだ未知数です。

（課題）

・ 再生可能エネルギーの利用には、コストの低下や安定的な発電が不可欠であり、

それを可能とする製品及び技術開発や施工・維持管理技術の向上及び体制の確立が

必要です。

・ 地域エネルギー社会を構築するためには、県民への普及啓発を行うとともに、

市民共同発電など地域に根ざした再生可能エネルギーの導入や利活用する取組の

担い手を育成、その活動の支援が必要です。

・ 再生可能エネルギーの導入など地域エネルギーの利活用には地元の理解が

重要です。
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ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・自宅への新技術の導入と適切な管理の実施

・地域に根ざした再生可能エネルギーの導入・利活用の実施

事業者 ・地域エネルギーの導入や利活用のために必要な地元の理解促進

・再生可能エネルギー導入に関する新たな技術開発、施工・維持管

理技術及び体制の向上

市町村 ・再生可能エネルギーに関係する新たな企業誘致や新事業育成・雇

用創出

・地域エネルギーの導入や利活用のために必要な地元の理解促進

・地域に根ざした再生可能エネルギーの導入・利活用の活動の支援

と担い手の人材育成

県 ・地域エネルギーの導入や利活用のために必要な地元の理解促進

・新たなエネルギー技術の支援・検討

エ 施 策

Ⅰ-４-１ 新たなエネルギー技術の開発促進及び普及啓発

① 県内外の企業、高等教育機関等との共同研究支援

・ 県内中小企業が高等教育機関や県外の優れた技術を有する企業と共同して研究開

発することを支援するとともに、その製品を県外へ売り込めるように産学金官が連

携して支援します。

② 水素エネルギーなど新技術の普及啓発

・ 水素エネルギー活用技術は自然エネルギーの新たな貯蔵・輸送手段や、電力系統

問題の解決と自立分散型エネルギーの実現に繋がり、将来の二次エネルギーの中心

を担うことが期待されています。

将来到来する「水素社会」の実現に向けて「鳥取県水素エネルギー推進ビジョン」

を策定し、水素を利活用した新技術、実証拠点の整備などにより、水素社会の体験

による普及啓発や環境教育を進めます。

③ ＩＣＴを活用した再生可能エネルギーシステムの構築

・ ＩＣＴ（Information and Communication Technologyの略：情報通信技術）、Ｅ

Ｖ（電気自動車）や蓄電池を活用して再生可能エネルギーによる電力を有効に利用

するスマートグリッドの構築に向けた施策について検討します。

④ 産学金官連携を促進するネットワークの活用

・ 県内の高等教育機関、商工団体、産業支援機関、行政等の連携強化を図ることを

目的とした「鳥取県産学官コーディネーター連携推進会議」や「とっとりネットワ

ークシステム（TNS)」等を通じ産学金官の連携を強化し人材交流等を支援します。
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Ⅰ-４-２ 技術者養成とメンテナンス体制の確立

① 技術者の養成

・ 再生可能エネルギーの技術開発・普及には、それを支える人材が不可欠であり、

産学金官が連携し技術者の養成について支援策を検討します。

・ 太陽光発電システム取扱事業者が組織する協議会での技術向上等への取組を支援

します。

② メンテナンス体制の確立

・ 導入した再生可能エネルギーを活用した機器の安定運転に必要な日々のメンテナ

ンスや故障対応について、迅速かつ的確に実施できる体制の確立を検討します。

Ⅰ-４-３ 次世代エネルギーパークを活用した環境教育や保全活動の推進

① 次世代エネルギーパークを活用した環境教育や保全活動の推進

・ 次世代エネルギーパークの中核施設である「とっとり自然環境館」を中心に、

構成するエネルギー施設の見学や体験型エネルギー教室等の開催を通じ、環境教

育や保全活動を推進します。
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＜取組例＞

○再生可能エネルギー体験学習の実施

再エネ施設の見学とワークショップ（工作）等による体験講座を夏休み期間に

集中開催し、エネルギーに関する環境教育を実施します。

【夏休みエネルギーツアー２０１５の様子】

② 水素を利用した新技術の導入や実証拠点の整備

・ 燃料電池や燃料電池自動車等を体感することで、暮らしの中で水素の利活用技

術の理解を深める環境教育の推進を図ります。

Ⅰ-４-４ メタンハイドレート調査開発を担う高度技術者の育成

① 人材の育成

・ 新しいエネルギー資源として期待されているメタンハイドレートが鳥取県沖に賦

存するという地理的優位性を活かし、地元における開発気運を醸成させる普及啓発

事業や、調査や採掘技術の開発を担う人材を育成します。

＜取組例＞

○「メタンハイドレート科学講座」の開設

鳥取大学、明治大学、県の３者が連携して平成28年４月に鳥取大学大学院に寄附

講座を設置し、それを基軸とした専門コース（修士課程）を開設し、メタンハイ

ドレートなど海洋資源の調査開発を担う高度技術者を育成します。

【メタンハイドレート科学講座設置に関する調印式】

写真提供 明治大学ｶﾞｽﾊｲﾄﾞﾚｰﾄ研究所
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＜取組例＞

○日本海沖メタンハイドレート調査促進事業

海洋資源調査で採取される海底地質試料（コアサンプル）を保管するために、明

治大学ガスハイドレート研究所が鳥取港湾事務所に保管施設を設置しました。鳥取

大学、明治大学、県の連携により本施設での調査研究活動を推進します。

【明治大学鳥取メタンハイドレートコアセンター】（鳥取市）
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Ⅱ【環境実践の展開】

ＮＰＯや地域・企業などと連携・協働した
環境実践の展開

目指す将来の姿

○ 地域の未来は県民みんなで創り出すものとの認識のもと、幼児から大人まで全ての世

代において環境教育・学習が積極的に実施されることによって、環境の様子に心をとめ、

環境の悪化に気づき、自然や社会に対する心くばり・心がまえを持って、環境問題の解

決に向けて自ら考え、行動する人が育っています。

○ ＮＰＯや地域・企業など、全ての主体が、連携・協働により県民運動的に環境配慮活

動を実践しており、エコポイント制度の浸透や環境管理システムの普及などにより日常

的な環境負荷低減に向けたライフスタイルへ転換しています。

○ モーダルシフト（環境負荷が軽減される移動交通手段の転換）の推進、ＥＶ（電気自

動車）・ＰＨＶ（ﾌﾟﾗｸﾞｲﾝﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ自動車）タウンの普及など、環境負荷低減に向けた

ライフスタイルの転換に自発的・積極的に取り組めるような社会システムへの転換が進

んでいます。

Ⅱ－１ 環境教育・学習の推進

ア 目 標
・すべての主体が連携・協働して環境教育・学習を促進し、環境問題解決に向

けて自ら考え行動する人を育てます

主な目標指標 現 状 目 標
（平成２６年度末） （平成３０年度末）

ＴＥＡＳ の認定数（総数） １，３００件 １，３５０件※

（Ⅰ種・Ⅱ種の企業等） ５１件 ６０件
（Ⅲ種の企業等） ３５９件 ３８５件
（Ⅱ種の高等学校） ２４件 ２５件
（Ⅲ種の小中学校） ３５件 ４０件
（Ⅲ種の家庭（わが家のエコ録 ８３１件 ８４０件

登録者含む））
こどもエコクラブ登録人数 ８，８５０人 １０，０００人

＊ ＴＥＡＳ（テス）：鳥取県版環境管理システムの略称（説明別掲）
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イ 現状と課題
・ ＴＥＡＳの認定数は着実に増加（H22年度：869件⇒H26年度末：1,300件）して

きており、環境配慮行動の実践に取組む企業や県民は着実に増えてきています。

・ 環境問題解決に自ら考え行動する力を育成し、地域の環境保全活動に繋げること

を目的とした「こどもエコクラブ制度」は、平成２５年度に全１９市町村で設置さ

れるなど活動の環が広がっています。

・ 平成２６年度に策定した「鳥取県環境教育等行動計画」に定めた各主体の役割

や県の取組等に従って、環境教育・学習を一層推進していく必要があります。

・ 環境教育・学習を体系的かつ継続的に実践していくためには、引続きＩＳＯ１

４００１やＴＥＡＳなどの環境管理システムの構築を通じて推進していく必要が

あります。

・ また、環境教育・学習の質をさらに高めるには、指導者の育成が重要であり、

鳥取県地球温暖化防止活動推進センターや高等教育機関と連携し、知識の普及や

県民の自主的な環境配慮活動に対して適切な指導・助言を行うことができる指導

者を育成・活用する必要があります。

・ 環境教育・学習の取組は、鳥取県地球温暖化防止活動推進センター、学校、地

域、ＮＰＯ及び行政等の様々な主体で実施されていますが、現状として十分な連

携・協働が図られていないことから、引続き各主体と連携・協働できる仕組みづ

くりを推進していく必要があります。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ （県民）
・行政による環境教育等の計画策定の際、作成の段階から参加し、一

緒に創り上げていく
・環境教育・学習に関して自ら出来る取組を見つけ、家庭、職場、地

域といった身近な範囲へ広げる行動をスタートする
（ＮＰＯ）
・各主体の連携に関して、それぞれとのパイプ役としての役割を担う
・地域に根ざした環境教育を実施・協力し、指導者としての役割を担

うとともに指導者、コーディネーター等の育成を行う
事業者 ・学校、社会教育施設、ＮＰＯ、自治体等と連携し、環境教育や普及

啓発を実施
・環境学習施設としての場の提供
・雇用者に対する職場研修において、自然体験を含めた環境教育を実

施するとともに、環境管理システムを導入
市町村 ・地域の多様性や特色を踏まえ、地域に根ざした環境教育を推進

・環境教育の取組を促進するため、環境に関する情報の提供を積極的
に行う

・住民の参画を得ながら環境に配慮した地域づくりを行う
・小中学校の環境管理システムの導入推進

県 ・環境教育等行動計画の推進
・各主体が実施する環境教育・学習を支援
・環境教育の取組を促進するため、環境に関する情報の提供を積極的

に行う

・高等学校を含む学校、家庭、事業者の環境管理システムの導入推進
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エ 施 策

Ⅱ-１-１ ＴＥＡＳ（鳥取県版環境管理システム）の普及促進

① ＴＥＡＳの普及促進

・ ＴＥＡＳとは環境管理の国際規格ＩＳＯ１４００１の簡

易版であり、比較的容易にかつ安価で取り組むことができ

ます。組織の規模・必要性に応じてⅠ～Ⅲ種のレベルから

選択して取組を実施することができる制度であり、鳥取県

が独自に認定することから、学校や家庭・地域においても

認証を取得することが可能です。当該制度によりＰＤＣＡ

サイクルを活用する「環境管理システム」の普及を進め、

組織管理の中で環境教育・学習の推進を図ることで、それ

ぞれの組織に適した環境配慮活動、４Ｒ実践活動、法令遵守等に積極的、効果的か

つ効率的に取り組むことができる体制づくりが構築されます。

＜取組例＞

○事業者に対する普及啓発

事業者について、事業規模・必要性に応じてＴＥＡＳⅠ～Ⅲ種の認証取得の推進

を図ります。

必要に応じて説明会を開催するとともに、Ⅰ種およびⅡ種については、関西圏を

中心として取組が広がっているＫＥＳ（環境マネジメントシステム・スタンダード）

との協働認証を実施していることから、ＫＥＳとの協働による制度ＰＲを実施しま

す。

＜取組例＞

○小中学校に対する普及啓発

小中学校について、教育委員会、市町村と連携しながら、ＴＥＡＳⅢ種の認証取

得を推進します。

＜取組例＞

○家庭・地域に対する普及啓発

家庭・地域について、市町村、学校などの関係機関と連携しながら、「わが家の

エコ録」への認証登録の推進を図ります。
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Ⅱ-１-２ 教育機関における実践的環境教育・学習の促進

① 幼児向けの環境教育の促進

・ 「とっとり環境教育・学習アドバイザー」等を活用して、保育所等への環境出前

教室を実施するなど、幼児に加え、保育士・幼稚園教諭や保護者等の環境意識の向

上及び実践活動の促進を図ります。

・ 保育士、幼稚園教諭養成機関との連携により、これから幼児教育に携わる学生に

対する環境学習の機会を増やすことを検討します。

【幼児向け環境教育（ちびっ子エコスタート）】

② 小中高等学校における環境教育の促進

・ 小中学校においては、各学校で作成する「環境教育全体計画」により分野別・発

達段階別に環境教育・学習を促進します。

・ 県立高等学校においては、各学校が企画した環境教育推進活動を推進します。

・ 家庭で取り組んでほしい環境配慮行動等をまとめた「エコ活ノート」を活用し

た小学校への出前教室を通じて、児童及びその家庭での環境意識の向上及び実践

活動の促進を図ります。

・ 県内の全小学生を対象に、廃物を利用して作成した工作（エコ工作）やイラス

ト等のコンテストを実施し、結果を新聞等に掲載することで本人だけでなく家庭

や周囲への意識啓発にも繋げます。

【エコ活ノート出前教室】 【エコアイディアコンテスト】
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③ こどもエコクラブの活用

・ 「こどもエコクラブ（幼児（３歳）から高校生までなら誰でも参加できる全国的

な環境活動のクラブ）」について、活動経費支援や広報の充実等によって登録を促

進し、子どもたちが人と環境の関わりについて幅広い理解を深め、自然を大切に思

う心や環境問題解決に自ら考え行動する力を育成します。

・ 第１期の実行計画において県内全市町村での「こどもエコクラブ」設置を達成

したことから、今後は市町村と連携して新規登録を呼びかけ、「こどもエコクラブ」

の登録者数を増やします。

【県内こどもエコクラブのメンバー・サポーター数の推移】

【こどもエコクラブによる生き物観察会】 【こどもエコクラブ交流会】

Ⅱ-１-３ 環境教育・学習の質の向上

① 鳥取県地球温暖化防止活動推進センターとの連携・協働

・ 地球温暖化防止活動推進センターと連携・協働して、地球温暖化防止に係る知識

とファシリテーション技術を持ち、地域における温暖化防止活動をリードする地球

温暖化防止活動推進員を育成します。（平成27年12月末現在102名）

＊ ファシリテーション：会議等の場で発言や参加を促したり、話の流れを整理することによ

り合意形成や相互理解をサポートし、組織や参加者の活性化･協働を

促進させること
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※ 全市町村に82クラブ設置、8,850人が活動（平成26年度末現在）
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② 「とっとり環境教育・学習アドバイザー」の活用

・ 環境問題に関する知識や経験を有する者をとっとり環境教育・学習アドバイザー

として登録し、地域や学校で実施される環境学習会等の講師として紹介することに

より環境教育を推進します。（平成27年12月末現在94名）

・ TEAS取組校に、とっとり環境教育・学習アドバイザーを派遣し、環境学習会を

開催するなどし、学校での環境教育を推進します。

【地球温暖化防止推進員養成講座】 【とっとり環境教育・学習アドバイザーによる環境学習会】

Ⅱ-１-４ 関係機関との連携強化

① 関係機関との連携・協働の強化

・ 環境教育・学習に関して、鳥取県地球温暖化防止活動推進センターを中心とし

て、各市町村、各教育委員会及び高等学術機関等と連携を強化し、今後の環境教

育・学習のあり方について意見交換を行いながら、効率的かつ効果的な取組を図

ります。

② 自然体験活動の利用促進

・ 自然体験活動団体との連携により、県内の自然体験活動を活性化させ、自然体験

活動を通じて、楽しみながら自然について認識してもらい、環境に配慮した行動を

実践する人を増やします。

【県内での自然体験活動】
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③ 環境教育施設の利用促進

・ 自然体験活動ができる施設やリサイクル施設などの見学可能な施設を環境教育施

設として紹介しており、県民が年に１回は環境教育施設を見学、活動してもらえる

ように環境教育施設の各種催しやイベントの内容を県のＨＰやイベント等で積極的

に情報提供します。

【山陰海岸ジオパーク海と大地の自然館】
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Ⅱ－２ 企業・家庭における環境配慮活動の推進

ア 目 標
・ＮＰＯや地域・企業等が一体となり、県民運動として環境配慮活動をすすめ、エ

ネルギー使用量の削減を推進することで持続可能な社会を目指します

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度（速報値）） （平成３０年度）

県内全体のエネルギー ６,３７１万ＧＪ ６,０３２万ＧＪ

使用量 【参考】概算内訳

電気：3,600百万ｋＷｈ ５.３％削減

ガス：19,353ｔ （H26年度からの削減率）

原油：688,422ｋＬ

【各部門ごとの内訳】

・家庭部門でのエネルギ １,３３２万ＧＪ １,３０３万ＧＪ

ー使用量 【参考】概算内訳

電気：1,087百万ｋＷｈ ２.２％削減

ガス：6,639ｔ （H26年度からの削減率）

原油：23,560ｋＬ

・企業部門でのエネルギ ３,３２５万ＧＪ ３,１６８万ＧＪ

ー使用量 【参考】概算内訳

電気：2,514百万ｋＷｈ ４.７％削減

ガス：12,714ｔ （H26年度からの削減率）

原油：184,252ｋＬ

・運輸部門でのエネルギ １,７１４万ＧＪ １,５６１万ＧＪ

ー使用量 【参考】概算内訳

電気： ― ８.９％削減

ガス： ― （H26年度からの削減率）

原油：480,610ｋＬ

＊ＧＪ（ギガジュール）：エネルギーの単位であり、１０
９
ジュールに等しい

＊運輸部門における電気使用量：比較的少量と想定しており、概算内訳としては見込んでいない

＊ガスの概算内訳：天然ガス及びＬＰガスの合計量をＬＰガスとして換算したもの

＊原油の概算内訳：ガソリン、ジェット燃料、灯油、軽油、Ａ重油及びＣ重油の合計量を原油と

して換算したもの

※ 別表（温室効果ガス削減目標一覧表）のとおり、国の長期目標である２０３０年

（平成４２年度）に温室効果ガスの総排出量２７％削減を目指すこととしています。

これにあわせて、エネルギー使用量についても長期目標達成のための中間目標と

して平成３０年度の目標指標を算出しました。
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イ 現状と課題
・ 低炭素社会を実現し地球温暖化の防止に地域で取り組んでいくには、県地球温

暖化防止活動推進センター等と連携しながら、地球温暖化防止対策の普及啓発や、

地域の環境活動をリードできる人材の育成を進めることが大切です。

・ 効率的な省エネを進めるにはエネルギーの「見える化」を進めることが重要です

が、小規模な事業所等では、エネルギーの使用状況を把握した上で真に効果的な

対策を取ることは難しいため、専門家の「省エネ診断」に基づく実効性の高い省

エネ対策の導入を進めていく必要があります。

・ 県民、事業者、行政等、県内の様々な主体が、主ら継続して環境配慮活動を

行うための有効な仕組として、引き続きＴＥＡＳ（鳥取県版環境管理システム）

の普及を図っていく必要があります。

・ 環境配慮活動を「楽しみながら」実践するといったイメージを作り上げること

で、意識改革を進め、県民一人ひとりが環境実践に参加できる雰囲気作りをすす

める必要があります。

・ 経済的見地から環境配慮活動に結びついていない状況が見受けられることから、

まずは県が率先して環境配慮活動の取組徹底を図り、ＮＰＯ、地域・企業に対する

取組のフィードバックを行うと共に、各主体による環境配慮活動の優良事例の情報

共有を進めていく必要があります。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ （県民）

・エコポイント活動への参加

・身近な環境配慮活動に積極的に取り組み、環境に配慮したライフス

タイルの転換を目指す

・県民一人ひとりが地域や職場等、環境に配慮した実践活動を行い、

環境負荷低減を目指す

（ＮＰＯ）

・ＮＰＯ等は、家庭への省エネ実践を支援し、環境配慮活動の指導、

助言

事業者 ・エコポイント活動への参加

・自らの事業活動が環境に負荷をかけていることを認識し、自らの社

会的責任において環境負荷の低減と企業活動を両立する環境経営に

積極的に取り組む

市町村 ・市町村施設や地域の環境整備を積極的に行い、率先的に環境負荷低

減に取り組む

県 ・エコポイントの創設、普及促進の取り組み

・各主体が取り組むべき環境配慮活動の仕組みづくりを行うと共にそ

れぞれの活動を支援

・各主体間の連携を推進すると共にそれぞれの活動の情報発信を行う

・県有施設等について、率先的に環境負荷低減に取り組む
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エ 施 策

Ⅱ-２-１ ＮＰＯとの連携及び人材の育成

① 鳥取県地球温暖化防止活動センターとの連携・協働

・ 地球温暖化防止活動推進センターと連携・協働して、地球温暖化防止活動に係

る普及啓発を行うとともに、地域における温暖化防止活動をリードする地球温暖

化防止活動推進員を育成し、県内全市町村への配置を進めます。（平成27年12月現

在、11市町村102名）

＜取組例＞

○エコサポーターズの活躍の場づくり

地球温暖化防止活動に率先して取り組み、地域をリードするエコサポーターズ

（地球温暖化防止活動推進員）が、県内の様々な地域で幅広く活躍できるような

場づくりに、センターや市町村と連携して取り組みます。

【エコサポーターズによるエコドライブの普及活動】

Ⅱ-２-２ 省エネ診断の普及促進

① 「省エネ診断」に基づく実効性の高い省エネ対策の推進

・ 無駄な電気を消したり冷暖房の温度調整をするなどの一般的な省エネ対策は、

多くの家庭や事業所で取り組まれていますが、エネルギーの使用状況を把握した

上で真に効果的な対策を取ることは小規模な事業所等では難しいため、エネルギ

ー管理の専門家による「省エネ診断」に基づく実効性の高い改善提案（効果的な

省エネ手法や機器の導入）を行うなど、実効性の高い省エネ対策を推進します。

＜取組例＞

○省エネ診断の推進

最新の省エネ機器を導入する必要性は分かっていても、「どの機器から導入する

のが最も効果的か分からない」など、なかなか実行に移せない事業所を支援する

専門家のネットワークづくりを進めます。
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【エコ診断支援ネットワークのイメージ図】

Ⅱ-２-３ ＴＥＡＳ（鳥取県版環境管理システム）の普及促進

① ＴＥＡＳの普及促進

・ 地球温暖化対策を推進していくためには、あらゆる主体において環境配慮活動

を継続的に取組んもらうことが重要です。

このための仕組みとしてＴＥＡＳ（テス）の制度を普及促進します。

Ⅱ-２-４ ＬＥＤ化をはじめとした省エネ対策の推進

① ＬＥＤ化の推進

・ 省エネ性能の高いＬＥＤ照明について、地方公共団体が率先して導入を図るとと

もに、企業への導入を促進します。

＜取組例＞

○県有施設の率先ＬＥＤ化

県は、率先して県有施設における照明のＬＥＤ化を推進します。

・ 県庁舎等の照明について、実現可能性、優先度を踏まえた積極的なＬＥＤ化

・ 道路照明について、省エネ効果の高い照明から順次ＬＥＤ化

【県庁講堂のLED照明】 【道路照明灯のLED化（県道一本松覚寺線）】



- 33 -

＜取組例＞

○防犯灯のＬＥＤ化

地域へのＬＥＤ照明の導入促進として、安全・安心のため、市町村等が新規に設

置する防犯灯について、環境配慮の観点からＬＥＤを活用するものについて支援し

ます。

【コナン通りに設置された太陽光蓄電ＬＥＤ街路灯（北栄町）】

② 省エネ対策の率先的な取組

・ 鳥取県も県内の一事業者として、あらゆる事務の実施に伴う環境負荷を低減し、

率先して環境に配慮した行動を示すため、「環境にやさしい県庁率先行動計画」を

定めています。

・ 温室効果ガス排出量や可燃ごみ排出量の新たな削減目標を達成するため、県の

全機関でこれを推進していきます。

＜取組例＞

○鳥取県環境にやさしい県庁率先行動計画

（主な取組み）

・ 施設のＬＥＤ化の加速

・ 複層ガラスの導入や屋上緑化等の施設の断熱化の促進

・ 公用車へのＥＶ・ＰＨＶの導入促進

・ 省エネ設備導入の検討（高効率空調、高効率照明 等）

・ 風力や太陽光などの自然エネルギーを電力調達の対象に追加

・ 会議のペーパーレス化などＩＴ化の一層の推進

Ⅱ-２-５ 省エネ・省資源活動の徹底

① 関係機関との連携・協働の強化

・ 省エネ・省資源活動に関して、鳥取県地球温暖化防止活動推進センターなどを中

心として、各市町村、各教育委員会、商工団体等が一丸となって県民運動的な取組

を展開するよう連携強化します。

② 家庭・事業所における省エネルギー・節電の普及啓発

・ エネルギー消費が高まる夏場・冬場を中心に、クールビズやウォームビズの推進
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を図り、家庭・事業所等で誰もが取り組めることのできる省エネ・節電について様

々な広報媒体を活用して情報提供します。

③ マイバッグ運動の推進

・ 環境にやさしいライフスタイルへの転換の第一歩として、事業者・消費者団体・

行政等で組織するノーレジ袋推進協議会を中心に店頭やイベント等様々な機会を捉

え、消費者へのマイバッグ持参の普及啓発に取り組みます。

＜取組例＞

○レジ袋無料配布中止の全県への拡大

平成２４年１０月に東部地域で始まったレジ袋無料配布中止の取組みにおいて、

レジ袋辞退率８０％を達成しました。

今後はこの取組みを全県的、かつ、多業種へ波及・拡大させることを検討し、引

続きレジ袋の削減を推進します。

【ノーレジ袋デーの取組】

④ グリーン購入の普及推進

・ 購入者の行動を環境にやさしいものにするとともに経済活動全体を環境配慮型に

変えていくことが期待できる「グリーン購入（環境負荷ができるだけ小さい製品や

サービスを購入すること）」について、推進を図ります。

⑤ エコドライブの推進

・ 自動車運転者が、身近に取り組むことができるアイドリングストップ運動を県民

運動として展開し、認証制度やシミュレーターを利用したエコドライブ講習など

により県民や事業者による自動車の適切な整備やエコドライブの積極的な実践を推

進します。

⑥ 鳥取県版エコポイントの推進

・ 消費者と事業者が協力しながら省エネ・４Ｒ（ごみの発生抑制、ごみの減少、

資源の再使用、リサイクル）を推進する鳥取県版のエコポイント制度「とっとり

ＣＯ２ダイエット作戦」などにより、県民、ＮＰＯ、地域・企業等が一体となっ

て環境配慮行動を行う社会システムづくりを進めます。
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Ⅱ-２-６ 環境に配慮した建築物の推進

① ＣＡＳＢＥＥとっとり

・ 一定規模以上の建築物の建設等を行う建築主に鳥取県建築物環境総合性能評価

システム（CASBEEとっとり）で建築物の環境性能を評価し、届出を義務づける鳥

取県建築物環境配慮計画制度により、建築物に係る総合的な環境負荷低減の自主

的な取り組みを促進します。

また、CASBEEとっとり［戸建］を周知し、住宅の環境性能の見える化を促進す

ることで、環境負荷の低減に配慮した住宅の普及を図ります。

【ＣＡＳＢＥＥとっとりの評価項目】

② 鳥取エコハウスの推進

・ 県産材、鳥取の素材・産品を活かす鳥取型の木造環境配慮住宅（とっとりエコハ

ウス）を林業家、製材業者、設計者、工務店などの事業者と行政で構成する鳥取エ

コハウス推進協議会において開発しています。

鳥取エコハウス推進協議会では「価値ある住宅を手の届く価格で」というコンセ

プトを設定し、主な住宅取得層である若い世代に訴求する仕様、取得しやすい価格

帯の規格型住宅を、インターネット等を活用して販売する仕組みを構築します。

併せて鳥取エコハウスを体感できるモデルルームを制作し、住宅フェア等に出展

するとともに規格型住宅の建設希望者を募り、応募者が建設する住宅を期間限定の

モデルハウスに活用する等により広く県民に周知を図り、県民に環境負荷の低減に

配慮した住まいづくりの普及を図ります。
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【鳥取エコハウスのイメージ】

Ⅱ-２-７ 優良取組の普及促進

① 優良取組の普及促進

・ 県内の家庭や企業における特に優れた取り組み事例を収集し、表彰することで、

取組を活性化するとともに優良事例を広くＰＲすることで取組の普及を図ります。

② 省エネ実践事例の展開

・ 省エネ製品や省エネ対策事例の効果などについて、幅広く情報を収集し、ホーム

ページなどで家庭や企業にＰＲし、取組みの展開を図ります。

 
■「鳥取型環境配慮住宅（鳥取エコハウス）」 

県産材、とっとりの素材・産品を活用し、長期優良住宅、CASBEE とっとり戸建に対応する鳥

取型の木造環境配慮住宅の規格型住宅モデルを開発し、・供給の仕組みを構築する。 

＜とっとりエコハウス基本コンセプト＞ 
①県産材・とっとりの素材・産品・技にこだわる ②エコにこだわる ③長寿命にこだわる 

＜とっとりエコハウスの４つの基本ルール＞ 
①スケルトン基本仕様（必須） ②エコ仕様（選択） ③外部・内部仕上げ（選択） ④維持管理（必須） 

＜県産材（部材）の規格ルール＞ 
断面寸法の種類を簡素化することで、ストックを可能にし、県産材の安定供給につながるルールを設

定。 
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Ⅱ－３ 社会システムの転換

ア 目 標
・ＮＰＯや地域・企業等が一体となり、公共交通機関・自転車などの利用促進、

ＥＶ（電気自動車）・ＰＨＶ（プラグインハイブリッド車）タウン化の推進等

を通じ、モーダルシフト（交通手段の転換）を推進するとともに、次世代エネ

ルギーである水素エネルギーの活用を図り、低炭素社会の実現に向けた社会シ

ステムの転換を図ります

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

ＥＶ・ＰＨＶ普及台数 ６３７台 ３,３００台*

ＥＶ充電器設置基数 １５２基 ５２７基*

水素ステーション整備基数 ― ３基**

＊：「鳥取県第2期EV・PHVタウン構想」の目標年度（H32年度）の数値値

＊＊：「鳥取県水素エネルギー推進ビジョン」の中間目標年度（H32年度）の数値

イ 現状と課題
・ 県内のＣＯ２排出量のうち、運輸部門が１９９０年比で４９％（２０１１年実績）

増加しているなど、この分野におけるＣＯ２の削減は喫緊の課題となっています。

本県の生活交通体系は、自動車に依存したクルマ社会であり、運輸（家庭）部

門のＣＯ２排出量が減少しない要因であるとともに、渋滞の発生や公共交通の利用

者の減少などの問題も生じており、より環境負荷が少ない交通手段（公共交通、

自転車、ＥＶなど）に転換（モーダルシフト）していく必要があります。

日常的な通勤や買物など、クルマを利用している身近な場面を自転車や公共交

通機関へ転換を推進するため、平成２５年に「鳥取県バイシクルタウン構想」を

策定し、構想の実現に向け、「自転車走行環境の確保」などのハード面の整備から、

「交通ルール・マナーの徹底」などのソフト面の整備まで、様々な取組を進めて

いく必要があります。

本県は、２０１０年に国のＥＶ・ＰＨＶタウンに選定され、２０１４年には「第

２期鳥取県ＥＶ・ＰＨＶタウン構想」を策定しました。この構想では、２０２０

年にＥＶ・ＰＨＶの普及目標を約３，３００台、充電器の設置基数を５２７基と

しています。

これまで、次世代自動車フェスティバルや自動車学校でのＥＶ・ＰＨＶ試乗会

の開催、超小型モビリティ公用車の県民とのシェアリングの実施、ＥＶ・ＰＨＶ

公用車の導入、充電インフラ整備のための補助事業の実施などの取組を行ってお

り、県内におけるＥＶ・ＰＨＶの台数は６３７台、ＥＶ充電器の基数も１５２基

と人口比では全国上位の水準です。
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また、将来の二次エネルギーの中心的役割を担うことが期待されている水素は、

多様な一次エネルギー源から様々な方法で製造でき、気体、液体など様々な貯蔵

・輸送が可能で、利用方法次第では高いエネルギー効率、低い環境負荷、非常時

対応等の効果が期待されており、水素を本格的に利活用する「水素社会」の実現

に向けた取り組みを展開していくことも重要です。

さらに、将来的には、生活に必要な諸機能を集約した「コンパクトシティ」の

概念を取り入れた効率的で持続可能な都市づくりを進めることで、クルマ社会か

らの脱却を図るような考え方も必要です。

＊ ＰＨＶ（プラグインハイブリッド自動車）：

外部電源から充電できるタイプのハイブリッド自動車で、「走行時にＣＯ２や排気ガスを

出さない電気自動車（ＥＶ）の長所」と「ガソリンエンジンとモーターの併用で遠距離

走行ができるハイブリッド自動車の長所」を併せ持つ自動車です。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・公共交通機関や自転車などの利用により自家用車の使用抑制

・自動車やバイクを購入・更新する際には、ＥＶ・ＰＨＶなどのよ

り環境負荷が低減されたものを選択

事業者 ・従業員の通勤等において、自転車利用推進やノーマイカーデーなど

により自動車使用を抑制

・業務用車両を購入する際には、率先してＥＶ・ＰＨＶなどのより

環境負荷が低減された車両を選択

・ＥＶ・ＰＨＶ利用者の利便性向上のため、充電設備を整備

市町村 ・職員の通勤等において、自転車利用推進やノーマイカーデーなどに

より自動車使用を抑制

・公用車を購入する際には、率先してＥＶ・ＰＨＶなどのより環境

負荷が低減された車両を選択

・自転車や公共交通を利用しやすい環境・システムづくりの取り組み

・ＥＶ・ＰＨＶ利用者の利便性向上のため充電設備を整備

県 ・職員の通勤等において、自転車利用推進やノーマイカーデーなどに

より自動車使用を抑制

・公用車を購入する際には、率先してＥＶ・ＰＨＶなどの、より環

境負荷が低減された車両を選択

・自転車や公共交通を利用しやすい環境・システムづくりに取り組む

とともに、モーダルシフトの必要性や取り組みについて、情報発信

・提供

・ＥＶ・ＰＨＶ利用者の利便性向上のため充電設備を整備

・ＥＶ・ＰＨＶ普及のための取組を支援

・「水素社会」実現に向けた取組の実施
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エ 施 策

Ⅱ-３-１ モーダルシフトの推進

① バイシクルタウンの推進

・ 二酸化炭素排出量削減の観点から、過度の自動車依存から脱却し、より環境負

荷が少ない移動交通手段である自転車への転換を進めるため、必要な施策の方向

性を示した「鳥取県バイシクルタウン構想」（平成２５年６月策定）に基づき、「自

転車走行環境の確保」などのハード面の整備から「交通ルール・マナーの徹底」

などのソフト面の整備まで、自転車に関する総合的な施策を推進します。

＜取組例＞
○バイシクルタウン構想の推進

「バイシクルタウン構想」の実現に向けた様々な施策を実施するとともに、「バ
イシクルとっとり」（仮）の統一フレーズのもと、市町村や関係団体と連携し、自
転車を愛し日常的に自転車に乗る県民を増やす取組を進めます。

【はじめての自転車乗り方教室（三朝町）】

＜取組例＞

○自転車エコ通勤の推進

多くの県民に参加いただいている「自転

車通勤チャレンジ」を見直して「自転車通

勤で健康増進」コンテストとして実施し、

健康への関心が高い県民にアピールするこ

とで、自転車通勤への転換を一層進めてい

きます。

② 公共交通機関の整備と利用促進

・ 二酸化炭素排出量削減や高齢化社会における交通弱者対策などの観点により、生

活交通体系を自家用車から公共交通にシフトする必要があることから、地域や公共

交通等と連携し、利用増に直結する施策などにより、公共交通の利用促進等を推進

します。
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Ⅱ-３-２ ＥＶ・ＰＨＶタウンの推進

① スマホアプリや広域連携による位置情報の発信

・ ドライブ中に充電ステーションを検索しナビゲート可能なスマホアプリ等を検

討します。

・ 岡山県や関西エリアの自治体との連携による観光地情報も網羅した中国四国Ｅ

Ｖ充電マップを作成していきます。

② 岡山県や関西地域への「エコ旅」を提案（エコドライブツアー）

・ 鳥取岡山両県の連携によるＥＶ・ＰＨＶ普及促進プロジェクトを展開し、充電

インフラ環境をＰＲします。

・ ＪＫＢ（女子カート部）等のコラボによる女子旅モニターツアー等を展開し、

エコ旅を関西地域へＰＲします。

③ ＥＶ・ＰＨＶ関連ビジネスの創出（ﾚﾝﾀｶｰ、ｶｰｼｪｱﾘﾝｸﾞ等）

・ まちなか等でのＥＶ・ＰＨＶカーシェアリング・レンタカー導入します。

・ 観光地での超小型モビリティ（軽自動車規格内の自動車）の利活用など導

入促進を図ります。

・ 交通結節点（空港、駅、行政庁舎等）でのＥＶ・ＰＨＶカーシェアリング・レ

ンタカー等の導入促進を図ります。

④ ＥＶ・ＰＨＶの新たな価値（蓄電機能・災害機能）の創造・創出

・ 家庭での省エネ化を実現し、自然エネルギー等の利活用を促進するため、ＨＥＭ

Ｓ（エネルギー監理システム）やＶ２Ｈ（次世代自動車充給電システム）等の導

入支援により、県民のライフスタイルの転換を図ります。

・ ＰＨＶ外部給電機能による公用車の災害機能の強化。（ＰＨＶ公用車の緊急時利

活用⇒災害対応車）

＜取組例＞

○鳥取県第2期ＥＶ・ＰＨＶタウン構想

「鳥取県次世代自動車充電インフラ整備ビジョン」を踏襲し、エコツーリズム

に繋がるインフラ整備を促進し、広域連携を視野に入れた取組により、ＥＶ等の

普及が鳥取県周辺も含めたエリアで増加していくことを目指し、本県の観光誘客

にも繋がる取組を重点的に展開します。

また、ＥＶ・ＰＨＶの住環境での利活用など移動手段以外の活用により、車本

体の普及はもとより、県民のライフスタイルを転換し、次世代を見据えた低炭素

社会の形成を目指します。

【計画期間】 ２０１４年～２０２０年の７年間

【数値目標】 ①充電器設置基数 ５２７基、②EV・PHV普及台数 ３，３００台

【取組方針】 次世代型エコツーリズムの創造と県民のライフスタイルを転換を目

指す。
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Ⅱ-３-３ 水素エネルギーの推進

① 水素エネルギー実証拠点整備

・ 再エネ由来の水素供給インフラとして、スマート水素ステーション（ＳＨＳ）

を整備します。

・ ホンダスマートホームシステム（ＨＳＨＳ）の実証スマートハウスとして、Ｓ

ＨＳとあわせて整備し、子どもから大人まで水素社会を学習できる環境教育拠点

として整備します。

【水素エネルギー実証（環境教育）拠点整備のイメージ】

② 県内のスマートハウス化促進

・ スマートハウスで整備するエネルギーマネジメントシステムやエネファーム、

Ｖ２Ｈなどのデバイスに対して助成し、スマートハウス化を促進します。

・ 実証拠点を地球温暖化防止活動推進員の講習会など省エネ・再エネの普及啓発

の場として、環境の人材育成拠点とします。

③ 商用水素ステーションの整備

・ 関西から山陰地方の玄関口として、県東部エリアに、商用水素ステーション（オ

ンサイト方式：天然ガス改質等）の整備を検討します。

・ あわせて、県西部エリアにおいてもオンサイト方式の商用水素ステーション整

備を検討します。

・ ＦＣＶ普及を促進するイベントなど県内事業者や県民へ普及開発を展開してい

きます。

④ 広域連携による水素サプライチェーンの形成

・ 広域連携により、周南コンビナートや水島コンビナートの副生水素や大阪の水

素製造工場からの水素供給体制の構築を検討していきます。

・ オフサイト方式による水素ＳＴを県内３箇所で整備・検討し、ＦＣＶ使用領域

を県下全域に拡大させます。
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＜取組例＞

○鳥取県水素エネルギー推進ビジョン

将来の二次エネルギーの中心的役割を担うことが期待される水素について、鳥

取県として２０１６年を「水素元年」と位置づけ、「水素社会」実現に向けた取り

組みを展開していきます。

【目 標 年】2030年（2020年の短期目標もロードマップに掲げる）

【数値目標】① 水素ST整備基数10基（うち再エネ由来5基）

② FCV普及台数4,400台（うちバス10台）

③ 家庭用エネファーム普及台数10,000台

【取組方針】FCV導入加速に向けた環境整備と家庭・事業所の省エネ・再エネ化の

推進

Ⅱ-３-４ 気候変動の影響に対する適応策

① 気候変動の影響に対する適応策の検討

・ 気候変動に関する政府間パネル（IPCC）の第５次評価報告書によると、温室効

果ガスの排出量が抑制されたとしても、将来の世界の平均気温はある程度上昇し、

２１世紀末に向けて、気候変動の影響のリスクが高くなると予測されています。

本県でも地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出削減に取り組む「緩和策」

と並行して、気候変動の影響に対して適切に対応する「適応策」についても検討

していきます。
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Ⅲ【循環社会】

環境負荷低減の取組みが経済活動として成立する
社会経済システムの実現

目指す将来の姿

○ 廃棄物のリフューズ（断る）・リデュース（減量）・リユース（再使用）・リサイクル

（再生利用）を通じて、資源としてできる限り利用するシステム構築と実践者の拡大に

より４つのＲが定着しています。

○ リサイクル技術の開発や事業化、リサイクル施設の整備等が進み、リサイクル産業が

県経済に大きく寄与しています。

○ 廃棄物をエネルギーとして活用するなど、「循環型社会」と「低炭素社会」との調和

が図られ、エネルギーの地産地消に貢献しています。

○ 環境への負荷が低減される廃棄物の処理体制や施設整備が進み、適正な処理が行われ

ています。

○ 環境と経済成長とが両立した持続的に発展可能な社会の形成が進んでいます。

Ⅲ－１ ４Ｒ社会の実現

ア 目 標
・大量生産、大量消費、大量廃棄型の従来の社会のあり方やライフスタイルを

見直し、廃棄物を資源として循環させるリサイクルを推進するとともに、より

環境への負荷が少ないリフューズ・リデュース・リユースの取組による発生抑

制を推進し、４つのＲが定着した循環型社会の形成を目指します

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

一般廃棄物の排出量（総量） ２１０千トン １９３千トン

参考（１人１日当たりの排出量） ９８０グラム ９４５グラム

一般廃棄物のリサイクル率 ２６．１％ ３１％

一般廃棄物の最終処分量 １８千トン １０千トン
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産業廃棄物の排出量 ５８１千トン ５８１千トン

産業廃棄物のリサイクル率 ７６.２％ ７７％

産業廃棄物の最終処分量 ２１千トン ２０千トン

※現状の数値は平成25年度実績

イ 現状と課題
（一般廃棄物）

・ 分別収集の取組拡大や県民のリサイクル意識の向上のほか、新たに事業系の古

紙や食品残さの処理状況を反映したことで、リサイクル率は大幅に向上しました

が、事業系一般廃棄物の排出量も増加しました。

・ また、食べ残し等の食品ロスが家庭から出る可燃ごみの約２割を占めるとの調

査結果を得たことから、これらの生ごみの削減を重点に、より優先順位の高い発

生抑制等（リフューズ、リデュース、リユース）の取組を強化していく必要があ

ります。

・ 最終処分量の削減を図るため、発生抑制の取組と併せて、埋立量の多い焼却灰

のリサイクルの推進や、小型家電回収の拡大による不燃残さの削減など、リサイ

クルの高度化を積極的に進めていく必要があります。
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（産業廃棄物）

・ 排出量は近年横ばい状況であり、リサイクル率は全国平均より高い水準で推移

しています。

・ 今後、経済活動の活発化等により排出量の増加が見込まれますが、多量排出事

業者等を中心に、排出抑制等に向けたきめ細かな指導・助言を行っていくことが

必要です。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ （県民）

・レジ袋や過剰包装の辞退、マイバッグの利用促進

・食べ残し等の食品ロスの削減、生ごみの水切り・堆肥化の実践

・繰り返し使える製品（容器）の積極的な選択

・フリーマーケットやリサイクルショップの活用

・地域での資源回収や市町村の分別収集への協力

・リサイクル商品や環境負荷の少ない物品等の優先的な購入（グ

リーン購入）

（ＮＰＯ）

・行政や事業者への提言、行政とは異なる視点からの４Ｒ活動の

推進

・ごみの減量・リサイクルの実践

・講演会等による積極的な情報発信や普及啓発

・資源回収やフリーマーケット等の実施
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事業者 ・ＴＥＡＳ等の環境マネジメントシステムの導入

・グリーン購入・調達の推進

・環境に配慮した事業活動の推進

・リサイクルに配慮した製品の製造、環境負荷の少ない商品の販売

・過剰包装、レジ袋等の使い捨て資材の抑制

・小盛りメニューの導入や食べ残し削減等の呼びかけ等の取組

・実効性ある廃棄物処理計画の策定と減量化の推進（多量排出事業者）

市町村 ・地域の実情に応じた効率的なごみ処理システムの構築、処理施設

の整備・運営管理

・住民や事業者に対するごみ減量・リサイクルに関する積極的な情

報発信や普及啓発

・住民や事業者との連携・協働によるリサイクルシステムの構築

・グリーン購入・調達の推進等（自らの率先行動と事業者や住民に

対する奨励）

・自らの業務（庁舎管理、公共事業等）で発生した廃棄物の減量・

リサイクルの推進

・学校や地域における環境教育・環境学習の推進

県 ・市町村・事業者・実践団体等の取組に対する幅広い支援

・県民や事業者等に対する普及啓発・積極的な情報提供

・市町村のごみ処理に関する技術的助言

・グリーン購入・調達の推進等（自らの率先行動と県民・事業者等に

対する奨励）とグリーン製品の利用促進

・自らの業務（庁舎管理、公共事業等）で発生した廃棄物の減量・リ

サイクルの推進

エ 施 策

Ⅲ-１-１ 実効性のあるごみ減量・リサイクルの推進

① ごみの発生抑制につながる４Ｒの取組強化

・ 食べ残しや調理の過程で過剰に除去されたもの等（食品

ロス）の発生状況等、より実態に即した把握を進めるとと

もに、４Ｒ実践によるごみ減量効果やコスト削減等の推計

により取組効果を検証し、具体的数値として「見える化」

した分かりやすい啓発を進めます。併せて、食品ロスの実

態を踏まえて、県民大会の実施等の取組により、広く県民

や事業者の意識醸成を図り、実践者の拡大を図ります。

・ 大規模イベント等で発生する多量の使い捨て容器につい

て、リユース食器への転換を進め、持続的な取組の定

着を図ります。

【リユース食器の例】
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② リサイクルの高度化と最終処分量の削減

・ 平成25年４月の小型家電リサイクル法の施行を踏まえ、県内市町村でもそ

の取組が進みつつあることから、引き続き、回収体制の構築を支援するとと

もに、取組の拡大を図ります。

・ これまで多くが埋立処分されてきた市町村等の焼却施設から排出される焼

却灰について、土木資材等への再資源化を促進するとともに、最終処分量の

削減を図ります。

・ 病院や給食センター、民間事業所等において、生ごみやミックスペーパー、

機密文書のリサイクルを推進するとともに、リサイクル製品や生ごみ堆肥に

より生産された農作物を利用・購入するといった地域での資源循環システム

の構築を進めます。

＜取組例＞

○市町村等のごみ減量リサイクルの取組支援

小型家電や焼却灰等のリサイクル、生ごみの減量化、リユース食器の利用普及等、

４Ｒの推進に取り組む市町村等を支援します。

【小型家電のボックス回収】 【イベント会場での回収】

Ⅲ-１-２ 県民との協働による実践活動の拡大

① 実践活動団体等との協働

・ 県域レベルの実践活動団体と連携して、排出量が多い生ごみを減らす３キリ（水

キリ・食べキリ・使いキリ）やミックスペーパー＊の分別徹底について普及啓発

を行います。

・ 「とっとり食べきり協力店」（小盛りメニューの導入や食べ残し削減の呼びかけ

等に取組む飲食店等）と連携した、外食時の適量注文や食べきりなどの食べ残し

削減の啓発や、商工会女性部や婦人会等と連携したエコクッキングの普及啓発を

行います。

＊ ミックスペーパー：新聞、雑誌、段ボール、飲料用パックのいずれの区分にも入らないも

ので、従来可燃ごみとして焼却されることが多かった紙ごみ（例：菓

子等の紙箱、包装紙、封筒、パンフレットなど）
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＜取組例＞

○民間団体による実践活動の拡大

家庭や地域でのごみ減量リサイクル実践活動に取り組む婦人会等の民間団体等に

対して支援を行います。

【食品ロス削減レシピ発表会】

② 地域での資源ごみ回収の推進

・ 製紙原料として利用価値が高い古紙について、高度な分別の徹底によるメリッ

ト（地域への還元）を示すことで分別・資源化の意識高揚を図るとともに、地域

の自治会や団体等での積極的な取組拡大を進めます。

Ⅲ-１-３ 排出事業者の自主的な取組の推進

① 多量排出事業者に対する指導の徹底

・ 多量排出事業者は、毎年度、廃棄物処理法により産業廃棄物処理計画の策定と

報告が義務づけられていることから、実効性のある計画の策定や計画の着実な実

施について、個別訪問等によりきめ細かく指導・助言を行います。また、提出さ

れた処理計画と実施状況報告書は、県がホームページにより公表し、事業者の自

主的な取組を促進します。

② 適正管理等に関する普及啓発

・ 排出事業者の適正な廃棄物の処理、減量及びリサイクルを推進するため、排出

事業者向け研修会の開催や広報活動を積極的に行います。

・ 特に、建設業から排出される産業廃棄物は、全県の排出量の約６割を占め、最

終処分される産業廃棄物の４割以上を占めていることから、重点的に研修会を開

催し、また業界団体主催の研修会へ講師を派遣し周知・啓発するなど、建設廃棄

物の減量・リサイクルを推進します。

③ 模範となる排出事業者等の表彰

・ 廃棄物の減量・リサイクルに取り組む個人や事業所に対して、その功績をたたえ

表彰し、優良企業を広く公表することで、県民及び事業者の廃棄物の減量・リサイ

クルに対する意識の高揚を図ります。
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Ⅲ-１-４ 産業廃棄物のリサイクルの向上と最終処分量低減の促進

① 建設廃棄物のリサイクルの徹底

・ 一定規模以上の解体工事については、建設リサイクル法に基づく届出及び特定建

設資材廃棄物（木くず、がれき類）のリサイクルが義務づけられていることから、

廃棄物処理法と建設リサイクル法の担当部局が連携し、解体工事等の監視指導を行

うことにより特定建設資材廃棄物の排出段階からの適正分別、適正リサイクルを

推進します。

② 産業廃棄物処分場税による最終処分量の削減

・ 排出事業者又は中間処理業者を納税義務者とする産業廃棄物処分場税により、排

出削減に対する経済的な動機付けを行い、産業廃棄物の最終処分を抑制します。
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Ⅲ－２ 廃棄物の適正処理体制の確立

ア 目 標
・市町村等の関係機関と連携して、不適切な廃棄物や不用品の処理の監視を徹

底するとともに、県民への注意喚起により、適正な資源のリサイクル推進を図

ります。また、優良な処理業者等の育成や廃棄物処理施設等に対する監視指導

を徹底するとともに、不法投棄の撲滅や災害に備えた廃棄物処理体制の充実に

努めます

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

管理型産業廃棄物最終処分場の ０件 １件

建設着手件数

優良産業廃棄物処理業者認定業 ４８件 ６８件

者数

イ 現状と課題
・ 将来にわたって生活環境の保全に努めていくため、優良な処理業者の育成やマ

ニフェスト制度の適切な運用等により、産業廃棄物の適正処理を推進していく必

要があります。

・ 不法投棄の発見件数は減少傾向にありますが、近年、不用品回収を端緒とする

悪質で大規模な不法投棄事案が発生しており、不法投棄の未然防止や撤去、原因

者の究明等を行っていく必要があります。

・ 東日本大震災で見られた広域かつ膨大な災害廃棄物の発生リスクに加え、台風

や集中豪雨等での局所的な災害時の廃棄物の迅速な処理は大きな課題であり、非

常災害時における廃棄物の適正処理に必要な体制の確保が必要です。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・環境教育、環境学習や環境美化活動等への参加・協力

・不法投棄（ポイ捨て）防止、不適正処理防止の実践

事業者 ・環境への負荷が極力抑えられるようリサイクル等による廃棄物の適

正処理の推進

・優良廃棄物処理業者への委託等による適正処理、産業廃棄物管理

票（マニフェスト）制度の遵守

・環境美化活動や資源回収等地域活動への積極的参画

市町村 ・地域の実情に応じた安全で安心なごみ処理施設の整備と運営管理

・学校や地域における環境教育・環境学習の推進

・散乱ごみや不法投棄の防止対策の実施

・災害廃棄物の広域的な処理体制の構築、円滑な処理体制の整備

県 ・優良廃棄物処理事業者の育成、必要な廃棄物処理施設の確保、監

視指導の徹底等による産業廃棄物の適正処理の推進
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・関係機関と連携した不法投棄等不適正処理に対する監視・指導

・使用済物品の放置防止等に関する条例に基づく不適切な不用品回

収の取締り

・災害廃棄物の広域的な処理体制の構築、円滑な処理体制の整備

エ 施 策

Ⅲ-２-１ 産業廃棄物の適正処理の推進

① 優良な処理業者の育成

・ 国の優良産業廃棄物処理業者認定制度の普及啓発を図るなど、排出事業者が安心

して優良な処理委託業者の選択ができるように排出事業者（特に多量排出事業者）

に対して情報提供等を行います。

・ ごみ減量・リサイクルに取り組む事業者に対し、その功績をたたえ表彰し、優良

企業を広く公表します。

② マニフェスト制度による適正処理の推進

・ 産業廃棄物の処理を委託する際に交付することが義務付けられている産業廃棄物

管理票（マニフェスト）の適切な運用を図ります。

・ 産業廃棄物の処理状況を即時に把握・確認できる電子マニフェストについて、排

出事業者や処理業者等への普及啓発に積極的に取り組みます。

③ 監視指導の徹底

・ 廃棄物処理施設監視要領に基づき、廃棄物処理業者及び廃棄物処理施設の立入

検査を計画的かつ積極的に実施し、適正な廃棄物の処理及び施設の維持管理を徹

底させ、生活環境に支障が生じないよう指導します。また、不適正処理について

は、法令に基づき厳正な指導監督を行います。

④ 特別管理産業廃棄物の適正処理の推進

・ 排出事業者に対しては特別管理産業廃棄物管理責任者の講習会において啓発を行

うとともに、処理業者に対しては立入検査により適正処理が確保されるよう厳正な

指導監督を行います。

⑤ 適正処理に必要な廃棄物処理施設の確保

・ 廃棄物処理施設設置手続条例の適切な運用により、設置者と関係住民との間の

紛争を予防し、紛争が生じたときは県が紛争解決のための調整を行い、周辺の生

活環境の保全に配慮しながら、適正処理に必要な廃棄物処理施設の確保に努めま

す。

⑥ 公共関与による管理型産業廃棄物最終処分場の確保

・ 県・市町村・民間企業の共同出資により設置された公益財団法人鳥取県環境管理

事業センターが進めている管理型産業廃棄物最終処分場の確保に向けた取り組みに

ついて、県としても積極的に関与しながら、市町村や関係事業者等と協力し最終処
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分場の確保を推進します。

Ⅲ-２-２ 不法投棄の撲滅

① 関係機関との連携強化による不法投棄防止対策

・ 県、警察、国、市町村で構成する「産業廃棄物不法投棄事案処理対策連絡協議

会」において、関係機関が連携して不法投棄防止対策を実施します。

・ 各事務所に配置した「廃棄物適正処理推進指導員」と市町村の担当職員等と連

携した不法投棄等監視活動を強化し、不法投棄及び野外焼却等の未然防止と早期

発見に努めます。

・ 警察との連携を強化し、県が行う立入検査や検問等の活動と連動して環境犯罪

の検挙につながるような体制を整備し、不法投棄等不適正処理の防止に努めます。

・ 産業廃棄物は、県域を越えて移動・処理されることから、島根県、兵庫県等の隣

接県と連携を強化し、産業廃棄物収集運搬車両の合同検問等を積極的に行います。

【廃棄物運搬車両に対する検問】

② 不適切な不用品回収に対する監視強化

・ 「使用済物品等の放置防止に関する条例」に基づき、不適切な不用品回収業者に

対して、市町村や警察と連携した監視及び指導を実施します。

・ 県民に対して、違法な不用品回収業者を利用しないよう注意喚起を図ります。

③ 多様な主体による監視体制の強化

・ 民間４団体＊と不法投棄の情報提供に関する覚書を締結しており、これらの団体

と協力・連携しながら不法投棄をさせない環境づくりの構築に努めます。

・ 不法投棄多発場所（重点警戒箇所）を中心に、高感度の可動式監視カメラを市

町村と連携して設置するなどして原因者を究明するほか、警告看板などの設置に

よる、不法投棄のない、そして不法投棄をさせない環境づくりに努めます。

・ 一般県民の方からは、「不法投棄１１０番」を通じて、不法投棄、野外焼却等の

情報提供を受けるなど、関係機関と連携して不適正処理の撲滅に努めます。

＊ 民間４団体：鳥取県ハイヤータクシー協会、(一社)鳥取県トラック協会、郵便事業(株)鳥

取支店、(一社)鳥取県警備業協会
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④ 普及啓発の推進

・ 「鳥取県環境美化の促進に関する条例」に基づき、県民、事業者、行政機関等

が一丸となって環境美化の推進に努めます。

・ 環境月間（６月）、不法投棄防止強化月間 【海岸漂着物の調査】

（10月）、環境美化促進月間（９月、10月）

の活動を強化するため、各種広報媒体を活用

し、不法投棄対策やポイ捨て防止対策を実施

します。

・ 広報紙・ホームページ等による積極的な広

報、協力団体の車両や公用車への啓発マグネ

ットシートの貼付等により県民・事業者のモ

ラル向上を図ります。

Ⅲ-２-３ 災害廃棄物等の適正な処理体制の確保

① 災害廃棄物の処理体制の確保

・ 非常災害時の災害廃棄物の処理は、原則として市町村が主体となって処理する

こととなるため、「災害廃棄物処理計画」が策定されていない市町村に対して必要

な情報提供や助言等により策定を働きかけます。また、県においても、災害廃棄

物処理計画を策定します。

・ 災害廃棄物の仮置場（ストックヤード）の整備確保や県内の廃棄物処理施設等

の状況等について県、市町村、関係業界等が情報の共有化を図るなど適応力のあ

る協力体制の充実に努めます。

・ 大規模災害に備えて、県域を越えた広域的な処理も必要となることから、迅速

な復旧が進められるよう他県と処理体制（廃棄物処理施設、資機材の状況等）に

ついて相互に情報共有し、連携を強化します。

【災害廃棄物処理に関する協定書調印式】



- 54 -

Ⅲ－３ リサイクル産業の振興

ア 目 標
・持続可能な循環型社会の形成を進めていくためには、４Ｒ社会の実現に向け

た取組と併せて、リサイクル産業の振興を推進していくことも重要であること

から、リサイクル技術の開発や事業化、リサイクル施設の整備に対して助成等

を行うとともに、新たなリサイクルビジネスの定着や拡大を図る取組に対して支

援するなど、リサイクル産業の振興への取組を強化します

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

リサイクル事業の新規事業化企 ＋３４件 ＋４０社

業数 （平成２６年度末比）

リサイクル産業における雇用の ＋９４人 ＋２０人

創出 （平成２６年度末比）

グリーン商品の新規認定数 ＋３５８件 ＋８０件

（平成２６年度末比）

イ 現状と課題
・ リサイクルの対象となる循環資源は、排出場所が点在している場合や、排出量

が少量である場合など、価格面、品質面及び数量面で安定した回収システムを構

築することが課題となっています。

・ リサイクル製品は、材料に廃棄物等を含むことから品質面に懸念を生じさせる

場合があり、また再資源化する工程でコストがかかるため、一般的に価格面でも

不利になる場合が多くあります。

・ 新技術や新製品の開発・実用化の促進には大学等が保有する技術力の活用が有

効ですが、実用化の見極めが難しく多額の経費も必要であり、中小企業が多い県

内のリサイクル関連企業には研究開発投資や設備投資のリスクも大きいところで

す。

・ リサイクル産業がより一層発展していくためには、県内の市場規模が小さいリ

サイクル製品及び県内発の特色あるリサイクル技術等が、地域の枠を越えて展開

していく必要があります。

・ この分野特有の課題等の解決を産学官で図りつつ、地域でのリサイクルや県の

経済活性化を支える存在としてリサイクル産業の確立と成長を引き続き支援して

いくことが不可欠です。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・地域における資源回収や市町村の分別収集への協力
・環境保全に熱心な事業者の取組みへの積極的な参加・協力

事業者 ・県内発のリサイクル商品等の積極的利用
・リサイクル産業への新規参入及び技術協力
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市町村 ・県内発のリサイクル商品等の積極的利用
・住民・事業者等との協働・連携による公的負担・経済的負担の観点
からも持続可能なリサイクルシステムの構築

・地域循環の仕組みを支えるコミュニティビジネスの振興・育成
県 ・リサイクル技術・製品の創出と産業化に向けた支援

・県内発のリサイクル商品等の積極的利用と啓発

・リサイクル産業のニーズに応じた支援

エ 施 策

Ⅲ-３-１ 本県の特色あるリサイクルビジネスの推進

① 本県の特色あるリサイクルビジネスの推進

・ 本県にはこれまでリサイクル新技術・製品開発への支援を通じて創出された多

くの特色ある技術・製品があるため、現在の国内外・県内外のリサイクルニーズ

等を踏まえ、地域の枠を越えた事業拡大が実現するようリサイクルビジネスの発

展への取組を支援します。

・ 今後、更にリサイクル産業の成長を図るため、市場を獲得できる可能性の高い

分野に対して集中してサポートできるよう、支援体制の強化や産学官による研究

会の設置など、新たな技術や産業の創出へ繋がるよう支援体制の強化に努めます。

＜取組例＞

○独自技術を活用したバイオマス燃料焼却灰リサイクルの推進

県内の民間企業等が保有する技術を活用し、今後ニーズが高まり排出量の増加が

予想されるバイオマス燃料焼却灰のリサイクルを推進します。

【焼却灰を原料とした道路資材】 【施工事例】

Ⅲ-３-２ リサイクル産業への参入促進と既存企業の成長支援

① リサイクル新技術・製品開発への支援

・ リサイクル関連の新技術や新製品の開発をするためには、大学や試験研究機関

等が保有する技術シーズの活用が有効ですが、実用化の見極めが難しく多額の経

費が必要となることから、優れた研究成果等を製品化・事業化に発展させるため
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に県内の企業、大学等が取り組む研究開発に対して支援を行います。

② リサイクル施設整備への支援

・ 県内で排出される廃棄物を地域資源として活用するリサイクル産業の育成や廃棄

物の排出抑制を図るため、金融機関からの融資により廃棄物を利活用するための施

設・設備等のインフラを整備する企業に対して金利負担の軽減を図ります。

・ 汚泥の燃料化施設や廃プラスチックの資材製造施設などリサイクルによる製品

の製造を行う企業が、一定要件以上の雇用を伴う工場の新・増設を行う場合、そ

の投資額の一部を助成することで、雇用機会の拡大とリサイクル産業の成長を図

ります。

③ リサイクルビジネスの事業化促進

・ 公益財団法人鳥取県産業振興機構にリサイクル専門のコーディネーターを配置

し、企業、大学、試験研究機関等の連携を促進することで、経営資源に乏しい県

内の中小企業等の競争力を高めるとともに、技術・製品開発から販路開拓までの

事業化に向けた取組を支援することによって、リサイクルビジネスの定着を図り

ます。

④ 事業性のあるリサイクルビジネスモデルの創出支援

・ 優れたリサイクル技術・製品などを有する県内のリサイクル関連企業等が、こ

れまで市場性や収益性の面からリサイクルビジネスとして成立が困難とされてき

た分野において、新たなビジネスモデルを創出する際の市場調査あるいは保有す

る技術・商品を活用した実証試験等にかかる経費を助成することで、リサイクル

ビジネスへの新規参入と県内リサイクル関連企業の取り組み拡大を図ります。

⑤ 公設試験研究機関による先進的なリサイクル技術等の確立

・ 廃棄物に含まれる有害物質の適正な管理を図りながら、廃棄物を有用資源として

リサイクルし、最終処分量の削減及びリサイクル産業の創出等に寄与するための先

進的なリサイクル技術等の研究開発を進めます。

・ スマートフォン等の廃小型家電等に含まれるレアメタル等の希少金属のリサイ

クルを推進するために、新規のレアメタル分離回収技術の開発を進めます。

・ 将来的に排出量が増大すると予測される使用済み太陽電池パネルについて、適

正なリサイクルを推進するために、有害重金属の安全性確保、有用金属回収、ガラ

スの再利用等の観点からリサイクル技術の開発を進めます。

・ リンは将来的に枯渇が懸念されていることから、下水汚泥、製鋼スラグからリ

ンを回収し再利用するための新規のリン回収技術を開発するとともに、回収したリ

ン資源について新たな用途開発に関する研究を進めます。

・ 廃棄物及びリサイクル製品等の有害性や安全性の判定を目的とした簡易溶出試

験法の開発及び長期的なリスク評価法の確立を進めます。
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Ⅲ-３-３ リサイクル製品の利用促進と販売促進

① 鳥取県グリーン商品認定制度と利用促進

・ 循環資源（廃棄物、間伐材等）の有効利用を

促進するため、県内で発生した循環資源を利用

し、製造・加工された商品を、鳥取県認定グリ

ーン商品として認定し、県ホームページやパン

フレットでの紹介により販路開拓を支援すると

ともに、県の優先調達基準等を見直し更なる公

共利用の促進を図ります。

② リサイクル製品の販売促進 【県外展示会による販売促進】

・ リサイクル製品はその販路の確保が大きな課

題であり、建築資材など用途によっては県内の

市場が著しく小さく、その販売に限界があるた

め、県認定グリーン商品認定企業等を対象に、

県外展示会等に出展する際の経費及びその後の

フォローアップ経費を助成することで、県外へ

の販路開拓を支援します。

③ 鳥取発のリサイクル技術等の事業拡大の推進

・ 県内のリサイクル産業の発展のためには、鳥取県で生まれたリサイクル技術や

製品が地域の枠を越えて県外や海外へ展開することも必要であることから、リサ

イクル事業の展開の可能性調査や事業拡大にあたっての諸問題の解決に向けた取

組について支援します。

Ⅲ-３-４ 地域の強みを活かした更なるリサイクル産業の育成に向けて

① リサイクルポートに指定された境港の活用

・ 境港は、平成２３年１月に全国２２港目のリサイクルポート（総合静脈物流拠

点）に指定され、リサイクル貨物取扱量の増加を図るため、リサイクル貨物のト

ライアル輸送、能代港、酒田港、姫川港との他港連携等を進めています。

・ また、「境港リサイクルポート推進協議会」により、効率的な港湾利用や周辺環

境への配慮などの調整を行うとともに、更なる利用促進に向けた情報発信等に、

産・学・官が一体となって取り組んで行きます。

② 地域ぐるみのモデル的取組によるリサイクルビジネスの育成

・ リサイクル産業は廃棄物の効率的な回収方法や統一的な規制等が未確立のこと

も多くその対応全てを中小企業が担うことは負担が大きいものの、市町村や住民

との連携等により負担を分担することで事業性が成り立つ可能性があるため、リ

サイクルに取り組む企業と市町村等とのマッチングや課題解決を図ります。

鳥取県認定グリーン商品認定マーク
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Ⅲ－４ 低炭素社会との調和

ア 目 標
・焼却施設の二酸化炭素排出抑制やエネルギー・熱回収による環境に配慮した

施設への転換を図ります。また、廃棄物の分別徹底を進め、資源化の推進とと

もに固形燃料としての利用促進により、化石燃料の消費抑制を図り、「循環型

社会」と「低炭素社会」との調和を目指します

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

廃棄物由来のエネルギー・熱回 ５件 １０件

収に取組む事業者数

イ 現状と課題
・ 地球温暖化対策の実施が世界的な課題となっており、化石燃料の消費抑制の視

点からも、廃棄物系バイオマスの更なる利活用が求められています

・ 廃棄物の排出抑制による温室効果ガスの発生抑制や焼却施設からのエネルギー

・ 熱回収、廃棄物系バイオマスエネルギーの利用を進めていくことが必要です。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・行政や事業者への提言

事業者 ・廃棄物系バイオマスの利活用

市町村 ・焼却施設におけるエネルギー・熱回収の推進

県 ・下水処理場における汚泥のエネルギー利用等の推進

・市町村、事業者等への情報提供、指導・助言

エ 施 策

Ⅲ-４-１ 温室効果ガスの発生抑制

① 廃棄物の排出抑制による温室効果ガスの発生抑制

・ 食品ロス削減や簡易包装の推進等、ごみの発生抑制につながる３つのＲの取組

を強化することにより、廃棄物の発生をできる限り削減し、焼却施設から発生す

る温室効果ガスの発生を抑制します。

② 市町村焼却施設の二酸化炭素の発生抑制

・ 市町村等が行うごみ焼却施設の延命化を目的とした基幹的設備改良等に対して、

国の「二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金」の活用により環境に配慮した施設へ

の転換が進むよう、必要な助言等を行います。
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Ⅲ-４-２ 廃棄物由来のエネルギー・熱回収の推進

① 市町村焼却施設のエネルギー・熱回収の推進

・ 市町村が行うごみ焼却施設の新設や更新に対して、国の「循環型社会形成推進

交付金」の活用により、エネルギー回収型処理施設の整備が進み、高効率のエネ

ルギー回収が図られるよう、必要な助言等を行います。

② 民間焼却施設のエネルギー・熱回収の推進

・ 熱回収（廃棄物発電・余熱利用）の機能を有する廃棄物処理施設の設置者に対

する認定制度について、広く周知を図るとともに、事業者による熱回収の取組を

推進します。

③ 中小企業者による廃棄物系バイオマスの利用促進

・ 中小企業者が、バイオマス発電、バイオマス熱利用、バイオマス燃料製造等の新

エネルギー設備の導入を行う場合に助成を行い、廃棄物系バイオマスの利用を促進

します。

・ 中小企業等が温室効果ガスを削減する設備等の導入を行い、温室効果ガスの削

減量を大企業が買い取る「国内クレジット制度」を活用した廃棄物系バイオマス

による新エネルギーの利用が進むよう、制度の周知や国の支援制度の紹介を行い、

普及啓発を図ります。

④ 紙おむつの資源化の推進

・ 高齢化社会の進展に伴い、排出量の増加が見込まれる紙おむつについて、伯耆

町が全国に先駆けて紙おむつのペレットボイラーを導入し、平成26年度から本格

稼動していることから、この取組について情報発信するとともに、県内市町村へ

の拡大を図ります。

⑤ 固形燃料（ＲＰＦ）化の推進

・ マテリアルリサイクルが困難な紙くずや廃プラスチック類等について、ＲＰＦ

化による有効利用を促進します。

＊ ＲＰＦ：主にマテリアルリサイクル（材料リサイクル）が困難な古紙及び廃プラスチック

類を主原料とした高品位の固形燃料

⑥ 下水道汚泥の資源化の推進

・ 天神浄化センター（天神川流域下水道）から排出される下水道汚泥を炭化燃料

や堆肥原料として供用するとともに、現在未利用の市町にも取組を進めること等

により、より一層下水道汚泥の資源化を推進します。

⑦ 木質バイオマス等の利用推進

・ 木くずなど廃棄物系バイオマスの利活用をさらに進めるために、先進的な取組

事例や技術情報などの提供を通じて、廃棄物系バイオマスの利活用の促進に努め

ます。
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Ⅳ【自然共生】

自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な
自然生態系の確保

目指す将来の姿

○ 三大湖沼（中海、湖山池、東郷池）において、豊かな生態系がはぐくまれ、人々が親

しみ・安らげる水環境と湖沼を訪れるすべての人が快適であると肌で感じられる環境が

実現されています。また、この環境を各主体が守り、賢明な利用が進み、次世代を担う

子供たちへ受け継がれています。

○ 希少野生動植物の保護・管理、自然生態系の保全・再生及び外来種の防除等が県民と

の協働により実施され、人と共存しながら多種多様な動植物が生息生育しています。

○ 農業者が環境にやさしい農業に容易に取り組め、消費者がその方法によって生産され

る農産物を容易に入手できる社会が実現しています。また、森林や林業の重要性に対す

る県民の理解が深まり、森林の健全な整備・保全が進むことにより森林の持つ多面的機

能が高まっています。

○ 豊かな自然環境を有する自然公園、地域固有の環境資源が保護・管理され、人と自然

のふれあいの場として多くの方々に親しまれ、利用されるとともに、地域の活性化が図

られています。

Ⅳ－１ 人と自然とのふれあいの確保

ア 目 標
・豊かな自然環境の保全と地域固有の環境資源を活用した地域づくりを推進し、

人と自然のふれあいの場として確保します

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

自然保護ボランティア登録者数 １４６人 １８０人

県立拠点施設における自然体験 ８，７２５人 １７，０００人＊

プログラム利用者数

里山整備活動・森林体験企画数 ２０件 ３３件＊

※「鳥取県元気づくり総合戦略」の目標年度（H31年度）の数値
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イ 現状と課題
・ 優れた自然の風景地の利用増進を実現し、安全で快適な自然公園等の利用を確保

するため、施設・自然歩道の整備・修繕や管理等について、利用者ニーズ・優先度

を勘案した計画的な実施を継続する必要があります。また、自然保護思想の普及啓

発等を目的とするボランティア登録数増加や質的向上も必要です。

・ 鳥取県のシンボル、鳥取砂丘を皆で大切に守り、利用し、未来に引き継いでい

くため、今後も調査研究や除草作業等の事業を実施するとともに、観光客等へ砂

丘の魅力・価値を伝えるガイド養成を増やす必要があります。

・ 山陰海岸ジオパークは、平成２６年９月に世界ジオパークネットワークの加

盟再認定を受けるとともに鳥取市西地域が新規エリアとして広がりました。

平成２７年度には世界ジオパークの認定がユネスコの正式事業になったことか

ら、今後は活用（産業、教育、自然体験活動）に向けた取組の充実や県外への普

及啓発を更に推進して行く必要があります。

・ 県民生活を守るために多くの役割を果たしている森林について、森林体験等を

通じて県民みんなで守り育てる意識の醸成を図ることが必要です。

・ 自然環境の保全と自然文化資源の観光利用の両立を図るエコツーリズムにおい

て、活動メニューの充実や情報発信などにより活動の機会を増やし、環境保全の

意識醸成を図ることが必要です。

＊ エコツーリズム：自然環境や歴史文化を対象とし、それらを体験し学ぶとともに、対象となる

地域の自然環境や歴史文化の保全に責任を持つ観光のありかた

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・自然保護活動や観察会などへの積極的な参加

・身近な自然環境や地域固有の環境資源とのふれあいを通じ、自然

への理解を深める

・森林体験学習や森林ボランティア活動への積極的な参加

事業者 ・土地改変等の開発や事業活動時における周辺自然環境への配慮

・自然保護活動への積極的な参加・協力

・とっとり共生の森などの森林ボランティア活動や森林体験学習へ

の参加・支援

市町村 ・地域で取組む自然保護活動や自然観察会などの開催支援により、自

然とのふれあいを通じた自然への理解を深める機会を提供

・地域の特色ある自然環境の保護や普及啓発

県 ・自然公園などの適正管理、自然保護推進、快適な地域づくりに取り

組むとともに利用促進に向けた情報発信

・地域固有の環境資源について、調査研究や保全への取組み、情報発

信による理解の深化、地域づくりへの活用
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エ 施 策

Ⅳ-１-１ 自然公園の利用促進と地域で進める鳥取の緑づくり

① 自然と調和した自然公園や自然環境保全地域の利用促進

・ 自然公園の貴重な自然に県民が安全・快適に親しむため、自然保護監視員の巡視

活動などを通じて、適切かつ速やかな施設整備や維持管理を行い、利用促進に向け

た広域的な情報提供やＰＲを行います。

② 自然保護監視の推進

・ 自然公園や自然環境保全地域等での巡視活動や自然保護思想の普及啓発等を行う

ために自然保護監視員を配置し、自然保護ボランティア制度を運用しながら県下全

域での自然保護を推進していきます。

③ 地域で進める鳥取の緑づくりの推進

・ 鳥取の風土を活かした緑化を住民との協働により推進することで、鳥取らしい

魅力あふれるまちを育む契機とするため、地域にある身近な草花を活用した快適

な地域づくりを促進します。

【植樹活動（臨海公園）】 【鳥取の庭（あいち緑化フェア）】

Ⅳ-１-２ 環境資源を活用した魅力ある地域づくり

① 鳥取砂丘の保全・再生と適正な利用

・ 鳥取砂丘の保全再生に関する調査研究及び除草作業等の取組を継続し、鳥取砂丘

の保全再生に取組みます。

・ 「日本一の鳥取砂丘を守り育てる条例」に基づき、鳥取砂丘レンジャーによる巡

視指導、条例の趣旨の普及啓発を行うとともに、観光客等へ砂丘の価値を解説する

ガイドを通じて砂丘の魅力を情報発信します。

【砂丘レンジャー（巡視）】 【砂丘レンジャー（ガイド）】
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② 山陰海岸世界ジオパークネットワークの推進

・ 平成２６年９月に世界ジオパークネットワーク加盟が

再認定された山陰海岸ジオパーク（科学的に見て特別に

重要で貴重な、あるいは美しい地質遺産を複数含む一種

の自然公園）において、地質遺産を保護し研究に活用す

るとともに、教育や自然体験、地域の振興に活かすため、

拠点整備の充実などを図ります。

③ 三徳山周辺地域の世界遺産登録と国立公園化の推進

・ 鳥取県を代表する文化財である三徳山について、世界遺産登録を視野に入れなが

ら、地元関係者と連携し、調査研究を進めると共に、保全管理の取組、観光振興及

びまちづくりへの活用を推進します。

・ 「小鹿渓」一帯は、急峻で複雑な地形の中に特有の植生が存在し、その傑出し

た景観や豊かな自然が現在に承継されていることから、平成２６年３月に大山隠

岐国立公園へ編入された三徳山地域に続いて国立公園化を目指し、自然環境の保

護・保全と適切な利用を図ります。

④ 全ての県民で森林を守り育てる意識の共有・実践の推進

・ 森林環境保全税の制度・事業内容等について、各種メディアの活用やフォーラ

ムの開催等を通じてＰＲを実施し、県民の森林・林業に対する関心の向上を図り

ます。

・ 森林環境保全税を活用して、ボランティア団体、ＮＰＯ、小中学校等による森

林づくりへの県民参加を促す森林体験企画を支援します。

【森林セラピー】 【森のようちえん】

⑤ 企業等と地域が連携したボランティア活動による森林整備の推進

・ 「とっとり共生の森」として、企業などの環境保全活動の高まりを県内森林フ

ィールドに呼び込むため、森林所有者と企業等との架け橋となり、地域との調整

や企業等の森林保全活動（植林、間伐・枝打ち）などへの支援を行います。
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⑥ カーボン・オフセットの取組みによる森林づくりの推進

・ 県内の森林から生まれたオフセット・クレジット（Ｊ－クレジット）を活用し、

森林整備の一層の推進を図ります。

・ Ｊ－クレジットを活用する取組（カーボン・オフセットに取り組む企業・団体を、

森林を守る優良企業等として認定する等）を推進することにより、森林を守る意

識の普及啓発を図ります。

＊ カーボン・オフセット：企業等が、二酸化炭素排出量のどうしても削減できない分を、自主

的に他の場所での吸収・削減量で埋め合わせること

＊ オフセット・クレジット（Ｊ－クレジット）：国内の森林整備等のプロジェクトにより実現

された温室効果ガス吸収量等を、カーボン・オフセットに用いるた

めに発行するクレジット（排出権）のこと

⑦ 鳥取の大いなる自然を活用したエコツーリズムの推進

・ 自然文化資源を活用した観光メニューの造成や既存メニューの磨き上げを通じ

た情報発信を行うことにより、エコツーリズムを実践する機会を増やすすともに、

自然環境の保護に向けた意識の醸成も図ります。
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Ⅳ－２ 生物多様性・健全な自然生態系の保全

ア 目 標
・生物多様性の回復と適切な動植物の保護・管理を進めます

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

若手狩猟免許保有者数 １５５人 ３００人

イ 現状と課題
・ 中山間地域の過疎化・高齢化などにより耕作放棄地や手入れがなされない森林が

増加し、地域の人々の生活や生産活動によって育まれてきた自然環境や里山環境が

失われつつあり、この結果、①動植物の生息・生育環境の質の低下、②人と野生鳥

獣の軋轢の深刻化、③景観や国土保全機能の低下、④管理の担い手の活力低下、

⑤シカ等による食害被害の深刻化などの問題が発生しています。

よって、野生生物の保護と適切な個体数管理を推進するとともに、地域におけ

る自然環境意識の醸成、地域のイメージアップ等を図るため、集落周辺森林の継続

的維持管理や里山林の再生などの地域特有の生物多様性を保全する取組を進め、「人

と自然が共存する地域」を目指す必要があります。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・外来生物の放逐抑制とペットの責任ある飼育

・生物多様性保全活動に参加・協力

事業者 ・野生動植物や生態系保全活動への参加・協力・支援

・土地改変等の開発や事業活動を行う際に野生動植物の生育・生殖環

境に配慮

市町村 ・生物多様性保全に関する意識向上のために、地域住民へ普及啓発

・地域の外来種防除計画の策定や防除体制の構築を進める

県 ・生物多様性保全、野生動植物の保護・管理などに向けた調査・取り

組みを推進

・生物多様性保全に関する意識向上のために、住民へ普及啓発

・各主体が行う、生物多様性保全などの自主的な取り組みを支援

エ 施 策

Ⅳ-２-１ 生物多様性戦略の策定と推進

① 「鳥取県生物多様性地域戦略（仮称）」の策定

・ 国が策定している生物多様性国家戦略を基本に、鳥取県らしい生物の多様性の
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保全及び持続可能な利用に関する計画の策定を行います。

・ 策定にあたっては、学識経験者や自然保護団体等の意見を聞きながら作業を進

め、公共事業における配慮事項を中心とするなど、緩やかな規制のあり方を念頭

に検討するとともに、具体的な個別の政策にも繋がるよう、生物多様性の保全を

推進していくための基本的な方針を定めます。

② 「鳥取県生物多様性地域戦略（仮称）」に基づく各種施策の推進

・ 策定した戦略の資料作成、公表にあたっては、保全と活用の成功例・地域の活

性化につながっている事案などを紹介することで、一般住民や学校等への普及啓

発を推進します。

・ 戦略においては、公共工事等の事業をする上での留意ポイントを整理し、生物

多様性に配慮した環境に優しい公共工事を図ります。

・ 生物多様性に資する保全活動への支援として、住民団体等が自主的に行う特定

外来種の駆除、身近な希少野生動植物の保護等に対する活動費補助を継続します。

Ⅳ-２-２ 野生生物の保護と管理

① 野生鳥獣の適切な保護管理の推進

・ 野生鳥獣との良好な共存を図るため、鳥獣保護事業計画を策定し、鳥獣保護行

政の推進に取り組みます。

・ 人間社会との軋轢が生じているイノシシ・ニホンジカ等や、絶滅のおそれが危

惧されるツキノワグマ等について、被害防止、生息状況把握及び保護管理を行い、

棲み分けや共存の実現を目指すとともに、ニホンジカについては、適切な個体数

管理のため捕獲事業を行います。

・ 傷病鳥獣の保護により鳥獣の野生復帰を図り、種の保全や環境モニタリングに

資するとともに、愛鳥活動をとおして愛鳥思想高揚や野生鳥類に対する保護思想

の普及を図ります。

② 希少野生動植物の保護管理の推進

・ 希少野生動植物を保護するため、鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例に

基づき保護管理事業を行う団体の掘り起こしを行い、団体活動への支援を実施す

るとともに、条例に規定しない動植物についても、鳥取の自然の魅力発信に資す

ると認められる取組については、重点的な支援を検討します。
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③ 外来種防除対策の推進

・ 生態系のかく乱を防ぐため、鳥取県外来種検討委員会において、外来種への生息

・ 生育、被害の現状及び防除方法等を検討し明らかにするとともに、効果的な防除

方法の開発・実証、県民との協働により防除の推進を図ります。

④ 鳥インフルエンザ対策の推進

・ 環境省が策定したマニュアルに基づき、野鳥におけるウイルス保有状況調査を実

施するとともに、高病原性インフルエンザの発生状況に応じて、野鳥監視・回収等

を実施します。

Ⅳ-２-３ 里地里山の再生

① 里地里山再生を通じた生物多様性の回復と適切な動植物の保護・管理

・ 地域における自然環境に配慮した里地里山再生の取組みを進めるための計画策定

を支援するとともに、地域の里地里山の再生や地域活性化の取り組みを支援します。

・ 放置され荒廃した里山の公益機能や景観の悪化等の課題に対して、集落等が主体

となった里山林の環境整備を支援します。

＊ 里地里山：原生的な自然と都市との中間に位置し、集落とそれを取り巻く二次林、それらと混

在する農地、ため池、草原などで構成される地域
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Ⅳ－３ 三大湖沼の浄化と利活用の推進

ア 目 標
・三大湖沼（中海、湖山池、東郷池）の水質改善を進めるなど、保全・再生を

図り、その利活用を推進します

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

中海の水質（ＣＯＤ） [mg/L] ５.０mg/L ５.０mg/L

湖山池の水質（ＣＯＤ） [mg/L] ７.０mg/L ５.５mg/L

東郷池の水質（ＣＯＤ） [mg/L] ５.５mg/L ４.５mg/L(H27年度末)

※将来目標は次期水質管理計画で設定予定(H28年度）

イ 現状と課題

・ 三大湖沼とは、県内湖沼の中でも特に大きく、人々との関わりも深く、大きな関

心を持たれている湖です。

中海は、鳥取県と島根県にまたがる日本最大級の汽水域の一部であり、全国第

５位の湖面積を有しています。日本有数の水鳥飛来地ともなっており、平成17年に

は「ラムサール条約湿地」に登録されました。

湖山池は「池」と名の付く湖沼では日本最大の面積を持ち、平成２７年度には

ユネスコの正式事業になった貴重な地形や地質を持つ自然公園「世界ジオパーク」

として認定された「山陰海岸ジオパーク」の一角をなしています。平成24年3月か

ら湖山池将来ビジョンに基づき汽水化を開始し、これに伴いヒシ・アオコによる

悪臭は解消されました。また、ヤマトシジミの生産が始まるなど恵み豊かな汽水

湖として再生することを目指しています。

東郷池は「鶴の湖」とも呼ばれ、湖内から温泉が湧く珍しい「湖中泉」もあり、

周辺には温泉街が広がる観光地となっており、また、「黒いダイヤ」とも称される

大粒のヤマトシジミの生産地としても知られています。

・ 三大湖沼について、各湖沼計画に基づく水質浄化に係る各種施策を総合的に展開

していますが、中海は平成２６年度に第６期計画の水質（ＣＯＤ）目標値を達成

しましたが、他の湖沼は目標値の達成には至っていません。

湖沼の汚濁要因は、周辺からの流入負荷や堆積しているヘドロからの汚濁物質

の溶出などが考えられます。また、生物の減少による自然の浄化機能の低下という

面も考えられます。この様に複合的な要因により汚濁した湖沼の水質改善は容易で

はなく、長期的な視野に立って各種施策を展開・継続することが必要です。

家庭、工場などの特定可能な排出源からの汚濁負荷を低減させるための対策（点

源負荷対策）は、これまでの下水道等の整備事業により着実に進んでいますが、

引き続き継続的な事業実施が必要です。

市街地、農地など面的な広がりを有する排出源からの汚濁負荷を低減させるた
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めの対策（面源負荷対策）は、より効果的な施策の検討を含めた各種対策を計画

し、実施していく必要があります。

湖内対策は、これまでも底泥浚渫、底泥覆砂事業等を実施し、湖底環境の改善

に取り組んできましたが、湖底の貧酸素状態の解消のために、流動促進装置を使

った実証試験を行うなど新たな水質浄化対策の検討も進めています。

湖沼環境の保全のためには、行政のみならず地域住民、関係者が連携して継続

的に取り組むことが重要であるため、これまで以上の普及・啓発活動が必要です。

・ 平成17年11月に中海が国際的に重要な湿地としてラムサール条約に登録され１

０年が経ちました。その趣旨は「自然環境の保全」と中海の生態系を活かして、

漁業、農業、スポーツ、観光、環境教育の場としての利用等を行う「賢明な利用

（ワイズユース）」であり、中海の与えてくれる恵みを将来の世代に引き継ぐよう

持続的に活用していくことが求められています。

中海は、水質の改善だけでなく、利活用策の検討、湖岸提の整備、農地排水不

良への対策等、様々な分野で問題を抱えており、全体的な問題を認識しつつ、そ

れぞれの問題に対して地域住民や関係機関との協働により対処することが必要で

す。

平成22年4月には、国、島根県、鳥取県、関係市等の行政機関が構成員となり「中

海会議」を設置し、連携した取組みを進めています。これまでのＮＰＯ団体など

を中心とした「アダプトプログラム（一つの美化活動の形態であり、中海では、

参加団体が受け持ちエリアを決めて、定期的に行う清掃活動のこと）」、「アマモ場

の造成」などの取組みの継続や「海藻刈りによる栄養塩類循環システムの自立支

援の推進などにより、住民との協働等による一層の環境保全対策等を進めていく

必要があります。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・家庭でできる生活排水対策を実行

・汚水処理施設への接続や合併処理浄化槽への転換、設置した浄化槽

の適正な維持管理

・河川・湖沼等の美化などの環境保全活動を実施・参加

事業者 ・事業活動に伴い排出する水質汚濁物質の確認・排出削減

・河川・湖沼等の美化などの環境保全活動を実施・参加・支援

・農地の減肥料や水田の濁水流出防止等の水管理など環境にやさし

い農業の推進や森林の適正管理

市町村 ・下水道や浄化槽等の汚水処理施設整備の促進

・地域の環境体験学習や環境保全活動を支援することにより、より一

層の水質保全啓発

・環境保全活動等の情報提供や活動の場を提供することにより、取り

組みを支援

・水環境に関する水質監視を実施

・環境にやさしい農業の普及指導や森林の適正管理

県 ・下水道や浄化槽等の汚水処理施設整備の促進

・環境体験学習や環境保全活動を支援することにより、水質保全啓発

・環境保全活動等の情報提供や活動の場を提供することにより、取り

組みを支援
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・水環境に関する水質監視、工場・事業場の排水に対する監視・指導

を実施

・環境にやさしい農業の普及指導や森林の適正管理

・水質浄化に向けた調査・研究を行い、生態系回復対策を含む湖内浄

化

エ 施 策

Ⅳ-３-１ 県内三大湖沼（中海、湖山池、東郷池）の浄化対策の推進

① 中海の水質浄化対策

・ 鳥取県と島根県が策定した湖沼水質保全計画に基づき、各種水質保全施策を総合

的・計画的に推進して水質改善を進めます。

流入汚濁負荷の一層 ・地域の実情を踏まえた下水道、農業集落排水施設、浄化槽

の削減 等の整備及び接続率の向上

自然浄化機能の活用 ・浅場、藻場の造成、浅場環境（湧水水域を含む）の保全・

活用

・海藻等の適正な湖外搬出による持続的な水質浄化の仕組み

づくり

モニタリングの充実と ・河川管理者（国）と両県の一層の連携によるモニタリング

科学的知見に基づく 体制の充実と幅広く効果的な対策の検討

対策の検討 ・米子湾における水質浄化技術の調査及び試験

親しみやすく快適と感 ・新たな評価指標「五感による湖沼環境指標」、「透明度」の

じられる水環境を目指 設定

した指標の設定

環境教育等の推進 ・次世代を担う子どもたちの水質保全意識の向上

・ラムサール条約湿地の賢明な利用（ワイズユース）の推進

関係者との連携 ・県と河川管理者（国）との一層の連携強化

（国は浅場、藻場の造成及び沿岸域へ覆砂等を行うとともに、

両県と連携しモニタリングの充実と科学的知見に基づく対策

の検討等を行う）

【中海での環境学習】 【NPO等による海藻の回収と堆肥化】 【中海ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾑ】
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② 湖山池の水質浄化対策

・ 平成24年3月に策定した湖山池将来ビジョンに基づき汽水化しており、各種水質

保全施策を総合的・計画的に推進して水質改善を進めます。

流入汚濁負荷の一層 ・生活排水対策（下水道の整備・接続、浄化槽等の家庭排水

の削減 の負荷低減）

・工場・事業場排水対策

・畜産業に係る汚濁負荷対策

・農地・市街地・森林からの面源系負荷対策 など

湖内浄化対策 ・湖内等のヘドロのしゅんせつ・覆砂

・なぎさ護岸・浅場の造成

自然浄化機能の活用 ・浅場造成の推進・拡大による栄養分の持ち出し

地域住民等の協力確 ・地域住民等の美化活動（ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、流入河川清掃等）

保と環境学習の推進 ・環境教育学習の推進など

調査・研究 ・環境モニタリング（水質、生態系）

・湖内環境改善（自然 再生、水産資源再生・回復等）に資

する調査研究

・生態系保全のためのビオトープを検討

【一斉清掃（ｱﾀﾞﾌﾟﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）】 【湖山池】 【なぎさ護岸整備】

③ 東郷池の水質浄化対策

・ 県が策定した水質管理計画に基づき、各種水質保全施策を総合的・計画的に推

進し水質改善を進めます。

流入汚濁負荷の一層 ・下水道等への接続促進

の削減 ・工場・事業場排水対策、環境にやさしい農業の推進

・森林の適正管理、市街地の清掃 など

湖内浄化対策 ・直接浄化対策の実施（湖内覆砂の効果検証）など

自然浄化機能の活用 ・魚介類資源回復のための調査

・魚類・シジミ等の生息環境の改善

・水生植物帯（ヨシ等）の再生 など

地域住民等の協力確 ・地域住民・事業者・行政の協議による浄化活動（アダプト

保と環境学習の推進 プログラム制度の導入・参加）や環境学習
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・行政による活動支援 など

調査・研究 ・水質改善に向けた調査・研究（東郷池五感チェック結果等

による新たな水質指標の作成等）

・湖沼・河川等の水質調査 など

※水質浄化対策は次期水質管理計画で設定予定(H28年度）

【ワイズユースの取り組み】 【東郷池】 【環境学習】

Ⅳ-３-２ ラムサール条約登録湿地の保全と活用

① ラムサール条約登録湿地の保全と活用

・ ラムサール条約登録湿地である中海において、条約の趣旨である「自然環境の

保全」と「賢明な利用（ワイズユース）」を一層推進するために、関係自治体・Ｎ

ＰＯ・地域住民等と連携して、全国規模のシンポジウムの開催やスポーツイベン

トを開催し「ワイズユース」の意識の醸成を図るとともに、国内外の条約登録湿

地のこどもたちをはじめとするみなさんと引き続き交流を継続し、湿地を通じた

環境学習・保全意識の普及に取組みます。

【ラムサールアジアこども交流会(H27年)】 【ラムサール条約登録１０周年記念シンポジウム】
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Ⅳ－４ 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

ア 目 標
・環境に負荷の少ない農業を進めるとともに、森林の整備・保全を図り、農地

・森林の持つ多面的機能を高めます

主な目標指標 現 状 目 標
（平成２６年度末） （平成３０年度末）

有機農産物・特別栽培農産物の １,３５８ヘクタール １,５００ヘクタール＊

認定面積
とっとり共生の森参画企業数 １７社 ２３社＊

間伐面積 ３,０５０ヘクタール ４,２００ヘクタール

（森林吸収量） （５８３千ｔＣＯ２） （６７８千ｔＣＯ２）

＊「鳥取県元気づくり総合戦略」の目標年度（H31年度）の数値

イ 現状と課題
・ 農地は、農業生産の場であると同時に、河川・雨水の浸透による地下水の涵養機

能、作物による二酸化炭素の固定などの環境保全機能をもっています。

また、農業体験や環境学習などの教育・啓発機能、やすらぎのある風景の創出な

どの景観形成やレクリエ－ションの場の提供などの役割も果たしています。

このような多面的な機能をもつ農地の保全は、人々の食の安全と安心への関心が

高まっている現在、安全な農作物の生産・提供にもつながっています。

・ 環境に負荷の少ない農業として、有機農産物・特別栽培農産物の生産を推進する

ため、総合的な支援（認定・認証、技術開発と普及、消費者ＰＲ、販路開拓・情報

発信など）を行っているところです。また、エコファーマー（環境にやさしい農業

生産を行う農家）を認定し、堆肥による土づくりと化学肥料・化学農薬の使用の削

減を一体的に行う持続性の高い農業生産方式の導入を促進しているところです。

しかし、県民の有機農産物・特別栽培農産物の認知度はまだまだ十分でなく各

種機会を捉えて制度ＰＲが必要であること、地域・農産物毎の生産技術の体系化

が不十分なため取り組み者増加に向けた仲間づくり、鳥取県有機・特別栽培農産

物推進計画の目標面積を達成するためには、さらに特別栽培農産物の面積を増加

させることなどの課題があります。

・ 森林が持つ多面的機能（二酸化炭素の吸収、水源かん養、県土の保全など）を高

めるため、県民の森林・林業に対する関心の向上を目的とした森林環境保全税の制

度・事業内容等のＰＲ、木材生産に要する経費の低コスト化を目的した支援、集約

化による効率性の向上、機械の導入や作業道の整備を進めつつ、間伐等の森林整備

の推進に取り組んできたところです。

今後も、森林環境保全税制度について、県民の関心を高めるための取組を継続し

て実施することが必要です。加えて、更なるコスト削減を進め、利用間伐による収

益を確保して森林所有者に利益を還元していく低コスト林業を推進することも必要

です。一方で、材価が低迷を続けていることからコスト削減効果が現れにくくなっ

ていることも課題です。
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ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・環境にやさしい農業への取り組みの理解を深める

・住宅等への県産材の利用を増やす

事業者 ・農地や森林を適正管理するとともに、環境にやさしい農業を実践し、

消費者への情報発信に努める

・事業所や建築資材に県産材を使用

市町村 ・農地や森林を保全するとともに、ふれあいや環境学習の場として活

用した地域への普及啓発

・公共事業・公共施設への県産材の利用を増やす

県 ・環境にやさしい農業を推進し、それらの情報を県民に発信

・農地や森林の保全・整備、ふれあいや環境学習の場としての活用等

に関する仕組みづくりや普及啓発

・公共事業・公共施設への県産材の利用を増やす

エ 施 策

Ⅳ-４-１ 有機・特別栽培農産物等の総合的な支援

① 有機・特栽（有機農産物・特別栽培農産物）生産者が取り組みやすい環境づくり

・ 生産体制の整備として、有機的管理（農薬や化学

合成肥料の使用を避けた雑草・病害虫防除や肥培管

理）に必要な機器導入を支援するとともに、有機・

特栽の認証制度を活用するよう働きかけます。

・ 生産者の育成として、既取り組み農家の事例紹介

や助言を得られる体制を整備するとともに、研修会

・講習会を開催します。また、希望者が円滑に就農

できるよう、農業大学校での研修教育を行います。

・ 生産者間のネットワークづくりの推進として、実践ほ場の見学会・勉強会開催な

どを支援します。

② 有機・特栽の技術の開発・普及

・ 試験研究体制・普及体制の強化として、試験場に担当部署を設置し、各普及所に

窓口担当普及員を配置します。また、改良普及員に対する技術及び知識を習得させ

るための研修を充実させ、現場への的確な情報発信を行います。

・ 生産技術確立に向けた試験研究開発及び実証実験など、課題・要望及び意見を的

確に把握した試験研究課題の設定を行います。また、農家等が開発した栽培技術・

成果の実証試験を行い、技術的な課題を検証するとともに、有用な技術・研究成果

等の情報提供を行います。さらに地域・現場に適応した栽培技術を普及するため、

各普及所ごとに農家が栽培を行うモデル展示ほ場を設置します。

③ 消費者への有機・特栽制度ＰＲ

・ 有機・特栽及びその生産者情報をホームページで提供します。

【有機ＪＡＳマーク】
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また、セミナーの開催や各種イベント等を活用し、正しい知識の普及啓発に努

めます。

・ 生産者と消費者の交流会・勉強会開催の取り組みを支援するとともに、各種イ

ベントで制度・情報の普及ＰＲを行います。

④ 有機・特栽の販路確保・情報発信

・ 生産者と流通・販売業者のマッチング推進として、商談会等の開催、研修会な

どを通した意見交換を行い、流通業者等との連携に努めます。また、県内の量販

店等に有機・特栽の販売コーナーの設置を支援し、販路確保及び消費者への制度

ＰＲを促します。

・ 生産者が消費者のニーズを把握するため、流通・販売業者の協力を得て実

施するイベント、フェアー等への積極的な参加を働きかけます。

⑤ エコファーマーの推進

・ 過剰な化学肥料や農薬の使用を避け、堆肥を施用した

土づくりを行うなど、環境と調和のとれた持続的な農業

を行う農業者を「エコファーマー（環境にやさしい農業

生産を行う農家）」として認定し、資金面の支援を行う

とともに、生産される農産物を消費者に対しアピールし

て認知度をあげ、環境にやさしい農業を促進します。

⑥ 環境保全型農業直接支払制度の円滑な推進

・ 環境保全型農業直接支払交付金を活用し、農業者等が、化学肥料・化学合成農

薬を原則５割以上低減した上で、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い

営農活動に取り組む場合、取組面積に応じた交付金（国：4,000円/10ａ、県：2,

000円/10ａ、市町村：2,000円/10ａ）を交付することにより、環境保全型農業に

取り組む農業者等に支援します。

Ⅳ-４-２ 県産材使用の推進

① 積極的な県産材使用による林業生産活動サイクルの活性化と林業支援

・ 木材関係者、建築事務所、工務店等と連携して、木造・木質化のメリット、木

材の良さ、木を使うことの意義等の情報を、各種メディアの活用やフォーラムの

開催等を通じてＰＲします。

Ⅳ-４-３ 森林所有者等による森林整備の推進

① 低コスト林業推進による森林整備のための条件整備

・ 林業の低コスト化に必要な森林施業の集約化、作業道等路網の整備や高性能機械

【エコファーマーロゴマーク】

 エコファーマー 

鳥取県 

認定番号 1234 
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の導入を支援します。

・ 鳥取式作業道の整備を推進するため、鳥取式作業道開設士の養成を行います。

② 間伐実施及び間伐材の搬出促進

・ 低コスト林業の推進により、間伐の実施及び間伐材の搬出を促進します。

Ⅳ-４-４ 公益的機能の高い森林の公的整備の推進

① 機能低下・荒廃した森林の整備

・ 森林所有者による整備が困難で機能が低下した森林について、間伐を中心とした

森林整備を行います。

・ 森林環境保全税を活用して、森林所有者による整備が困難な荒廃森林について、

強度間伐を実施し、針広混交林化を進めます。また、放置竹林の整備を推進すると

ともに、竹の利活用を進めます。
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Ⅴ【安全・安心】

安全で安心してくらせる生活環境の実現

目指す将来の姿

○ 安全で安心できる大気・水・土壌環境と快適な生活環境の中で県民生活が営まれてい

ます。また、豊かな地下水や温泉が持続的に利活用されています。

○ 有害な化学物質等について、必要な監視・指導などにより適正な管理・使用が行われ

るとともに、県民の理解が深まり、安全・安心な県民生活が営まれています。

○ 環境影響評価制度が適切に運用され、地域住民や地方公共団体等の意見を踏まえ、大

規模な開発事業などにおける環境への影響の回避や低減が図られているとともに、地域

住民の理解を得ることで円滑に事業が実施されています。

○ 北東アジア地域との連携・交流により、広域的・地球規模的環境問題の解決への対応

・貢献がなされています。

Ⅴ－１ 大気・水・土壌環境の保全と地下水の適正管理

ア 目 標
・安全で快適に暮らせる大気・水・土壌環境づくりと持続可能な地下水利用を

推進します

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

生活排水処理人口普及率 ９１.４％ ９３.２％

河川・海域の水質の環境基準達 ９３.３％ １００％

成率（河川：BOD、海域：COD）

ベンゼン等の有害大気汚染物質 １００％ １００％

の環境基準達成率

イ 現状と課題
・ 大気環境については、光化学オキシダントやＰＭ2.5＊を除いて環境基準を達成し

ており、おおむね清浄ですが、光化学オキシダント対策を進めるための揮発性有機

化合物（VOC）等の排出抑制、アスベスト使用建築物の解体工事の増加が見込まれ
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ることに伴う作業基準遵守の指導徹底、騒音等に関する苦情対応の体制整備など

が必要です。

また、東日本大震災に伴う福島第一原子力発電所の事故を受け、本県において

も原子力環境センターの整備やモニタリングポストの増設など、放射線の測定体

制を強化しました。

・ 水・土壌環境については、公共用水域の水質は湖沼を除き概ね清浄ですが、一部

の地下水では汚染が見られる他、湖沼周辺での生活排水対策が必要です。

・ 水資源の利用については、持続可能な地下水・温泉利用、安全な水道水の確保の

観点からモニタリング等の継続が必要です。

＊ ＰＭ２．５：大気中に浮遊する微粒子のうち、2.5μｍ以下のもの。物の燃焼などによって直

接排出されるものと、SOx、NOx等のガス状大気汚染物質などが大気中で化学反応

したものがある。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・野外焼却の原則禁止、生活騒音の発生抑制、マイカー使用の抑制

・下水道、農業集落排水施設への接続や浄化槽の設置・適正維持管理、

生活排水対策の実行

・河川の美化等の環境保全活動に参加

事業者 ・事業活動に伴う大気汚染物質・水質汚濁物質の排出抑制、騒音・振

動・悪臭の発生を抑制

・地下水・水道水・温泉の持続可能な利用に配慮

・農地への減肥料の取り組みや水田の濁水流出防止等の水管理など

農業活動からの負荷低減対策を進め環境にやさしい農業を推進

市町村 ・地域における騒音・振動・悪臭の発生抑制指導や低公害自動車を率

先導入

・下水道や浄化槽等の汚水処理施設整備の促進、環境体験学習等によ

り大気・水質保全啓発を行う

・水道管理者として安全な水道水の確保に努める

県 ・大気・水環境の常時監視により汚染状況把握とそれらの情報を提供

・工場・事業場からの大気汚染・水質汚濁物質排出抑制を指導

・下水道や浄化槽などの汚水処理施設整備支援、環境体験学習等によ

り大気・水質保全啓発を行う

・地下水・温泉のモニタリングや水道施設の監視等により持続的な利

用を確保

エ 施 策

Ⅴ-１-１ 大気環境の保全と騒音・振動・悪臭の対策

① 大気環境の保全対策

・ 大気環境の汚染実態把握のために大気汚染物質の常時監視を行います。

・ 良好な大気環境の確保のために、工場・事業場から発生するばい煙等についての

調査・指導を行うとともに、アスベストが使用された建築物の解体工事等に対する
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調査や作業基準遵守の指導を行います。

・ 酸性雨による影響の実態把握やＰＭ２．５に関する調査・研究を行います。

② 騒音・振動・悪臭対策

・ 生活環境の保全、快適環境の確保を図るため、自動車や航空機の騒音などの常時

監視を実施します。

・ 騒音・振動・悪臭について、各規制地域・規制基準の見直し、環境基準の類型指

定の検討などを行います。

③ 環境放射能調査

・ 県民の健康と安全・安心に応えるため、日常生活に関する環境試料等の放射能を

測定し、放射線分布及び生活環境の放射能レベルについて調査を行います。

Ⅴ-１-２ 水環境と土壌環境の保全

① 水環境の保全対策

・ 安全で快適な水環境の確保のために、県内の河川・湖沼・海域（海水浴場を含む）

・ 地下水の水質の常時監視を行います。

・ 工場・事業場からの排出水の調査・指導を行います。

・ 生活排水処理対策として、地域の実情に応じ、浄化槽、下水道、農業等集落排水

処理施設など各種汚水処理施設の整備を推進します。

② 土壌環境の保全対策

・ 土壌汚染による健康影響を防止するために、県内の土壌について、有害物質によ

る汚染の状況を把握するための指導等を行い、土壌汚染対策を図ります。

Ⅴ-１-３ 持続可能な水資源の利用

① 持続可能な地下水利用

・ とっとりの豊かで良質な地下水の保全及び持続的な利用に関する条例に基づき、

地下水の保全を図るとともに、持続的に利用できる環境の保全に関する研究など

を行います。

② 安全でおいしい水道水の確保

・ 水道水は、日常使用され、直接人の健康に係わることから、常に安全性が求めら

れています。安全性の持続的な確保のために、水道施設の適正管理を監視指導する

と共に県内の水道水質検査機関の技術水準を維持するための取り組みを行います。

③ 温泉資源の保全利用

・ 温泉資源の保護、可燃性天然ガスによる災害防止及び温泉利用の適正化を図るた

めに、温泉掘削等の許可や温泉の定点観測等を行います。
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Ⅴ－２ 環境汚染化学物質の適正管理

ア 目 標
・環境汚染化学物質の実態把握と適正管理・排出抑制により環境リスクを削減

し、安全で安心な環境を確保します

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

大気中のダイオキシン類濃度 ０.０１４pg-TEQ/Nm3 ０.０１２pg-TEQ/Nm3

イ 現状と課題
・ 身の回りで数多くの化学物質が使用されており、化学物質による環境汚染、人

体・生態系への悪影響が懸念されています。

平成１１年には、廃棄物焼却場等からのダイオキシン類による環境汚染問題を

契機として「ダイオキシン類対策特別措置法」が制定され、また、「特定化学物質

の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（ＰＲＴＲ法）が

制定されて、特定化学物質を使用する一定の事業者は、環境への排出量や廃棄物

に含まれる移動量の届出が求められています。引き続き、一般環境中の環境汚染

化学物質の実態把握と化学物質の適正管理・排出抑制のため、環境への化学物質

の排出を法令に基づき規制・管理していきます。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・環境汚染化学物質の環境リスクを理解し、野焼きを行わないことや

ゴミ減量・分別等による排出抑制に協力

事業者 ・事業活動に伴う環境汚染化学物質の排出量・移動量を把握し、適正

管理・排出抑制を推進

市町村 ・地域における環境汚染化学物質に関する情報共有・情報提供

・管理施設における適正管理の他、焼却施設等からの排出抑制を推進

県 ・環境汚染化学物質に関する一般環境中の常時監視、情報提供、適正

管理・排出抑制に関する指導

エ 施 策

Ⅴ-２-１ 環境汚染化学物質の適正管理
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① 環境汚染化学物質対策

・ 化学物質による環境汚染、生態系への影響を防止するため、一般環境中における

環境汚染化学物質（ダイオキシン類、環境ホルモン等）について実態を把握します。

・ ダイオキシン類発生源施設の適正管理指導等を行い、排出抑制対策などを進めま

す。

② 化学物質管理促進

・ 県内で使用される化学物質の環境への排出量、移動量を把握し、とりまとめて公

表（情報提供）することで、事業者による自主的な化学物質管理の改善を促進し、

環境の保全を図ります。

・ 事業者・行政・県民等が、化学物質に関する情報を共有することにより化学物質

の環境リスクの削減を目指します。
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Ⅴ－３ 環境影響評価の推進

ア 目 標
・大規模な開発事業等の実施に当たり適切かつ円滑な環境影響評価を推進し、

環境への影響の回避や低減を図ります

イ 現状と課題
・ 環境影響評価制度は、大規模な開発事業の実施が周辺環境に及ぼす影響について、

あらかじめ調査、予測及び評価を行い、その結果に基づく適切な環境配慮を実施す

るための制度です。早い段階で事業実施に伴う環境影響を把握することや、地域住

民の意見を聴いてその理解を得ることは、円滑な事業の実施にも資するものです。

・ 平成２３年４月の環境影響評価法改正等により、計画段階配慮書の手続き、方

法書における説明会開催の義務化、風力発電施設設置の対象事業化などの見直し

が行われ、本県においても、平成２５年４月に鳥取県環境影響評価条例を改正し、

県内の環境状況等に応じた技術指針等の改正も併せて実施したところです。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・環境影響評価に関する調査、予測に対して必要な意見を述べる

事業者 ・地域住民や地方公共団体等の意見を踏まえ、事業実施に当たっての

適切な環境影響評価と環境配慮を実施するとともに、地域住民の理

解を得る

市町村 ・環境影響評価に関する調査、予測に対し、地域としての必要な意見

を述べる

・環境影響評価の手続きが適切・円滑に行われるよう努める

県 ・環境影響評価制度の適切な運用を通じ、事業実施に伴う環境影響の

回避や低減を図る

エ 施 策

Ⅳ-３-１ 環境影響評価の推進

① 環境影響評価制度の適正な運用

・ 大規模開発事業等の実施に伴い事業者が行う「環境影響評価」に関し、環境影響

評価法及び鳥取県環境影響評価条例に基づく適正な運用及び適切な指導・助言を実

施します。
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【環境影響評価審査会】 【現地視察（環境影響評価審査会）】

② 県が実施する公共事業に係る環境配慮

・ 環境影響評価法及び鳥取県環境影響評価条例の対象外事業のうち、県が実施する

公共事業について、「鳥取県公共事業環境配慮指針」に基づき、調査計画、設計、

実施の各段階において、事業の種類ごとの特性や規模等を考慮しながら、積極的な

環境配慮を実施します。

③ 県が実施する大規模イベントに係る環境配慮

・ 県が実施する大規模なイベントについて、「エコイベントマニュアル」に基づき、

来場者の楽しさを損なわない範囲で環境配慮活動を行い、関係者はもちろん、参加

者や来場者にも環境配慮活動を実践していただくよう普及啓発を実施します。
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Ⅴ－４ 北東アジア地域と連携した環境保全の推進

ア 目 標
・北東アジア地域と連携して、環日本海地域における環境問題の課題解決に向

けた取り組みを推進します

イ 現状と課題
・ 近年、黄砂やＰＭ２．５、海岸漂着ごみなどの国境を越えた環境保全への取組み

が必要な問題が生じてきています。これらを含む環境問題は、北東アジア地域の持

続的発展を考える上で重要であるとともに、地球規模での対応が必要であることを

各地域が認識し、連携して地球温暖化防止など環境問題の解決に率先して取り組む

必要があります。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・国境を越えた環境問題に関心を持ち、国際交流に参加

事業者 ・海外研修者の受入れや海外での事業活動などにおいて環境に配慮

市町村 ・共同調査や研究に協力

県 ・北東アジア地域共通の環境課題の情報共有と各地域と連携して課題

解決に取り組むとともに県民等に対して情報提供する

エ 施 策

Ⅳ-４-１ 北東アジア地域と連携した環境保全の推進

① 北東アジア地域との環境分野での連携・協力

・ 北東アジア地域国際交流・協力地方政府サミットや北東アジア地域自治体連合

（ＮＥＡＲ）の参加地域（韓国、中国、ロシア、モンゴルの自治体）等と連携し、

砂漠化防止や黄砂問題などの共通課題について、環境情報を共有し、共同して各種

調査や研究に関するネットワークを構築します。

【第８回北東アジア地方政府環境保護機関実務者協議会（韓国江原道）】
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② 韓国江原道との環境分野における学術交流

・ 県衛生環境研究所及び江原道保健環境研究所の研究員並びに環境衛生分野の関係

者が一堂に会して、両地域の環境衛生分野の調査研究について発表・討議し、その

成果を両地域の学術交流の推進と施策へ反映させます。

【鳥取県・江原道環境衛生学会】
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Ⅵ【景観・快適さ】

美しい景観の保全ととっとりらしさを活かした
街なみづくりの推進

目指す将来の姿

○ 町屋、古民家、鏝絵・なまこ壁などの歴史・文化的な街なみや、日本の原風景といえ

る農村景観など、美しい景観の保全・再生・創造・活用により、個性豊かで魅力あるま

ちづくりが進み、住民の誇りと愛着のあるまちづくりが実現されています。また、まち

の魅力が高まり、観光誘客等交流人口の拡大等により地域が活性化されています。

○ 美しい景観を保全・再生・創造・活用し、次の世代に継承していくため、住民参加や

多様な主体との協働・連携により、自立的・継続的な景観まちづくり活動が実践されて

います。

Ⅵ－１ 美しい景観の保全と創造

ア 目 標
・良好な景観の保全と創造に努めます

主な目標指標 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

景観まちづくり活動に取り組む ７０団体 ７４団体

団体数

景観行政団体（市町村）数 ５団体 ６団体

イ 現状と課題
・ 県民公募による「とっとり地域生活百景」の選定、展示会の開催や住民参加によ

る百景活用方策検討会及び結果報告会の実施を通して、県内の景観の良さが認識さ

れはじめています。

また、景観まちづくり大会やリーダー養成研修の開催等により、景観まちづくり

活動に取り組む団体数、地域資源を活用したまちづくり実施地区数が増加していま

す。

今後も、良好な景観形成の必要性や保全・活用による魅力的なまちづくりに対す

る地域住民等の理解・参加意識を高めていく必要があります。

また、景観まちづくり活動の人材等が不足する中で、持続可能性を高めていくた

め、活動団体等の意見を聞きながら、住民・活動団体参加や多様な主体の協働連携
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による取組を促進していく必要があります。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・景観形成の必要性についての理解を深め、地域における景観形成活
動に積極的な役割を果たすよう努めるとともに景観形成施策に協力

・日常生活に溶け込み、見過ごされている景観資源を発掘し、景観ま
ちづくりに活かしていく

・景観まちづくり活動に参画し、地域の景観を創り・守ることを次世
代に伝える

事業者 ・地域における景観形成活動に積極的な役割を果たすよう努めるとと
もに景観形成施策への協力

・景観形成基準や屋外広告物の設置基準などを遵守し、景観形成に配
慮した事業を実施

市町村 ・景観行政団体に移行して景観形成施策の中心的な役割を担う
・景観計画の実現に向けた景観形成行政を推進

県 ・市町村と協働して、県民及び事業者が景観形成の必要性についての
理解を深めるよう啓発に努めるとともに景観形成活動を担う人材の
育成に努める

・地域の特性及び市町村の意向に配慮しつつ、基本的な景観形成施策
を総合的に推進

・市町村が県の景観形成施策との整合性に配慮しつつ、地域の特性に
応じた景観形成施策を主体的に推進するよう必要な協力を行う

・発掘した景観資源の取りまとめや県内外への情報発信などにより、
次世代に伝える

・景観計画の実現に向けた、景観形成行政の推進や景観形成制度の周
知・指導監督

・先進的な取り組みを行っている景観まちづくり団体等に関する県内
外への情報発信や団体に対する人的サポート体制を整備

エ 施 策

Ⅵ-１-１ 住民参加と多様な主体の協働連携による景観まちづくりの推進

① 地域資源の魅力発信

・ 景観資源の魅力・価値や景観を活かしたまちづくり活動等を県民等に情報発信

し、県民等の景観意識や機運を高め、地域景観を活用したまちづくりを推進する取

り組みを行います。

【とっとり地域生活百景】
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② 景観まちづくり活動へのサポート

・ 景観資源の保存・活用、再生及び創造を図るため、自然、歴史文化及び街なみな

ど景観資源を活かしたまちづくり活動に取り組む団体に対する支援や、住民参加と

多様な主体の協働連携によるまちづくりを推進する取り組みを行います。

【景観まちづくり大会】 【まちづくりリーダー養成研修】

③ 住民協働によるまちづくり

・ 住民と協働してまちづくりを進めるため、都市が現在抱えている課題と今後目

指すべき将来像について住民と行政が一緒になって議論する場を設け、その議論

の内容を都市計画マスタープランに活かしていきます。

Ⅵ-１-２ 景観に配慮した制限と誘導

① 景観行政の推進

・ 景観法に基づく届出制度及び景観形成条例に基づく制度（行為の規制等、公共事

業に関する景観形成、景観支障物件に対する措置など）の適正な運用、その他景観

形成施策の総合的な推進と自発的な景観形成活動の促進を図ることにより、良好な

景観の保全と創造に努めます。

② 屋外広告物の適正化

・ 屋外広告物条例に基づく屋外広告物の規制や屋外広告業者等への講習会、情報提

供等により、屋外広告物の適正化を図り、良好な景観の維持と保全に努めます。
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Ⅵ－２ 歴史的、文化的街なみの保存と整備

ア 目 標
・後世に残すべき歴史的・文化的な街なみに対する理解を高めて保存・整備し、

持続可能な街づくりを進めます

項 目 現 状 目 標

（平成２６年度末） （平成３０年度末）

地域資源を活用したまちづくり ７１地区 ７３地区

実施地区数

イ 現状と課題
・ 「フォーラム」、「全国鏝絵なまこ壁サミットｉｎとっとり」の開催や資料集の

発行を通して、鳥取県の地域資源や左官文化に対する県内外の認識が高まっていま

す。

また、街なみ環境整備事業の運用により、「鳥取鹿野（城下町）地区」、「倉吉打

吹（白壁土蔵群）地区」、「米子旧加茂川・寺町周辺」など、地域の景観・歴史的

資源を活かした街なみが形成されつつあります。

しかし、鏝絵・なまこ壁など地域資源への認識や保存・活用が不十分であること

から、関係団体や市町村等の意見を聞きながら、魅力発信を進めていく必要があり

ます。

さらに、後世に残すべき歴史的・文化的な構造物、街なみが認識されておらず、

維持管理に多くの費用と手間がかかること等により荒廃しつつあります。このため、

地域住民や市町村の意見を聞きながら魅力的な街なみ環境整備を促進し、歴史的・

文化的な街なみの保存・活用を進めていく必要があります。

ウ 各主体に期待される役割

県民・ＮＰＯ ・歴史的・文化的景観や街なみに対して理解し、次世代に伝える

事業者 ・伝統的な木造建築物の維持・保全を行う伝統継承者を育成

市町村 ・地域の歴史的・文化的街なみの保存と整備に取り組む

県 ・歴史的・文化的景観等に関する魅力発信・理解向上による多様な主

体間の協働連携による推進、伝統技能の継承者育成支援などにより

持続可能なまちづくりを進める
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エ 施 策

Ⅵ-２-１ 歴史的、文化的街なみの保存と整備

① とっとりの鏝絵・なまこ壁の魅力の伝承

・ 県内に在する豊富な「鏝絵となまこ壁」の保全・活用・情報発信を通して、鳥取

県の隠れた地域資産や左官文化、「日本（山陰）の美」についての考察を深め、地

域資産を活かした景観歴史のかおり豊かなまちづくりを目指します。

【鏝絵なまこ壁】

② まちなみ伝統建築支援

・ 伝統的な木造建築物の維持、保全を行う建築大工、左官等の伝統継承者の育成を

図ります。

③ とっとりの美しい街なみづくり推進

・ 美しい街なみ整備を促進するため、街なみ整備・修景等を実施する市町村・所有

者を支援します。

【住宅修景前】 【住宅修景後】
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④ 歴史文化が薫るまちづくり推進

・ 地域住民、活動団体及び市町村の歴史文化のまちづくりへの理解や機運を高める

ため、先進地の取組事例から、制度内容や進め方を修得し実施可能性を探ります。

⑤ 古民家再生促進支援

・ 古民家・空き家の再生を支援して街角美術館やアーティストの活動拠点等に活

用し、観光誘客や地域活性化につなげていきます。

・ 近年、空き家を活用したまちづくりの手法として、リノベーション＊の取組が注

目されており、空き家の取組や関係者とのマッチングを進めることで、リノベー

ションの取組を加速化させ、空き家等の再生やまちづくりにつなげていきます。

＊ リノベーション：建築物における新築時の目論見やあり方を見直し、異なる次元（用途）に

改修する行為

【空き家再生事例：塩谷定好写真記念館（琴浦町）】

【外観】 【内装】
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参考１：温室効果ガスの排出抑制等の計画

この実行計画に盛り込まれている平成２７年度から平成３０年度までの温室効果ガスの

排出抑制等に関する計画の概要については、以下のとおりです。

１ 計画期間

平成２７年度～平成３０年度

２ 目 標

（１）温室効果ガスの総排出量

平成３０年度までに温室効果ガスの総排出量を３,７３１千ｔＣＯ２とすることを目

指す。

（２）温室効果ガスの吸収量

平成３０年度までに間伐等の森林整備による森林のＣＯ２吸収量を６７８千ｔＣＯ２

にすることを目指す。

※ 森林吸収量を勘案した温室効果ガス総排出量３,７３１千ｔＣＯ２は、平成２５年

度（２０１３年度）におけるＣＯ２排出量（４，４６８千ｔＣＯ２）の約１０％削

減に該当する。

３ 目標を達成するための施策等

（１）再生可能エネルギーの利用促進

再生可能エネルギー（太陽光、風力、バイオマス、小水力、水力、温泉熱）を活用

する設備の導入を加速する。

・再生可能エネルギー電気発電事業者に対する支援

・バイオマス・地熱の熱利用促進

・家庭等への導入促進の支援

・率先導入と各種規制緩和の実現

・地域エネルギー事業の確立

（２）事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動の促進

・鳥取県地球温暖化防止活動推進センターとの連携・協働

・ＮＰＯとの連携及び人材の育成

・省エネ診断の普及促進

・ＬＥＤ化をはじめとした省エネ対策の推進

・省エネ・省資源活動の徹底

・環境に配慮した建築物の推進

・優良取組の普及促進

・ＴＥＡＳ（鳥取県版環境管理システム）の普及促進

・教育機関における実践的環境教育・学習の促進

・環境教育・学習の質の向上
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（３）社会システムの転換

・モーダルシフトの推進

・ＥＶ・ＰＨＶタウンの推進

・水素エネルギーの推進

（４）廃棄物等の発生の抑制の促進その他の循環型社会の形成

・４Ｒ社会の実現

・廃棄物の適正処理体制の確立

・リサイクル産業の振興

・低炭素社会との調和

（５）農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

・間伐等の森林整備によるＣＯ２の吸収

・県産材使用の推進

○温室効果ガス削減目標一覧表

※2018年度、2030年度の部門別排出量は別途設定する。

単位[千ｔCO2]

2013年度
（H25年度）
基準年*

2018年度
(H30年度)
目標年度

20３0年度
(H４2年度)
長期目標

家庭部門 779

企業部門 2,040

運輸部門 1,144

620 620 620

▲ 122 ▲ 210 ▲ 306

579 545 472

5,040 4,686 4,014

▲ 572 ▲ 678 ▲ 746

4,468 4,008 3,268

▲ 10.3% ▲ 26.9%

＊2013年（H25年度）の数値は速報値

2013年度比

小　計

3,731 3,228

区　　分

エネルギー起源CO2

エネルギー起源CO2以外の

温室効果ガス

再生可能エネルギー導入

森林による吸収量

電気排出係数の減少による削
減量

合　　計
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参考２：主な目標指標一覧表

主な目標指標 現状 目標
（平成２６年度末） （平成３０年度末）

Ⅰ-１ 温室効果ガス削減に向けた再生可能エネルギーの導入加速

県 太陽光発電 発電事業者（10kW以上） ９１，６１７ｋW １５１,０００ｋW

内 業者・住宅（10kW未満） ３９,９３７ｋW ５０,０００ｋW

設 風力発電（大型） ５９,１００ｋW ５９,２００ｋW

備 バイオマス（熱利用・発電） ４９２,０６８ｋW ５４１,５００ｋW

容 水力発電 １１７,４７０ｋW １１８,３００ｋW

量 合 計 ８００,４７０ｋW ９２０,０００ｋW

Ⅰ-２ エネルギー資源多様化促進の検討

電力自給率 ３１％ ３５％

一般住宅等の電気使用量に対する再エネのカバー率 ８３％ ９７％

Ⅰ-４ 新たなエネルギー環境の整備

メタンハイドレート高度技術者の育成 ― １０人

Ⅱ-１ 環境教育・学習の推進

ＴＥＡＳの認定数（総数） １，３００件 １,３５０件

（Ⅰ種・Ⅱ種の企業等） ５１件 ６０件

（Ⅲ種の企業等） ３５９件 ３８５件

（Ⅱ種の高等学校） ２４件 ２５件

（Ⅲ種の小中学校） ３５件 ４０件

（Ⅲ種の家庭（わが家のエコ録 登録者含む）） ８３１件 ８４０件

こどもエコクラブ登録者数 ８，８５０人 １０，０００人

Ⅱ-２ 企業・家庭における環境配慮活動の推進

県内全体のエネルギー使用量 ６,３７１万ＧＪ ６,０３２万ＧＪ

（H26からの削減率） （ ５.３％）

・家庭部門のエネルギー使用量 １,３３２万ＧＪ １,３０３万ＧＪ

（H26からの削減率） （ ２.２％）

・企業部門のエネルギー使用量 ３,３２５万ＧＪ ３,１６８万ＧＪ

（H26からの削減率） （ ４.７％）

・運輸部門のエネルギー使用量 １,７１４万ＧＪ １,５６１万ＧＪ

（H26からの削減率） （ ８.９％）

Ⅱ-３ 社会システムの転換

ＥＶ・ＰＨＶ普及台数 ６３７台 ３,３００台
＊＊

ＥＶ充電器設置基数 １５２基 ５２７基
＊＊

水素ステーション整備基数 ― ３基
＊＊

Ⅲ-１ ４Ｒ社会の実現

一般廃棄物の排出量（総数） ２１０千トン
*

１９３千トン

【参考】一人一日あたりの排出量 （980ｇ/人・日） （945ｇ/人・日）
一般廃棄物のリサイクル率 ２６．１％

*
３１％

一般廃棄物の最終処分量 １８千トン
*

１０千トン

産業廃棄物の排出量 ５８１千トン
*

５８１千トン

産業廃棄物のリサイクル率 ７６.２％
*

７７％

産業廃棄物の最終処分量 ２１千トン
*

２０千トン

Ⅲ-２ 廃棄物の適正処理体制の確立

管理型産業廃棄物最終処分場の建設着手件数 ０件 １件

優良産業廃棄物処理業者認定業者数 ４８件 ６８件

Ⅲ-３ リサイクル産業の振興

リサイクル事業の新規事業化企業数 ＋３４社（H22年度末比） ＋４０社（H26年度末比）

リサイクル産業における雇用の創出 ＋９４人（H22年度末比） ＋２０人（H26年度末比）

グリーン商品の新規認定数 ＋358件（H22年度末比） ＋８０件（H26年度末比）

Ⅲ-４ 低炭素社会との調和

廃棄物由来のエネルギー・熱回収取組み事業者数 ５件 １０件

＊ : 平成25年度末の数値

＊＊ ：平成32年度末の数値
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主な目標指標 現状 目標
（平成２６年度末） （平成３０年度末）

Ⅳ-１ 人と自然とのふれあいの確保

自然保護ボランティア登録者数 １４６人 １８０人

県立拠点施設における自然体験プログラム利用者数 ８，７２５人 １７，０００人
＊＊

里山整備活動・森林体験企画数 ２０件 ３３件
＊＊

Ⅳ-２ 生物多様性・健全な自然生態系の保全

若手狩猟免許保有者数 １５５人 ３００人
＊＊

Ⅳ-３ 三大湖沼の浄化と利活用の推進

中海の水質（ＣＯＤ） ５.０mg/L ５.０mg/L

湖山池の水質（ＣＯＤ） ７.０mg/L ５.５mg/L

東郷池の水質（ＣＯＤ） ６.０mg/L ４.５mg/L（H27末）
＊

Ⅳ-４ 農地、森林等の持つ環境保全機能の回復

有機農産物・特別栽培農産物の認定面積 １,３５８ヘクタール １,５００ヘクタール
＊＊

とっとり共生の森参画企業数 １７社 ２３社
＊＊

間伐面積（年間） ３,０５０ヘクタール ４,２００ヘクタール

Ⅴ-１ 大気・水・土壌環境の保全と地下水の適正管理

生活排水処理人口普及率 ９１.４％ ９３.２％

河川・海域の水質の環境基準達成率 ９３.３％ １００％

（河川：ＢＯＤ、海域：ＣＯＤ）

ベンゼン等の有害大気汚染物質の環境基準達成率 １００％ １００％

Ⅴ-２ 環境汚染化学物質の適正管理

大気中のダイオキシン類濃度 ０.０１４pg-TEQ/Nm3 ０.０１２pg-TEQ/Nm3

Ⅵ-１ 美しい景観の保全と創造

景観まちづくり活動に取り組む団体数 ７０団体 ７４団体

景観行政団体（市町村）数 ５団体 ６団体

Ⅵ-２ 歴史的、文化的街なみの保存と整備

地域資源を活用したまちづくり実施地区数 ７１地区 ７３地区

＊ ：東郷池の水質に係る目標値は次期水質管理計画で設定する予定（H28年度）

＊＊：「鳥取県元気づくり総合戦略」の目標年度（H31年度）の数値を掲載
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環境にやさしい県庁率先行動計画 

 

第１ 総 論 

 １ 趣 旨 

今日の大量生産、大量消費、大量廃棄型の経済社会活動の拡大は、身近な生活環境に

とどまらず、地球温暖化など地球規模の環境に影響を及ぼすに至っている。 

我が国は、平成２７年７月に温室効果ガスを２０３０年（平成４２年）までに２０１

３年（平成２５年）比で２６％削減するとの目標を柱とする「約束草案」を国連に提出

した。 

平成２７年１１月にフランスで開催された第２１回国連気候変動枠組条約締約国会

議（ＣＯＰ２１）では、京都議定書に代わる２０２０年（平成３２年）以降の温室効果

ガス削減のための新たな国際枠組みとして、産業革命前からの気温上昇を２度未満に抑

えること等を目標とする「パリ協定」が採択された。 

日本政府は、約束草案及びパリ協定を踏まえ、地球規模の温室効果ガス排出削減に貢

献するため、「地球温暖化対策の推進に関する法律」（平成１０年法律第１１７号。以

下「温対法」という。）第８条に規定する新たな「地球温暖化対策計画」を策定する予

定としており、国内において対策の強化が求められている。 

県は、自らが一つの事業所としての立場から、あらゆる事務の実施に伴う環境負荷を

低減するとともに、率先して環境に配慮した行動を示すため、平成１１年３月に「環境

にやさしい県庁率先行動計画」、平成１５年４月に「環境にやさしい県庁率先行動計画

（第２期）」、平成２０年４月に「環境にやさしい県庁率先行動計画（第３期）」、平

成２３年８月に「環境にやさしい県庁率先行動計画（第４期）」を定め、県の全機関で

推進している。 

本計画は「温対法」に基づく地方公共団体の実行計画として位置付けており、また、

「鳥取県地球温暖化対策条例」（平成２１年鳥取県条例第３６号）に基づく「鳥取県地 

  球温暖化対策計画」としても位置付けられている。 

第５期計画の策定に当たっては、温対法、エネルギーの使用の合理化等に関する法

律（昭和５４年法律第４９号。以下「省エネ法」という。）及び国の温室効果ガスの

削減目標との整合性を図り、基準年度、目標設定の見直しをして計画を策定した。 

なお、温対法第２０条の３第３項で定める区域の自然的社会的条件に応じて温室効果 

ガスの排出の抑制等を行うための施策（以下「区域施策編」という。）については、別

に定める。 
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※地方公共団体実行計画 （温対法第 20 条の３） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考】 

■地球温暖化対策の推進に関する法律（抜粋） 

第２０条の３  都道府県及び市町村は、京都議定書目標達成計画に即して、当該都

道府県及び市町村の事務及び事業に関し、温室効果ガスの排出の量の削減並びに吸

収作用の保全及び強化のための措置に関する計画を策定するものとする。 

２ 地方公共団体実行計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

  一 計画期間 

  二 地方公共団体実行計画の目標 

  三 実施しようとする措置の内容 

  四 その他地方公共団体実行計画の実施に関し必要な事項 

３ 都道府県並びに地方自治法 （昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十

九第一項 の指定都市、同法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市及び同法第二百

五十二条の二十六の三第一項 の特例市（以下「指定都市等」という。）は、地方公

共団体実行計画において、前項に掲げる事項のほか、その区域の自然的社会的条件に

応じて温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する事項として次に掲げ

るものを定めるものとする。 

  一  太陽光、風力その他の化石燃料以外のエネルギーであって、その区域の自然

的条件に適したものの利用の促進に関する事項  

  二  その区域の事業者又は住民が温室効果ガスの排出の抑制等に関して行う活動

の促進に関する事項  

  三  公共交通機関の利用者の利便の増進、都市における緑地の保全及び緑化の推

進その他の温室効果ガスの排出の抑制等に資する地域環境の整備及び改善に関

する事項  

  四  その区域内における廃棄物等（循環型社会形成推進基本法 （平成十二年法律

○ 事務事業編の実行計画 

温対法第 20 条の３第１項に規定する、県自らの事務・事業に関する温室 

効果ガス排出削減等の実行計画 

⇒環境にやさしい県庁率先行動計画 

○ 区域施策編の実行計画 

温対法第 20 条の３第３項に規定する、県域の自然的社会的条件に応じ

て温室効果ガスの排出の抑制等を行うための施策に関する実行計画  

⇒とっとり環境イニシアティブプラン 
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第百十号）第二条第二項 に規定する廃棄物等をいう。）の発生の抑制の促進そ

の他の循環型社会（同条第一項 に規定する循環型社会をいう。）の形成に関す

る事項 

 

■鳥取県地球温暖化対策条例（抜粋） 

第５条 知事は、本県の自然的社会的条件に応じた法第20条第２項に規定する施策並び 

に県の事務及び事業に関する法第20条の３第１項に規定する措置に関する計画（以下 

「対策計画」という。）を策定するものとする。 

２ 対策計画は、次に掲げる事項並びに法第20条の３第２項各号及び第３項各号に掲げ

る事項について定めるものとする。 

(１) 県内における温室効果ガス総排出量及び温室効果ガスの吸収量に関する目標 

(２) 前号の目標を達成するために実施する施策に関する事項 

(３) その他本県における地球温暖化対策の推進に必要な事項 

        （～略～） 

  

２ 目 的 

県内における大規模な事業者・消費者としての立場から、県庁において環境に配慮し

た事務及び事業を率先して実践することにより、環境への負荷の低減を図るとともに、

市町村・事業者・県民の行う自主的な取組を促進することを目的とする。 

 

３ 計画の対象 

（１）対象範囲 

知事部局、教育委員会、警察本部、県議会事務局、企業局、病院局、各種委員（会）

事務局の本庁及び地方機関（県立学校及び警察署等を含む。）が行う全ての事務事業

を対象とする。 

また、上記が所管する指定管理者制度導入施設については、可能な範囲で本計画に

則した事務事業の執行を行うものとする。 

 

※１ 省エネ法により、全ての県有施設のエネルギー使用に関する管理を義務付け 

  られている。 

※２ 公共工事や県主催イベント等県有施設外で実施した業務に伴う温室効果ガス 

排出量は本計画の対象とはしないが、各々の要綱等に基づき環境に配慮した業務 

執行を行うこととする。 

※３ 指定管理者の多くは集客施設であり、目標、取組によるＣＯ２削減の計画対 

象に限定できない。 
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（２）計画の対象とする温室効果ガス 

本計画で対象とする温室効果ガスは、温対法第２条第３項で規定する二酸化炭素、メ

タン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン類（ＨＦＣｓ）、パーフルオロカーボ

ン類（ＰＦＣｓ）、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素とする。 

なお、温室効果ガスの算定方法については、省エネ法に準拠して算定するものとす

る。 

 

４ 計画の期間 

平成２８年度から平成３２年度までの５年間とする。 

 

５ 取組の進め方 

可能な限り数値目標を設定し、環境管理システム（計画、実行、点検、見直し）の手 

法を取り入れた進行管理を行う。 

 

   大規模な設備導入に当たっては、省エネ・再エネ機器導入の可否を専門家の意見を聞 

くことを検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

６ 県の現状 

   環境にやさしい県庁率先行動計画（第４期）による平成２６年度までの状況は次の

とおりである。 

 

（１）グリーン購入の推進 

鳥取県グリーン購入基本方針により策定する調達方針で定める調達目標として「用途

上やむをえない理由がある場合を除いて、判断基準に適合しない物品の購入を一切行わ

ない」という目標を達成。 

 

（２）温室効果ガス排出量の削減 

平成２７年度の事務の実施や庁舎管理に伴い排出される温室効果ガスを、平成２１

年度実績排出量から８％削減する目標に対し、平成２３年に、電力の二酸化炭素排出

係数が変動した影響等で排出量が増大しており、平成２６年度実績の段階では平成２

１年度比＋15.7％ 

 

 

平成２１年度 

（基準年） 

平成２６年度 

（実績） 

平成２７年度 

【目標】 

温室効果ガス 

排出量 

５２，４５５t-CO2 

 

６０，７６７t-CO2 

(基準年比＋15.7％） 

４８，２５９t-CO2 

【基準年比△8％】 

 

（３）可燃ごみの排出量の削減 

平成２７年度の事務の実施に伴い排出される可燃ゴミについて、平成２１年度実績排

出量から２０％削減する目標に対し、平成２６年度実績の段階では平成２１年度比△

18.7% 

 

 

平成２１年度 

（基準年） 

平成２６年度 

（実績） 

平成２７年度 

【目標】 

可燃ゴミ排出量 

（庁舎） 

５１９，１６０ｋｇ 

 

４２１，９３３ｋｇ 

(基準年比△18.7％) 

４１５，３２８ｋｇ 

【基準年比△20％】 

 
（４）用紙の購入量 

平成２７年度の用紙の購入量について、平成２１年度実績購入量から１０％削減する

目標に対し、平成２６年度実績の段階では平成２１年度比△3％ 

 平成２１年度 

（基準年） 

平成２６年度 

（実績） 

平成２７年度 

【目標】 

用紙購入量 １９６，２６８ｋｇ 

 

１９０,１６３ｋｇ 

（基準年比△3％） 

１７６,６４１ｋｇ 

【基準年比△10％】 

 



 

6 
 

第２ 計画の目標 

 

環境にやさしい県庁率先行動計画（第５期）の計画期間における目標として、

次のとおり数値目標を設定する。 

目標の基準年度は、平成２５年度とする。 

  

１ 温室効果ガス削減目標 

  平成３２年度（２０２０年度）までに、対象範囲の温室効果ガス排出量を、基準年

度（平成２５年度（２０１３年度））比で１１％削減する 

 

 

平成２５年度 

（基準年） 

平成３２年度 

【目標】 

温室効果ガス排出量 ６２，６７７t-CO2 

 

５５,７８３t-CO2 

(基準年から１１％削減) 

 

※ 県の施設における自然エネルギー発電の取扱いについては、原則として省エネ法に

準拠することとする。 

 ※ 基準年度設定の考え方 

平成２７年７月に国連に提出した政府の目標である「日本の約束草案」が、平成２

５年を基準年としているので、整合を図った。 

 

２ その他の目標 

（１） 可燃ごみの排出量 

平成３２年度（２０２０年度）までに、対象範囲の可燃ごみの排出量を、基準年

度（平成２５年度（２０１３年度））比で１６％削減する。 

 

 

平成２５年度 

（基準年） 

平成３２年度 

【目標】 

可燃ゴミ排出量 

（庁舎） 

４６８，４３９ｋｇ 

 

３９３,４８９ｋｇ 

(基準年から１６％削減) 

 

（２） 用紙の購入量 

平成３２年度（２０２０年度）までに、対象範囲の用紙購入量を、基準年度（平

成２５年度（２０１３年度））比で７％削減する。 

 

 

平成２５年度 

（基準年） 

平成３２年度 

【目標】 

用紙購入量 １８８，１８４ｋｇ 

 

１７５,０１１ｋｇ 

(基準年から７％削減) 

 

 

 



 

7 
 

第３ 目標達成に向けた取組内容 

 

具体的な取組内容は次のとおりであるが、次の項目に掲げられていないものでも、各

所属で工夫し、自主的な取組に努めるものとする。ただし、地方機関、学校、病院等に

おいて、業務の性格上等により取組が困難な項目については、業務に支障のない範囲で、

できるだけ実施することとする。 

主な取組 

 

 

 

          目標との関連 
温室効果ガ

ス排出量の

削減 

 

可燃ごみの

排出量 

 

用紙の 

購入量 

 

１ 省資源・省エネルギーの推進    ◎   

２ ４Ｒの推進 ○ ◎ ◎ 

３ 環境に配慮した物品等の調達 ○ ○  

４ 環境に配慮した契約の推進 ○ ○  

５ 森林の整備・保全の推進 ○   

６ その他環境配慮の推進 ○ ○  

７ 職員への研修及び率先行動 ○ ○ ○ 

８ 率先行動計画の取組への協力要請 ○ ○    ○ 

◎ ：直接的に効果 ○：間接的に効果 
 

 １ 省資源・省エネルギーの推進 

取組 具体的な取組内容 

電気使用量、庁舎

燃料使用量の削

減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各所属（職員）における取組】 
■始業前、昼休憩の消灯を徹底する。 
■時間外勤務時は、必要最小限のスペースのみの点灯とする。 
■日照時間が長い時期（５月１日～９月３０日）は、時間外勤務時に

執務室の一斉消灯を実施する。 
■窓側のみ消灯が可能な所属においては、日中は事務室内の窓側の照

明を消灯する。 
■昼休憩時や長時間の席空け時等は、各自のパソコンがスタンバイ状

態になるように設定する。 
■コピー機、シュレッダー等の周辺ＯＡ機器は、昼休憩時等長時間使

用しない時、及び時間外勤務時において使用見込みのない時は電源を

切る。 
■パソコン、コピー機等は省電力モードを活用する。 
■勤務終了時には、各自のパソコンのコンセントを抜く。 
■電気ポットを使用する場合は、保温温度はなるべく低く設定する。 
■最寄り階への移動は、階段を利用する。 
■自動ドアの利用は自粛する。（近くに手動ドアがある場合） 
■冷房期間中は窓のブラインドを下ろす。トイレ等の扉は開放しな

い。 
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■原則、庁舎暖房中は、ストーブ等の補助暖房機は使用しない。 
■夏期及び冬期においては、クールビズ（ノーネクタイ・上着運動、

実施期間：５月１日～１０月３１日の間に随時指定期間を設ける）及

び、ウォームビズ（実施期間：１１月１日～３月３１日）を心掛ける。 
■ガスコンロの設置が認められている機関においては、お湯の沸かし

過ぎがないよう注意する。 
■瞬間湯沸かし器の設置が認められている機関においては、湯沸かし

器の使用後はタネ火を確実に消す。 
■暖房便座トイレの使用後は、必ずフタを閉じる。 
■ノー残業デーの一斉退庁の取組を徹底する。 
■事務の効率的遂行により、時間外勤務を削減する。 
 
【庁舎管理担当課における取組】 
■廊下、階段、便所等においては３分の２程度の消灯を行う。 
■エレベーターの間引き運転を実施する。 
■冷暖房時の室温の適正管理（冷房２８℃、暖房１８℃）を徹底する。 
■温水洗浄便座はタイマー機能を使い、夜間（21 時～６時）は節電モ

ードを活用する。 
■自動販売機はイルミネーションの消灯や冷温調節（1～2 度）を行う。 
 
【庁舎管理担当課、営繕担当課における取組】 
■省エネルギー型の照明機器への切替え、導入を図る。 
■県庁舎等の照明について、実現可能性、優先度を踏まえた積極的な

ＬＥＤ化を行う。 
■風力発電や太陽光発電の導入など、自然エネルギーの有効利用を検

討する。 
■木質ペレットボイラー等のバイオマス利用設備の導入を図る。 
■廃熱等の未利用エネルギーの利用を検討する。 
■エアコン更新の加速、省エネ型機器導入による節電を行う。 
■氷蓄熱式エアコンやコージェネレーションシステム等のエネルギ

ー利用の合理化が図られる設備の導入を検討する。 
■複層ガラスの導入等による建築物の断熱構造の促進を図る。 
■建物の壁、床、開口部等の構造を検討し、断熱性向上化を図るとと

もに最高通風の最適化を検討する。 
■深夜電力の活用を図ることが適当な場合には、深夜電力利用機器の

導入を検討する。 
■エレベーター運転の高度制御、空調機器の運転制御が行える設備の

整備を検討する。 
■省エネ診断の実施を検討する。 
■新築施設における省エネ設備導入の検討（高効率空調及び高効率照

明の導入、複層ガラス、屋上緑化等による断熱化等）を行う。 
■既設の大型施設における重点的な省エネ施設への更新を行う。 
■省エネルギー改修（ＥＳＣＯ）事業の実施を検討する。 
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公用車の燃料使

用量の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各所属（職員）における取組】 
■公用車の利用に当たっては、同一方向の使用者を調整して、利用回

数を削減する。 
■近隣への出張の際は、徒歩、自転車、公共交通機関を積極的に利用

する。 
■公用車への電気自動車、ハイブリッド型自動車の導入を推進する。 
■遠方への出張の際は、できるだけ公共交通機関を利用し、最寄り駅

から公用車を利用するなど工夫する。 
■待時間の際等の駐停車時は、アイドリングストップを励行する。 
■急発進、空ぶかしはしない、不必要な荷物を積まないなど、エコド

ライブに努める。 
■通勤にはできるだけ公共交通機関を利用する。 
■ノーマイカー運動に参加する。 
 
【公用車管理担当課における取組】 
■タイヤの空気圧点検を定期的に実施し、最適な空気圧を維持する。 
■公用車の車両整備時には、鳥取県グリーン購入調達方針で定める環

境に配慮した整備を実施する。 
 

 
 
２ ４Ｒの推進 

取組 具体的な取組内容 

用紙類の使用量

の削減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各所属（職員）における取組】 

■軽易な文書は課内掲示、口頭伝達で済ませる。 

■印刷物やパンフレット・ポスター等は配布先を精査し、余部が生じ

ないよう必要最小限とする。 

■会議において、不要な資料は持ち帰らない。（次回利用する。） 

■適切なファイリングにより、個人持ちの資料等を削減し、資料等の

共有化に努める。 

■会議のペーパーレス化などＩＴ化の一層の推進を行う。 

■会議でパソコン、プロジェクター、ОＨＰ、テレビ会議を活用する

など、資料の削減に努める。 

■資料等は簡潔にまとめ、両面印刷や集約印刷等を徹底することで、

ページ数を削減する。 

■会議資料等はできるだけ余部が生じないよう印刷部数を最小限とす

る。 

■会議開催前に事前配布した資料は、当日重複配布しない。 

■県職員を対象とした会議では、封筒を配布しない。来庁者へ配布す

る場合も必要最小限とする。 

■複写機の使用前後には、必ずリセットボタンを押すなど、ミスコピ

ーの防止に努める。 

■プリントアウト前には、必ず印刷イメージで確認するなど、ミスプ

リントの防止に努める。 

■スキャナーや複写機等のスキャナー機能を有効活用し、文書の削減

に努める。 
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 ■庁内ＬＡＮの整備状況に応じて、電子メール、掲示板、電子決裁シ

ステム等を活用し、文書の削減に努める。 

■コピー機に、ミスコピー用紙の裏面使用のトレイを設け、内部資料等軽

易なものの裏面使用を徹底する。 

■コピー機への用紙削減標語の掲示を行う。 

 

用品等の長期使

用と計画的な購

入 

 

 

 

 

 

 

【各所属（職員）における取組】 

■事務用品、備品はできるだけ長期使用に努める。（例：ボールペン

はインクのみ交換、机等は庁内で再利用（備品情報交換システムDBを

活用）） 

■事務用品等については、使用頻度を考慮するとともに、保管数の定

期的な把握や部局単位での一元管理等により購入数を必要最小限にと

どめる。 

■新聞、書籍、各種刊行物の購入部数は必要最小限にとどめる。 

 

排出抑制とリサ

イクルの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各所属（職員）における取組】 

■不燃物、プラスチック等は定められた回収ボックスに分別するなど

、廃棄物の種類に応じた分別を徹底する。 

■古紙回収を実施している庁舎では、リサイクルボックスを活用し、

紙類は古紙回収に回し、ゴミに出さない。 

■ゴミ箱（可燃ゴミ）の設置は、各部屋に１個とする。 

■コンポスト（生ごみ処理機、ダンボールコンポストなど）を活用して生

ごみの削減に取り組む。 

■昼食にはできるだけ自分の箸（マイ箸）を利用することとし、割り

ばしを利用する場合は、国産の間伐材等により製造されたものを利用

する。 

■水筒や買物袋（マイバッグ）の持参により、飲料用ペットボトルや

レジ袋を排出しないよう努める。 

■過剰包装された商品や使い捨て容器を使用した商品は購入しない。 

■使用済み封筒は、回覧袋、資料袋等の再利用に努める。 

■ファイリング用品は、背表紙のシールを貼り替える、金具のみを交

換する、バインダーとして利用するなど再利用に努める。 

■トナーカートリッジ等回収・再生ルートの確立しているものは、業

者による引取りを推進する。 

■特定家庭用機器（エアコン、テレビ、電気冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機）

を廃棄する際は、リサイクル料金を支払い、小売店等に引取りを依頼

する。（リサイクル券の写しを受領） 
 

【庁舎管理担当課における取組】 

■シュレッダーくずを、畜舎の敷料等に有効利用できる環境が整って

いる庁舎においては、その分別を実施し有効活用すること。 
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３ 環境に配慮した物品等の調達 

取組 具体的な取組内容 

環境配慮物品等

の調達 

 

 

 

 

 

 

 

【各所属（職員）、庁舎管理担当課、公共工事担当課における取組】 

■調達する物品等が、本当に必要かをよく考える。 

■「鳥取県グリーン購入基本方針」に基づき物品を調達する。 

・グリーン購入法適合製品を調達する 

・鳥取県認定グリーン商品を調達する 

・上記製品がない場合も、できる限り環境負荷の低減を考慮した物品

を選択して調達する。（「エコマーク」、「グリーンマーク」等、第

三者機関が認定する環境物品。） 

 
 
４ 環境に配慮した契約の推進 

取組 具体的な取組内容 

環境配慮契約の

推進 

 

 

 

 

 

【電力の調達契約担当課等における取組】 

■電力の調達契約の競争入札を実施する場合には、環境に配慮した電力調

達が行えるよう電気事業者の環境に配慮した取組み等を考慮する入札方

式の導入を検討する。 

【各所属（職員）、自動車調達担当課における取組】 

■公用車の調達（リースを含む。）に当たっては、総合評価落札方式

により、環境性能と価格の両面からの評価の高い案を提示した者と契

約を締結するよう努める。 

 

【庁舎営繕担当課、庁舎建築担当課における取組】 

■建築物の建築又は大規模な改修に係る設計を委託する場合には、要

求環境保全性能の規定や環境配慮型プロポーザル方式の導入を検討

する。 

 
 
５ 森林の整備・保全の推進 

取組 具体的な取組内容 

森林の二酸化炭素

吸収源としての維

持・向上 

【森林管理担当課】 

■県有林について、地域のモデル林となるよう間伐など適切な管理・保全

を積極的に実施する。 

 
 
６ その他環境配慮の推進 

取組 具体的な取組内容 

イベント等開催

時における環境

配慮の推進 

【イベント開催担当課における取組】 

■イベント等の開催に当たっては、「エコイベントマニュアル」に沿

って、より多くの環境配慮事項に取り組む。 

環境汚染物質等

の排出抑制、適正

処理 

 

【庁舎管理担当課、営繕担当課、物品調達担当課における取組】 

■ばい煙発生施設及び特定施設等から発生する大気汚染物質及び水

質汚濁物質等について、適正な管理を行い、排出量の抑制に努める。 

■空調設備、消火設備の更新等の際は、フロン、ハロンを使用しない
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設備を積極的に導入する。 

■フロン類を使用した機器設備の利用を廃止する場合は、適切な処理

業者に委託する。 

■燃焼設備の更新等に当たっては、灯油、ＬＰＧ、ＬＮＧ等の環境負

荷の相対的に小さい燃料への変更を図る。 

■公用車を廃車にする場合は、適切な処理業者に委託する。 

【試験研究機関、病院等における取組】 

■試験研究機関や病院等で発生する特別管理産業廃棄物は、特に適正

に管理し、適切な処理業者に処理を委託する。 

公共事業の環境

配慮の推進 

 

【公共事業担当課における取組】 

■鳥取県公共事業環境配慮指針に基づき、調査計画段階、設計段階、

実施段階において、環境に配慮する。 

敷地内の緑化の

推進 

 

【庁舎管理担当課等における取組】 

■玄関、ロビー、壁面、屋上等の有効利用による敷地内緑化や敷地境

界の植栽等を推進する。（事例：窓際でのゴーヤ栽培等） 

森林クレジットの

活用 

【庁舎管理担当課等における取組】 

■二酸化炭素を吸収する県内市町村の森林クレジット購入を検討する。 

 

 

７ 職員への研修及び率先行動 

取組 具体的な取組内容 

職員への研修 

 

 

 

【各所属における取組】 

■職員の環境に関する意識向上を図るため、環境に関する研修を行う。 
【環境立県推進課における取組】 

■環境に関する意識向上を図るため、環境に関する情報提供を行う。 

環境保全活動へ

の積極的参加等 

 

 

【各職員における取組】 

■環境に関する研修やシンポジウムに積極的に参加する。 

■家庭や地域において、「鳥取県版環境管理システム（ＴＥＡＳ）」

の登録を目指すなど、環境配慮活動に取り組む。 

 
 
８ 率先行動計画の取組への協力要請 

取組 具体的な取組内容 

関係者への協力

要請 

 

 

 

 

 

 

 

【各所属における取組】 

■県への届出等の提出書類に再生紙を利用するよう呼びかける。 

■業者等の名刺に再生紙の使用を呼びかける。 

 

【庁舎管理担当課における取組】 

■売店等庁内で物品を販売する者に、使い捨て容器の販売自粛や、回

収ボックスの設置を要請する。 

■自動販売機の更新時は、省エネルギー型となるよう要請する。 

■構内に駐車する業者やタクシー等へアイドリングストップを要請す

る。 
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第４ 計画の推進・結果の公表 

 １ 推進体制 

本計画の目標達成状況を把握・評価し継続的に改善するため、次のような推進体制で

行う。 

（１）環境推進員（各所属長） 

各所属における本計画の推進を行う責任者 

（２）率先行動担当者 

  各所属における本計画の推進のため環境推進員を補佐する者 

（３）環境やさしい県庁率先行動計画推進委員会 

本計画の策定及び見直し、実施状況等の点検、評価を行う委員会。各部主管課及び

関係課で構成し、総務課を事務局とする。 

 

２ 推進方法 

 （１）目標の設定 

環境推進員は全体の目標に準じて取組を推進すること。 

（２）職員に対する研修 

環境推進員は、年度当初に、所属内職員に対して、本計画の目標の周知及び環境配

慮に係る職員の意識の向上と役割・責任を周知することを目的とした研修を行う。 

なお、ＩＳＯ１４００１、ＴＥＡＳ等に基づいて職員研修を行う組織にあってはこ

の限りではない。 

（３）点検の方法 

   ア）点検票 

環境推進員は、「率先行動ＤＢ」点検票により、取組状況を点検（承認）する。 

(４）実績の周知  

事務局は、「率先行動ＤＢ」点検票で提出された点検票のデータをもとに、全体の

実績及び目標の達成状況を取りまとめ、全対象機関に周知する。 

（５）見直し 

計画の進捗状況や技術の進歩などを踏まえて、必要に応じて見直しを行う。 

 

３ 結果の公表 

計画の期間中、毎年度、本県の事務・事業に伴い排出される温室効果ガスの排出量、

目標の達成状況、施策の実施状況等について公表する。 
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【点検票】 

 

「環境にやさしい県庁率先行動計画」点検票（  年  月） 

 

課（室）名         

 

環境推進員      

率先行動担当者    

【所属の目標／取組内容】 

 

【各所属記載欄】 

１ 事務室から排出される可燃ごみの廃棄量等及びコピー用紙の購入量 

月 間 可 燃 ご み 廃 棄 量  ｋｇ 

月間古紙回収量 ｋｇ 

月間ＰＳＤ（※）回収量 ｋｇ 

   ※ＰＳＤ・・・ﾍﾟｰﾊﾟｰｼｭﾚｯﾀﾞｰﾀﾞｽﾄ。ｼｭﾚｯﾀﾞｰにかけた紙くず 

 

２ 職員に対する研修の実施状況 

実施日  

受講者 人（未受講者：     人） 

内容 

 

 

 

   ※ＴＥＡＳサイトにおいては、職員等研修の実施状況を記載（専門研修は対象外） 

 

【公用車等管理担当課記載欄】 

３ 公用車等の燃料使用量 

 

区分 給油量 

ガソリン    ㍑ 

軽油    ㍑ 

天然ガス    ㍑ 

重油（船舶等）    ㍑ 

ジェット燃料（ヘリ等）    ㍑ 
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【庁舎管理担当課記載欄】 

４ エネルギー等消費量 

区分 消費（使用）量 

電気（総量） ｋＷｈ 

 供給電気事業者名  

電気（昼間） ｋＷｈ 

電気（夜間） ｋＷｈ 

水道 ｍ３ 

重油 ㍑ 

灯油 ㍑ 

都市ガス ｍ３ 

プロパンガス ｍ３ 

混合油 ㍑ 

その他  

※庁舎における事業活動で使用するエネルギー量を。 

（例：冬期の補助暖房燃料、ビニールハウス用燃料等） 

 

５ 庁舎ゴミ排出量  

区分 排出量 

可 燃 ゴ ミ  ｋｇ 

 

 

 

 





（案） 
鳥 環 審 第 ● ● 号  
平成２８年３月 日  

 
 
 鳥取県生活環境部長 中山 貴雄 様 

 
 

鳥取県環境審議会長 簗瀬 英司 

 
 
   鳥取県環境の保全及び創造に関する基本条例第９条第１項の規定に基づく「環境基本計

画の実行計画」、及び鳥取県地球温暖化対策条例に基づく「鳥取県地球温暖化対策計画」

について（答申） 

 
 
 平成２６年１０月１６日付けで諮問のあったこれらのことについては、慎重審議の結果、別添「第

２期とっとり環境イニシアティブプラン（案）」及び「環境にやさしい県庁率先行動計画〔第５期〕（案）」

のとおり策定することが適当であるとの結論を得たので答申します。 

資料２－８ 


